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0930010

連続運転認定され
た第１種圧力容器と
同種同形式容器の
認定要領の緩和

労働安全衛生法第41条
第2項
ボイラー及び圧力容器
安全規則第75条第1項
平成14年3月29日付け
基発第0329018号「ﾎﾞｲ
ﾗｰ等の連続運転に係る
認定制度について」

　ボイラー及び第一種圧力容器
については、原則開放による性
能検査を毎年受検しなければな
らないが、安全管理等が優良な
事業場についてはその性能検
査を連続運転により行うことが
できる期間を最大4年まで認め
ている。
　ボイラー等の連続運転認定事
業場において、認定を受けよう
とするボイラー等を追加する場
合には、変更の認定を受けなけ
ればならない。

C Ⅳ

　連続運転認定事業場において連続運転を行う第一種圧力容器
を追加する場合、既に追加しようとする第一種圧力容器と同種同
形式のものの認定を受けているとしても、同一使用形態ではなく
実際に当該容器を追加して稼働させた場合のプラント全体の安
全性及び事業場全体の安全管理等について確認した上でなけれ
ば連続運転の可否を適切に判断することができない。よって、そ
れらを確認することなく連続運転の対象容器として追加すること
は困難であり、御要望にお応えすることはできない。

既に連続運転認定された第一
種圧力容器と同種同形式のも
のを追加する際、全ての場合
にプラント全体に影響を及ぼす
のか。仮に影響を及ぼさない場
合があるならば、新たに連続運
転認定を受ける必要はないの
ではないか。右の提案主体か
らの意見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

本提案は、連続運転認定された第1種圧力容器
と同種・同形式の第１種圧力容器を、同じ使用場
所（例えば、蒸留塔の既設リﾎﾞｲﾗー（連続運転認
定取得済み）に同一リボイラーを追加設置等）で
使用する場合に限り、その追加設置機器に連続
運転認定を認めて欲しいというものである。この
ように同じ使用場所で使用する場合は、技術的
には同一使用形態と考えられるので、既設認定
容器の稼動実績から連続運転可否の判断が可
能と考える。同一使用形態でないので稼動実績
を確認しなければ連続運転認定できないという1
次回答の根拠を提示願いたい。

C Ⅳ

　プラントは、それを構成する機器が一定の順序により連動して作
動し、全体として一定の目的を達成するものである。そこに、新た
な機器を追加すると、それが既認定機器と同種・同形式のもので
あっても、以前までの処理プロセスに一定の処理が追加されるこ
とになり、既設の機器でも流入・処理する内容物の状態（温度、圧
力、成分等）が変わってしまうので、プラント全体に影響を及ぼ
す。
　ご指摘の例のように、蒸留塔に既設のリボイラーと同一のリボイ
ラーを追加する場合、蒸留塔は以前に比べて2倍の熱の入力を受
けることになり、明らかに蒸留塔の使用状態が変わる。また、それ
に伴い、既設のリボイラーに流入する内容物の状態も変わる。更
には、蒸留塔に接続された別の機器に送られる内容物の状態が
変わるために、当該別の機器の使用状態も変わることになる。
　よって、機器を追加して稼働させた場合のプラント全体の安全性
等について確認した上でなければ連続運転の可否を適切に判断
することができない。
　また、同種同形式の機器を追加し、清掃等のために切り替えて
運転する場合は、プラントの能力に変更があるとは言えないが、
運転管理や保全管理の見直しが必要になるため、見直し後の安
全性について確認した上で連続運転の可否を判断することとな
る。なお、連続運転期間中に内部を開放して清掃するために切替
の必要な機器を設置しなければならないこと自体、そもそも連続
運転に馴染まない可能性が高い。
　以上により、御要望にお応えすることはできない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

①単純予備器の設置（清掃時の切り替え使
用に蒸留塔のリボイラー追加設置等）では、
当該機器や接続機器の運転状態（入熱、温
度、圧力、成分等）が不変ゆえ、プラント全体
の安全管理確認は不要と考える。連続運転
中の機器の切り替えは、反応器の運転・再生
操作切替え等のように通常運転操作であって
特段の運転管理や保全管理は不要である。
②一定範囲内（温度、圧力、組成に変更なく、
接続機器の運転操作範囲内）の能力増強機
器の設置も上述の確認不要と考える。高圧ガ
ス認定制度では個別機器毎でなく事業所全
体を認定するので、一定生産能力増加範囲
内での新設機器は認定される。ボイラー１圧
認定ではせめて上述①、②機器を認定してほ
しい。

C Ⅳ

①再意見の①にあるように、蒸留塔のリボイラーについて、連続
運転期間中に内部を開放して清掃するために予備器を設ける必
要がある場合であれば、リボイラー自体は連続運転することはで
きないが、リボイラーを連続運転機器から除外することにより、蒸
留塔の連続運転を行いながら切り換えて使用できるリボイラーの
予備器を設置することが可能である。ただし、蒸留塔に係る制御
装置、運転管理等に変更があれば、連続運転の変更認定が必要
になる。
②機器の追加については、プラントの出力が増強されるため、温
度、圧力、組成に変更がないとは言えないこと、保全管理すべき
機器が追加されることにより、運転管理、保全管理、余寿命予測
等が変更になる。よって、変更後の安全性等について確認した上
でなければ連続運転の可否を適切に判断することができず、御要
望にお応えすることはできない。

1006020

化学プラントで蒸留塔のリボイラーのよう
に同一容器を追加設置することによって運
転継続しながら交互に縁切りして内部清
掃したり、能力増強のため同一容器を追
加設置する時、既設の１圧容器が連続運
転認定されている場合には、現行法では
追加１圧容器は新たに認定取得が必要だ
が、本提案では自動的に認定を可能にす
る。本特例措置によって、追加１圧容器の
認定取得費用（申請、受審作業等に必要
な費用）を削減でき、追加設置容器の停止
中性能検査（毎年１回実施）に必要な運転
停止損失の削減につながる。添付資料２
（認定取得費用等の算出根拠）参照。

（提案理由）
現行法では、連続運転認定を取得した１圧容器を同種・同
形式・同使用の容器に更新する場合は、更新機器の認定
は継続できる。本提案における追加設置容器は認定継続
が出来る更新機器と同様に、同種・同形式・同使用の１圧
容器であるので認定を可能にしても技術的に問題ないと考
えられる。
（代替措置）
特になし。

大分コン
ビナート立
地企業連
絡協議会

厚生労働省

0930020

連続運転認定され
たプラントにおける
第１種圧力容器の
安全弁の吹き出し
先への止め弁設置
の容認

労働安全衛生法第37条
圧力容器構造規格第64
条
平成15年4月30日付け
基発第0430004号「ボイ
ラー構造規格及び圧力
容器構造規格の全部改
正について」

第一種圧力容器と安全弁の間
に止め弁その他の閉止装置を
設けてはならない。ただし、連続
運転を行う機器の場合、安全弁
の検査のため、極めて厳格な要
件のもとに例外的にその設置を
認めている。

F Ⅳ

御指摘のように、安全弁の吹き出し先をプラント共通のフレアライ
ンに接続している場合に、圧力容器を停止して性能検査を行うと
きは、運転中の他の圧力容器からのフレアラインを通しての逆流
を防止するために止め弁を設置することが有効であることは、理
解できるところである。
　しかしながら、安全弁の吹き出し先に止め弁を設置したことによ
り、安全弁の機能を無効にしてしまい、圧力容器の破裂等の事故
が発生した事例が複数認められるところである。　
　よって、これらの事故事例を踏まえ、平成18年度中に止め弁を
設けることが可能な設備上の要件、止め弁を操作する際の必要
な安全管理措置等について専門的な検討を行い、それらの措置
等を講じることを条件に、安全弁吹き出し先への止め弁の設置を
可能とする方向で同年中に制度改正を行う。

貴省回答によれば、平成１８年
度中に各種要件等の検討をし
た上で、安全弁吹き出し先への
止め弁の設置を可能とする方
向で同年中に制度改正を行う
としているが、どのような場にお
いて、どのようなプロセス、スケ
ジュールで検討するのか示され
たい。併せて、措置の分類の見
直しも検討し回答されたい。

B-2 Ⅳ
止め弁を設けることが可能となる要件等について専門家による検
討を行い、平成18年末を目途に結論を得た上で、平成18年度末
までにその結果を踏まえた制度改正を行う。

1006030

既に連続運転認定を取得した１圧容器の
あるプラントで１圧容器を新設したり、新た
に連続運転認定を取得する時であって、
可燃性ガスを取り扱う１圧容器ゆえ安全弁
の吹き出し先を大気放出できずプラント共
通のフレアラインに接続している場合は、１
圧容器の停止中性能検査時にフレアライ
ンと縁切るために安全弁吹き出し先に止
め弁が必要なので設置を可能にする。本
提案によって、プラント全体の連続運転を
継続しながら、新設の１圧容器や新たに認
定取得した１圧容器の停止中性能検査が
可能になり、プラント停止損失を削減出来
る。添付資料３（図１．１圧容器安全弁下流
のフロー図、プラント停止損失の算出根
拠）参照。

（提案理由）　　①１圧容器は容器毎に連続運転認定を取
得するため各容器の連続運転期間が異なる。即ち、認定
容器の連続運転期間は２年、４年、新設容器等の非認定
容器は１年である。そのためプラント連続運転を継続しな
がら、停止中性能検査を行うため該当１圧容器は運転停
止する必要がある。この時、可燃性ガスを取り扱うので、左
欄に述べたように安全弁吹出し先に止め弁が必要である。
②「圧力容器構造規格第64条」で、連続運転認定の場合で
は施錠・禁札等の管理をすれば、性能検査用に１圧容器
安全弁の元弁は設置可能である。本提案はこれと同様に
吹出し先弁設置を可能にする。③高圧ガス保安法適用機
器の安全弁には、元弁や吹き出し先弁の設置が可能。
（代替措置）     性能検査時以外は、安全弁の下流弁を全
開状態にし、これをみだりに操作出来ないよう施錠管理し、
かつ操作禁止の表札を取り付ける。

大分コン
ビナート立
地企業連
絡協議会

厚生労働省

0930030
蒸気ボイラーにおけ
るガラス水面計設
置規制の緩和

労働安全衛生法第37条
ボイラー構造規格第69
条第1項

蒸気ボイラー（貫流ボイラーを除
く。）には、ボイラー本体又は水
柱管に、ガラス水面計を2個以
上取り付けなければならない。
ただし、一定の場合に、そのうち
の1個をガラス水面計でない水
面測定装置とすることができる。

C Ⅲ

　ガラス水面計以外の液面計は、電気系統等の故障を考慮する
必要があること、ガラス水面計がないと校正ができないこと等の
問題があることから、少なくとも1個のガラス水面計を設ける必要
がある。
 　なお、ボイラー構造規格その他の法令の技術基準の基になっ
ているJIS B8201（陸用鋼製ボイラ－構造）並びにＡＳＭＥ及びＥＮ
規格においても、ガラス水面計を原則2個以上設けることとされ、
一定の場合にガラス水面計を1個以上とすることができることとさ
れている。
  　以上により、御要望にお応えすることはできない。 

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

・ガラス水面計もノズルの閉塞やガラスの汚れに
よる誤指示の可能性があるので、他の水面計と
同様に適切な管理が必要であり、ガラス水面計
が常に正しい（校正用を含め）とは限らない。ガラ
ス水面計もその他の水面計も適切な管理下で使
用すれば測定信頼性上大差ない。弊事業所のよ
うな石油化学プラントの場合は、計測機器に必要
な電気系統は手厚く設備保護しているので故障
確率は非常に少ない。ガラス水面計が無くてもそ
れ以外の複数レベル計の相互チェックによってレ
ベル管理は充分できる。・本設置基準変更に伴っ
て関連のJIS等規格の変更が必要な場合は定め
に従って変更すればよく、規格があるから変更で
きないとは考えられない。

C Ⅲ

　ガラス水面計については、定期的な点検とブロー（蒸気や水の
噴出し）を行いさえすれば、原理的に必ず正確な指示を行うため、
他の水面計と異なり校正を行う必要はない。
　複数の水面計を用いて相互チェックを行えば、どれか１つの指
示のズレを確認することが可能とのご指摘であると思料するが、
複数のものにズレがあれば、ガラス水面計がない限り、それぞれ
の水面計が正しい指示をしているかどうかを調べることはできなく
なる。
　また、ガラス水面計以外の水面計は、定常運転時の状態で正し
く計測するよう設定されるため、起動時には正しく計測できない。
　さらに、少ない確率とはいえ電気系統が故障することを認めて
いるが、その場合の安全策は示されていないため、ガラス水面計
の設置以外の対応策を認めることができない。
　なお、規格の変更が必要な場合は定めに従って変更すればよ
いとのご指摘であるが、ASME及びEN規格を挙げているとおり、ガ
ラス水面計の設置は国際的にも要請されているものである。
　よって、御要望にお答えすることはできない。

貴省回答によれば「ガラス水
面計は原理的に必ず正確な
指示を行う」とあるが、ボイ
ラー内部が泡立っている場合
には正しい数値を示さない場
合があるなど、ガラス水面計
だからと言って必ず正確な指
示を行うとは限らないのでは
ないか。
また、様々な圧力のボイラー
がある中で、全て一律の基準
とする必要があるのか。
水面計も技術的に進歩してお
り、電気事業法では発電用ボ
イラーについてはガラス水面
計の必置を義務付けていな
いことも踏まえ、再度検討し
回答されたい。

・ガラス水面計は破損すると作業員被災の危
険性があることへの対応について、１次・2次
回答とも答えていない。・マグネット式液面計
はマグネット内蔵フロートを液面に浮べて計
測するのでガラス水面計と同様に校正不要
（直接指示）であり、耐圧部は金属製ゆえ破
損の心配がない。・差圧式液面計はボイラー
水の密度補正（温度,圧力を常時計測して密
度を自動補正計算）によって、起動時も正しく
計測出来る。・最も安定運転を求められる発
電用ボイラー（電気事業法適用）では、既にガ
ラス水面計無しで問題なく運用されている。労
安ボイラーでも技術進歩に対応してマグネッ
ト式液面計等で代替しガラス水面計無しの運
用を是非可能にしていただきたい。

C Ⅲ

　 ガラス水面計は国際規格によって使用が求められていることか
ら、ガラス水面計の使用を原則としている現行の規定を変更する
ことはできない。
　なお、ご指摘の点に関しては、次のとおりであると考える。
・ボイラー構造規格において日本工業規格B８２１１に適合したも
の又はこれと同等以上の機械的性質を有することとしていること
や毎年性能検査の対象としていること等から、ガラス水面計の安
全性については、十分に担保されており、さらに、液面の確認でき
る金属棒で保護すること等の措置により、その安全性をより高め
る措置があることから従業員被災の危険性はきわめて低いこと。
・マグネット式液面計及び差圧式液面計について、電気系統が故
障した際の安全策が示されていないこと。
・マグネット式液面計は、金属（磁性体）を使用すると、内部フロー
トがその影響を受けて水面位置に浮かなくなることがある。また、
磁石を使用した外部指標（内部フロートに追随して水面位置を指
示）が内部フロートに追随できないことや、落下することもあるこ
と。
・泡立ち（気泡）による影響は、ガラス水面計とマグネット式液面計
で大きな影響があるとは言えないが、差圧式液面計では指示が
不正確になる場合があること。

1006040

ガラス水面計の破損に伴う高温高圧熱水
噴出等による作業員の被災を防止するこ
とを目指す。具体的には、胴内径750mm
以下又は２個の遠隔指示水面測定装置を
設置している、労働安全衛生法適用の蒸
気ボイラー（貫流ボイラーを除く）において
は、本体等にガラス水面計の設置を必須
とせずあらゆる型式の水面測定装置（マグ
ネット式水面計や差圧式水面計等）の設
置を可能にする。本提案によって、潜在的
に破損の可能性のあるガラス水面計を使
用しなくて済むことにつながる。

（提案理由）　　　　○ガラス水面計は改良型も提案されて
いるが、ガラスの経年劣化や取り付け不良に起因して潜在
的に破損の可能性がある。破損すると高温高圧の熱水や
スチームが噴出し、大きな噴出音が生じ作業員に対して危
険であるのでガラス水面計の使用を止めたい。現在は、差
圧式液面計やマグネット式液面計等のガラス製でない液
面計は充分な測定信頼性を備えており、広く使用されてい
るのでガラス水面計に特定しなくて良いと考えられる。添付
資料４－１,４－２,４－３（差圧式液面計等の測定精度）参
照。　○電気事業法適用の発電用ボイラーでは、平成５年
にガラス水面計は１個以上にし、平成９年にはガラス水面
計に特定しないようになっている（「発電用火力設備の技術
基準」平成５年改訂版第14条、平成9年改訂版第17条）。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代替措置）    　特にな
し。

大分コン
ビナート立
地企業連
絡協議会

厚生労働省

0930040
ストレーナー等と化
学設備間の２重弁
設置規制の緩和

安衛法第２０条第２号
労働安全衛生規則第２
７２条第２号

事業者は、化学設備又はその
配管のバルブ又はコツクにつ
いては、次に定めるところに
よらなければならない。　一　
（略）　二　化学設備又はそ
の配管の使用中にしばしば開
放し、又は取り外すことのあ
るストレーナ等とこれらに最
も近接した化学設備との間に
は、二重に設けること。ただ
し、当該ストレーナ等と当該
化学設備の間に設けられるバ
ルブ又はコツクが確実に閉止
していることを確認すること
ができる装置を設けるとき
は、この限りでない。

Ｄ －

圧力計による残液の有無の確認は、バルブ等の閉止により
危険物の流れが確実に遮断されていることを、ストレーナ
等を開放することなく行える装置に該当することから、本
提案は、労働安全衛生規則第二百七十二条二項ただし書き
に該当すると思料される。（当該圧力計が確認機能を十分
有するものと判断されるものに限るものである。）このこ
とから、本提案は現行の規制下で運用可能な方法であり、
特段の規制の見直しを行う必要はないものと考えられる。

貴省の回答は、提案主体の
求める事項について、現行
法で対応可能と解してよい
か。右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

労働安全衛生規則第272条第2項ただし書きに
ついては、「昭50.7.21　基発４１５」の中
で、ストレーナー等を開放し、又は取り外す
部分に設けられたベントバルブ、ドレンバル
ブ等の装置は本条第２号ただし書きの装置に
は該当しないとある。今回の回答はこれに拘
わらず、本提案の代替措置に記載のように圧
力計設置を含めた上では、ただし書きに該当
するということの確認をお願いしたい。

B-2 Ⅳ

ベントバルブ、ドレンバルブ等の装置は本条第２号ただし書きの
装置には該当しないが、バルブ又はコツクが確実に閉止している
ことを確認することができる圧力計は本条第２号ただし書きの装
置に該当すると思料され、現行法で対応可能である。平成18年度
までに解釈通達を発出することで対応したい。

1006050

2重弁設置という現行の仕様規定からスト
レーナー等の開放時には残液が無いこと
という性能規定に変える。これをベースに
単１弁方式を採用し、縁切り弁の設備費の
削減を図る。具体的には、化学設備と運転
中にしばしば開放することのあるストレー
ナ等の間には単一弁を設置し、開放時に
は縁切り後　ﾍﾞﾝﾄ・ﾄﾞﾚﾝ弁から液抜きし残
液の無いことをドレン弁で目視確認し、且
つ、圧力計により残圧が無いことを確認し
てストレーナを開放する。
本提案によって、弁購入費用・施工費用や
保全費の削減につながる。添付資料５（図
１．ストレーナー等の縁切り図、本提案の
効果）参照。

（提案理由）
2重弁による縁切りでも単1弁による縁切りでも、その液抜
きが充分できたことをﾄﾞﾚﾝ弁で確認すればよいはずであ
り、縁切り弁の内洩れの有無はドレン弁の目視確認（液流
出の有無により）や圧力計で確認でき安全性は確保でき
る。また、外部加熱配管において、閉止した２重弁間の圧
力上昇によるフランジ部ガスケットの噴破トラブルが無くな
る。本提案によって、設備費削減の他に２重弁設置の場合
には弁操作性確保のために必要なスペースが不要にな
り、エリアの有効利用が図れる。
（代替措置）
①縁切り後、ﾍﾞﾝﾄ弁やﾄﾞﾚﾝ弁から圧抜き、液抜きを行い、
残液のないことをドレン弁で目視確認する。②ｽﾄﾚｰﾅｰに
圧力計を設置し縁切り後液抜きした後の圧力が無いことを
確認する。

大分コン
ビナート立
地企業連
絡協議会

厚生労働省

0930050

既設電動機と新規
回転数制御装置の
組み合わせによる
形式検定の容認

労働安全衛生法第44条
の2
労働安全衛生規則第
280条、第281条
電気機械器具防爆構造
規格

爆発の危険のある場所で使用
する電気機械器具は、電気機械
器具防爆構造規格に適合した
防爆性能を有するものでなけれ
ばならない。

E －
既設電動機と同型式の電動機と新規の回転数制御装置との組合
せによる型式検定を行うことによって、既設電動機に新規の回転
数制御装置を取り付けることは可能である。

貴省の回答は、提案主体の求
める事項について、現行法で対
応可能と解してよいか。右の提
案主体からの意見も踏まえ、措
置の分類の見直しも含め、再
度検討し回答されたい。

防爆形電動機には、法律（機械等検定規則）によ
り定められた電動機の「定格銘板」「防爆表示銘
板」「防爆型式検定合格標章」を取り付けなけれ
ばならないが、回転数制御装置(含インバータ)に
より変速する防爆形電動機は、その他に、それに
よる防爆性能を保持するために「適用可変速制
御装置」の各事項を明記した銘板を取り付け、組
み合わせて使用する回転数制御装置自体を特定
（電動機との組合せでの形式検定取得品）しなけ
ればならない。新規電動機と新規回転数制御装
置にて形式検定を取得したと同形式の電動機の
みの場合には電動機にはその銘板がついていな
いが、電動機メーカーから取り寄せ後付したもの
でも有効となるかお尋ねしたい。

D －

メーカーが新規電動機と新規回転数制御装置の組合せで型式検
定を取得すれば、それらと同型式の電動機と回転数制御装置の
組合せで使用する場合に、メーカーから取り寄せた銘板を取り付
けて差し支えない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

　回転数制御装置（含インバーター）はライフ
サイクルの短い電子機器である為、形式検定
を取得してから年数が経過しているものにつ
いては既に製造中止となっていることが危惧
される。その場合、後継機種が既に形式検定
を得ているものと同等性能以上を有している
との証明が製造者にてなされた場合、既設電
動機に対する本システムの普及による省エネ
ルギーを早急に推進する観点から、後継機種
については書類での届出程度で形式検定を
取得出来るようにご配慮願えないかお尋ねし
たい。

D －

　既設電動機と新規回転数制御装置の組合せによる型式検定に
ついては、これまで回答したとおり現行規定により対応可能であ
る。
　他方、今回の再意見に関しては、ある回転数制御装置との組合
せで型式検定に合格した電動機について、当該回転数制御装置
と同等以上の性能を有する新たな回転数制御装置との組合せで
使用する場合、その新たな回転数制御装置が電動機の防爆性能
に与える影響が同じであるという保証はないため、届出により型
式検定を取得できるようにすることはできない。

1006060

ポンプで昇圧後の流体の流量調整などに
は通常調節弁が用いられているが、これ
は圧力調節することで結果的に流量等を
調整しており、調節弁での圧力調整分の
エネルギーを損失させている。これをポン
プ駆動用の電動機の回転数を制御して流
量を調整する方法に変えることで、損失し
ているエネルギーを電気エネルギーとして
セーブする。電力削減量：約百万kwh/y
（弊社大分製造所分）（添付資料６－２）

提案理由：省エネの一つとして電動機の回転数制御がある
が、既設設備の場合、現行法では形式検定を得ている電
動機（ポンプと一体型含む）を新規に購入し据替えなけれ
ばならず、投資費用の増大を伴い省エネ案件成立の確度
が低くなる。そこで、既設電動機（ポンプと一体型含む）に
新たに回転数制御装置を取付けることが認められれば、既
設電動機が活用でき、投資費用が削減され省エネ案件成
立の確度が高くなる他、資源の有効活用にもなる。
既設電動機と回転数制御装置での個別検定は認められる
と思うが、使用中の既設電動機を取外しての受検は実際
には出来ず現実的ではない。
又、新設電動機と回転数制御装置では形式検定が得られ
ており、その電動機と同形式等の既設電動機であれば回
転数制御をしても、新設と同等の安全は確保できる。また、
設備の保全・運転管理体制等も新設、既設の区別なく実施
しているので保安上の差異はない。
代替措置：なし

大分コン
ビナート立
地企業連
絡協議会

厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930060

ボイラー・一圧容器
の連続運転認定取
得事業者が行なう
開放検査に対する、
性能検査代行機関
の確認の廃止

労働安全衛生法第41条
第2項
ボイラー及び圧力容器
安全規則第38条第1
項、第73条第1項
平成14年3月29日付け
基発第0329018号「ボイ
ラー等の連続運転に係
る認定制度について」

ボイラー及び第一種圧力容器の
検査証の有効期間の更新を受
けようとする者は、登録性能検
査機関が行う性能検査を受けな
ければならない。

F Ⅰ

　一定の安全管理基準を満たす事業者において自主検査が可能
となる認定制度・基準について、安全の確保を前提に検討する。
  その結果、認定制度・基準が整備された場合には、認定基準に
合致する事業者について、自主検査を認めることとする。

貴省回答によれば、「一定の安
全管理基準を満たす事業者に
おいて自主検査が可能となる
認定制度・基準について、安全
の確保を前提に検討し、その結
果、認定制度・基準が整備され
た場合には、認定基準に合致
する事業者について、自主検
査を認めることとする。」として
いるが、どのような場におい
て、どのようなプロセス、スケ
ジュールで検討を行うのか示さ
れたい。併せて、措置の分類の
見直しも含め、再度検討し回答
されたい。

F Ⅰ

　規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申（平成17年12月
21日決定、同月22日最大限尊重閣議決定）に基づき、平成18年
度中に、当省において、自主検査の認定制度・基準を設定するこ
との可否について検討し、結論を出す。
　認定制度・基準の整備が適当かつ可能となるのであれば、平成
19年度以降に措置することとなる。
　また、現段階で対応の可否も明らかではないことから、措置の
分類を見直すことはできない。

貴省回答によれば、「自主検
査の認定制度・基準を設定す
ることの可否について検討
し、結論を出す。　認定制度・
基準の整備が適当かつ可能
となるのであれば、平成19年
度以降に措置することとな
る。」としているが、措置する
にあたって審議会・研究会を
経る必要があるのか、ある場
合にはそのプロセス・スケ
ジュールを示されたい。

F Ⅰ

　自主検査の認定制度・基準を設定することの可否については、
専門家による検討を予定している。
　措置する場合には、法律改正が必要な場合も考えられることか
ら、審議会を経る必要はあると思われるが、現状において、その
プロセスやスケジュールを示すことはできない。

1006070

ボイラー等の連続運転認定資格を持つ事
業所は、隔年または四年毎に設備を停止
して行なう開放検査を実施することが定め
られている。ボイラー等の設備と高圧ガス
設備を併設する事業者は、設備停止期間
中にボイラー等の開放検査と高圧ガス保
安法に定められた保安検査を併せて実施
することが一般的である。こうした状況下、
高圧ガス保安法に定められた保安検査は
既に事業者（認定保安検査実施者）のみ
で実施できることから、今提案が実現すれ
ば全ての検査が事業所のみで実施できる
ことにより、性能検査代行機関による確認
に要する日数分、プラントの停止期間が短
縮され、製品の増産が可能となる。

提案理由：連続運転の認定要件はボイラー等の運転・保
全等の管理レベルを設けており、認定事業者は自主検査
能力を有すと厚生労働大臣が認めたとの解釈ができる。
従って、検査代行機関が改めて確認することは不合理であ
る。一方、高圧ガス保安法では経済産業大臣が自主検査
能力があると認めた「認定保安検査実施者」には事業者の
みの検査・確認を認めている。本件は二次提案（管理コー
ド0901730）で茨城・大分の両県が類似提案し、厚生労働
省の回答（H15.2.28）は「ボイラー等は内部に・・定期的に
第三者による検査が必要であり、自主基準による性能検
査を認めない。」としている。先の回答で第三者の検査が
必要ということであれば、事業者が行なう検査に第三者的
な客観性を持たせる体制(例えば高圧ガス保安法の検査
管理組織と同機能の組織を設けさせる：添付資料参照)を
構築させることにより、客観性を担保できると考える。
代替措置：なし

大分コン
ビナート立
地企業連
絡協議会

厚生労働省

0930070

コンビナート事業所
における携帯コン
ピュータの防爆認定
の緩和

労働安全衛生法第44条
の2
労働安全衛生規則第
280条、第281条
電気機械器具防爆構造
規格

爆発の危険のある場所で使用
する電気機械器具は、電気機械
器具防爆構造規格に適合した
防爆性能を有するものでなけれ
ばならないが、タイプn防爆構造
は安全であると認められないた
め、使用することができない。

F Ⅲ

　タイプn防爆構造については、従来の防爆構造に比べて簡略化
されたものであるので、爆発の危険のあるすべての場所での使
用を認めることはできないが、通常の運転状態では爆発性ガス雰
囲気が発生する可能性が低く、もし発生したとしても稀にのみ発
生し、かつ短時間のみ存在するであろう場所等一定の場所にお
いては、安全性を検証の上、導入の可否について検討を行う。

貴省回答によれば、一定の条
件下における安全性を検証の
上で導入の可否について検討
する、としているが、どのような
場において、どのようなプロセ
ス、スケジュールで検討を行う
のか、右の提案主体からの意
見も踏まえ、措置の分類の見
直しも含め、再度検討し回答さ
れたい。

「一定の場所」とは、具体的な例示をご教示願い
ます。

F Ⅲ

　「一定の場所」とは、タイプｎ防爆構造が使用できる場所であり、
今後検討を行って決定すべきものである。なお、IEC規格では、タ
イプｎ防爆構造が使用できる場所は、「通常の運転状態では爆発
性ガス雰囲気が発生する可能性が低く、もし発生したとしても稀
にのみ発生し、かつ短時間のみ存在するであろう場所」と定義し
ているため、これを一つの基準として、その場所の評価方法を含
め、検討することになる。
　具体的には、平成18年度に専門家による検討を行うこととして
おり、検討に当たっては、タイプｎ防爆構造のみならず、危険場所
の考え方やそれぞれの場所で使用できる機器等、防爆に関する
規制を全面的に見直す必要があることから、検討には長期間を
要し、最終的な措置までを平成18年度中に行うことは困難であ
る。また、具体的な対応策は現段階で明確ではないことから、措
置の分類を見直すことはできない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

　本県の提案がコンビナート事業所におい
て、実現できるように引き続き検討をお願いし
ます。
　また、一方で、第１次提案（管理コード９１４
２・愛知県提案）にあったＩＥＣ規格の簡易型
（タイブｎ）使用についての、貴省の回答「・・・
いわゆる「２種場所」であるか否かにかかわら
ず、例えば屋外の作業場所で通風等が十分
確保され爆発の危険性のない場所であれ
ば、労働安全衛生法上防爆構造電気機械器
具の使用は要さず、・・・」は、現在でも有効で
あるか否か御教示願います。

F Ⅲ

　コンビナート事業所における携帯コンピュータの防爆認定の緩
和については、これまでも回答したとおり、措置することとしてい
る。
　なお、ご指摘の特区第1次提案に対する当省回答は、現在も有
効である。

1108010

国際電気標準会議（略「ＩＥＣ」）が認定した
防爆構造規格のうち「Type“n”」の現場用
携帯コンピュータをコンビナート事業所に
おいて使用可能とすることで、現場運転員
の日常点検の効率を上げ、結果として故
障の早期発見等により機器の信頼性を向
上させる。

(1)現場運転員が現場の日常点検の際に携帯して活用す
るもので、可燃性ガス雰囲気でない「２種場所」での使用に
限定すること、また、海外で使用実績があることから判断
し、国内でＩＥＣ規格のType“n”を使用しても安全上問題は
ないと考える。
(2)海外のコンビナートとの競争力を高めるべく、PEC(石油
産業活性化センター)研究の一環として、携帯コンピュータ
を活用した運転支援システムを構築中であるが、国内規格
で防爆認定を受けた機器がなく、現状ではＩＥＣ規格のType
“n”しか使用できる状況ではない。
(3)国内規格で防爆認定を受けるためには、検討期間と対
応のための費用負担が極めて大きいと見込まれ、メーカー
も実行に積極的でない。(需要が小さく、費用をかけて防爆
型を開発しても投資回収ができないことも理由となってい
る。)

千葉県 厚生労働省

0930080
社会福祉法人の収
益事業要件の拡大

社会福祉法第26条

社会福祉法人が行う収益事業
の種類については、法人の社会
的信用を傷つけるおそれがある
もの又は投機的なものは適当で
ない。

C Ⅳ

　社会福祉法人が行う収益事業の種類については、法人の社会
的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当で
ないこととされている以外は、特段の制限は無い。
　また、収益事業については、様々な種類の事業が存在し、また
新たな事業の発生も想定されるため、限定的に列挙するのでは
なく、上記のとおり、適当でない事業の要件を設け、その他の事
業については、特段制限をしていないところであり、要望の事業
についても、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は
投機的なものでない限り、行うことができる。

社会福祉法人が、提案主体が
想定している事業を行うこと
が、現行法で実行可能と解して
良いか。措置の分類の見直しも
含め、再度検討し回答された
い。

Ｄ

　社会福祉法人が行う収益事業の種類については、法人の社会
的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当で
ないこととされている以外は、特段の制限は無い。
　提案主体が想定している事業が、これらの要件に該当しない限
り、社会福祉法人が収益事業として行うことは可能であると考えら
れる。

1029010

当社を経由して障害者が就業する際に、
その継続就業を目的として、当該障害者
に係る豊かな知識・経験を有する社会福
祉法人と業務提携契約を締結する。その
際、同法人の有する知識・経験及び、本件
にかかる労力を鑑み、当社より適正な報
酬を支払う。

提案理由：障害者雇用において、障害特性を踏まえた専門
的な知識及び対応が必要なケースが見られるが、必ずしも
就業先が十分な専門知識等を有しているとは言えない。本
事業により、障害者の就業の継続に寄与すると同時に、社
会福祉法人等の地域社会資源を有効活用する。また報酬
を伴った契約を結ぶことにより、社会福祉法人等の運営の
安定に寄与する。

株式会社
メディカ
ル・サービ
ス

厚生労働省

0930090
就業・生活支援セン
ターの業務範囲の
拡大

障害者の雇用の促進
に関する法律第34条

　障害者の雇用の促進等に関する法律は、
職業リハビリテーション等障害者が職業生
活において自立することを促進するための
措置を講じ、もってその職業の安定を図るこ
とを目的としている。
　こうした考え方の下、障害者就業・生活支
援センターは、障害者の職業生活における
自立を図り、その雇用・就業の促進を図るた
め、地域での雇用、保健福祉、教育等の関
係機関の連携の拠点となり、就業支援と併
せて日常生活又は社会生活上の支援を身
近な地域で一体的に行う相談窓口となるこ
とを目的として設置されるものである。
　障害者就業・生活支援センターにおいて
は、厚生労働省からの委託及び補助を受
け、支援対象障害者からの相談に応じて必
要な指導・助言を行うとともに、ハローワー
ク、地域障害者職業センター、社会福祉施
設等の関係機関との連絡調整、事業主に
対する雇用管理に関する助言等を行ってい
るところである（同法第34条、施行規則第４
条の11）。
　本事業に必要な経費については、国から
委託及び補助を行っており、公益的な事業
として無料でこれらの職業リハビリテーショ
ンサービスを提供しているものである。

D -

　障害者就業・生活支援センターが指定法人としての業務とは別
に一般企業に対して障害者の支援事業を有償で行うことについ
ては、各法人及び当該法人を所管する行政庁の判断によるもの
であり、判断する立場にない。

現行の就業・生活支援センター
の業務に加え、一般企業から
の依頼を受けて、障害者である
就業者の就業支援を有償で行
うことは、障害者の雇用の促進
に関する法律上問題がないと
いうことでよいか。

D -

障害者就業・生活支援センターが指定法人としての業務とは別
に、一般企業からの依頼を受けて、障害者である就業者の就業
支援を有償で行うことについて、障害者の雇用の促進等に関する
法律は特に規制はしていない。

1029020

当社を経由して障害者が就業する際に、
その継続就業を目的として、当該障害者
に係る豊かな知識・経験を有する社会福
祉法人と業務提携契約を締結する。その
際、同法人の有する知識・経験及び、本件
にかかる労力を鑑み、当社より適正な報
酬を支払う。

提案理由：障害者雇用において、障害特性を踏まえた専門
的な知識及び対応が必要なケースが見られるが、必ずしも
就業先が十分な専門知識等を有しているとは言えない。本
事業により、障害者スタッフの就業の継続に寄与すると同
時に、就業・生活支援センターの地域社会資源を有効活用
する。また報酬を伴った契約を結ぶことにより、就業・生活
支援センターの運営の安定に寄与する。特に就業・生活支
援センター受託機関は、地域の障害者雇用の中心となるも
のであることから、一般企業も含めた活用を図ることによ
り、より障害者雇用の推進に対する貢献が可能である。こ
れを端緒として、就業・生活支援センター、障害者職業セン
ター、協力機関型ジョブコーチ受託機関等に代表される福
祉行政の一翼を担う、障害者雇用の援助機関の積極的な
利用が一般企業等において進展し、より包括的な、地域に
おける障害者雇用の推進に寄与されるものと考える。

株式会社
メディカ
ル・サービ
ス

厚生労働省

0930100

障害者雇用納付金
制度に基づく助成
金、支給要件の緩
和

障害者の雇用の促進等
に関する法律第49条及
び第51条

障害者の雇用の促進等に関す
る法律においては、第49条にお
いて、厚生労働大臣は、身体障
害者、知的障害者及び精神障
害者の雇用に伴う経済的負担
の調整並びにその雇用の促進
及び継続を図るため、障害者雇
用納付金関係業務を行うものと
されており、障害者雇用納付金
制度に基づく助成金は、事業主
が障害者の雇用にあたって、施
設・設備の整備等や雇用管理を
行う場合に、これらの事業主に
対し（予算の範囲内で）助成金
を支給することによって、その経
済的負担を軽減し、障害者の雇
用の促進や雇用の継続を図るこ
とを目的とするものであるため、
障害者である派遣労働者を単に
受け入れたにすぎない派遣先
事業主については、支給対象と
なっていないところである。

D
(一部
C)

Ⅰ

　障害者納付金制度に基づく助成金は、障害者である労働者を
雇用する事業主に対して支給するものであり、紹介予定派遣によ
り障害者を雇用した場合にも、当該雇用する事業主は支給対象と
なる。
　また、障害者である派遣労働者を受け入れる派遣先事業主を障
害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給対象に加えるどうか
という点については、障害者雇用分野における派遣労働の取り扱
い全体について検討を行う中で、あわせて議論される必要がある
ことから、平成16年12月の労働政策審議会意見書において指摘
されたとおり、派遣元事業主・派遣先の障害者雇用に及ぼす影響
等の実情把握や、職場定着に相当の配慮や時間を要することが
ある障害者にとって派遣労働という働き方がどのように評価され
るべきか等の分析を行った上で、障害者雇用の促進が図られる
かどうかという観点から検討を行うことが必要不可欠である。障害
者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成１７
年法律第81号。以下「改正法」という。）については、附則におい
て、改正法施行後から３年経過後の検討規定が設けられており、
さらに、これを前提に、法律案の審議の過程において、衆議院及
び参議院の附帯決議において、「附則第２条に規定する検討は、
平成２１年度末までに結果が得られるよう関係審議会において行
うものとすること」「派遣労働者としての障害者の雇用について、
障害者雇用の促進を図る観点からその実情を含め検討を行い、
その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとすること」とされ
ているところであり、障害者雇用納付金制度の在り方も含め、障
害者雇用分野における派遣労働の取扱について、改正法附則に
基づく制度の見直しの検討事項の一つとして、今後検討を行って
まいりたい。

貴省回答によれば、障害者の
雇用の促進等に関する法律の
一部を改正する法律の附則に
基づく制度の見直しの検討事
項の一つとして今後検討する、
としているが、どのような場にお
いて、どのようなプロセス、スケ
ジュールで検討を行うのか、右
提案主体からの意見も踏まえ、
再度検討し回答されたい。

下記の4点を明確にして頂きたい。
①回答の解釈は助成金を｢派遣期間満了後に派
遣先が障害者を雇用する際に、派遣先に対して
支給をする｣という捉え方で良いのか
②障害者が紹介予定派遣で就業する際に、雇用
主である派遣会社に対して助成金の支給は行わ
れるのか
③仮に派遣元に対する支給がなされるのであれ
ば、その助成金を利用して、派遣元が派遣先の
設備等の整備に対して投資を行うことは可能で
あるのか
④当社が継続的に事業を行う上で｢障害者雇用
分野における派遣労働の取り扱い全体について
検討｣の流れを把握することは極めて重要である
ため、その可能な限り詳細なスケジュール。

D
(一部
C)

Ⅰ

①については、紹介予定派遣労働者を受け入れた派遣先のうち、
派遣期間満了後正式に雇入れを行った場合においては障害者雇
用納付金制度に基づく助成金を受給することができるものであ
る。
②③については、障害者が紹介予定派遣で就業する際、当該障
害者を雇用する事業主である派遣元が支給要件を満たす場合に
は障害者雇用納付金制度に基づく助成金は支給される。設備等
の整備のための助成金は、派遣先が整備を行うにあたり単に投
資を行う場合には対象とならない。
④については、改正法附則第２条に規定する検討のスケジュー
ルとしては、実態調査やヒアリング、課題や対応策の在り方の検
討を行う研究会を平成１８年度から開催することを考えており、平
成２１年度末までに結論が得られるよう関係審議会において検討
を行うこととしている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

①紹介予定派遣にて派遣される派遣社員
は、｢雇入れの時から１年を超えて引き続き雇
用されると見込まれる労働者｣に該当するの
か。該当しないのであれば、それを特区として
該当するよう申請したい。
②「派遣先が整備を行うにあたり単に投資を
行う場合には対象とならない」との回答を頂
戴したが、派遣元が支給要件を満たしている
場合に、投資でない形式で以ってすれば、派
遣先における雇用の継続に必要となる施設
や設備の設置等を行うことが可能と解釈して
良いか。また、投資とは具体的にどのような
場合を指すのか具体的にご指摘頂きたい。

C Ⅰ

①ご意見中「紹介予定派遣にて派遣される派遣社員は、「雇入れの時から１年を超えて
引き続き雇用されると見込まれる労働者｣に該当するのか」については、派遣先における
実雇用率算定の際の常用雇用障害者数に紹介予定派遣労働者を含めることができるか
どうかというご質問であるかと思われるが、紹介予定派遣については、派遣期間満了後
正式に雇入れが行われた場合において初めて実雇用率の算定対象とされうるものであ
り、派遣労働の段階においては「雇入れの時から１年を超えて引き続き雇用されると見込
まれる労働者｣には該当しない。紹介予定派遣における派遣労働者を障害者雇用率制度
においてどのように位置付けるかについては、平成16年12月の労働政策審議会意見書
において指摘されたとおり、派遣元事業主・派遣先の障害者雇用に及ぼす影響等の実情
把握や、職場定着に相当の配慮や時間を要することがある障害者にとって派遣労働とい
う働き方がどのように評価されるべきか等の分析を行った上で、障害者雇用の促進が図
られるかどうかという観点から検討を行うことが必要不可欠であると考えており、障害者
の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第81号。以下「改
正法」という。）については、附則において、改正法施行後から３年経過後の検討規定が
設けられており、さらに、これを前提に、法律案の審議の過程において、衆議院及び参議
院の附帯決議において、「附則第２条に規定する検討は、平成２１年度末までに結果が
得られるよう関係審議会において行うものとすること」「派遣労働者としての障害者の雇
用について、障害者雇用の促進を図る観点からその実情を含め検討を行い、その結果に
基づいて、必要な措置を講ずるものとすること」とされているところであり、障害者雇用納
付金制度の在り方も含め、障害者雇用分野における派遣労働の取扱について、改正法
附則に基づく制度の見直しの検討事項の一つとして、今後検討を行ってまいりたい。
②前回の当省回答における「投資」とは、派遣元が派遣先の施設設備の設置等を行うこ
とを前提に資金を提供することを想定していたところである。前回回答でも述べたとおり、
派遣元が派遣先に対してこのような資金提供を行うにとどまる場合には助成金の支給対
象となるものではないが、派遣元が真に障害者の雇用の促進に資する目的で、派遣先に
対する作業施設等の整備を直接行うような場合には、助成金が支給される場合もあり得
るものである。いずれにしても、障害者雇用納付金制度に基づく助成金がどのような場合
に支給されるのかについては、状況に応じ個別的に判断を行っているところである。

1029030

障害者雇用納付金制度に基づく助成金
を、紹介予定派遣システムを利用して障害
者を採用した雇用主が申請・取得する。ま
た、派遣社員として障害者を受け入れた派
遣先が申請・取得する。

提案理由：現状の制度下では、職業紹介事業者を経由し
て障害者を雇用した場合には助成金が支給されるが、紹
介予定派遣システムを経由しての就業が想定されていな
い。紹介予定派遣システムはトライアル雇用制度と同様の
効果が期待でき、障害者の継続雇用を実現する上で有効
と思われるため、その利便性を向上するためにも、支給要
件の緩和を要請したい。加えて、派遣障害者を受け入れた
派遣先にも支給要件を拡大することは、より一層の障害者
の就業を後押しする効果が期待できると思われる。

株式会社
メディカ
ル・サービ
ス
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930110
特定求職者雇用開
発助成金、支給要
件の緩和

雇用保険法施行規則第
１１０条第２項

　本助成金について、高年齢者
等の雇用機会の増大を図ること
を目的として、これらの者を公共
職業安定所等の紹介により、継
続して雇用する労働者として雇
い入れる事業主に対して助成を
行う制度である。
　そのため現行では、対象労働
者の雇入れの日の前日から起
算して３年前の日から当該雇入
れの日の前日までの間のいず
れかの日に雇用関係、出向、派
遣又は請負により雇入れに係る
事業所において就労したことの
ある者を、再び同一事業所に雇
い入れる場合、助成金を支給し
ないこととしている。

C －

①紹介予定派遣システムを本助成金の対象とすること
→特定求職者雇用開発助成金は、障害者等を一律に対象として
いるのではなく、ハローワーク等の紹介を経なければ就職が困難
であり、特別な支援を必要とする者を対象としており、過去３年間
のうちに雇用関係、出向、派遣又は請負に雇入れに係る事業所
において就労したことのある者を再び同一事業所に雇い入れる
場合は、対象としていない。これは、対象者の採用に当たって、雇
入れ事業主において既に技能を把握しており、就職困難性はなく
なっていると判断されることから不支給としているものである。よっ
て、紹介予定派遣についても、派遣先の業務を行うことが可能と
既に判断され、雇入れを前提として派遣先に派遣されてい紹介予
定派遣に係る労働者について本助成金の対象とすることは適当
ではない。
　なお、障害者のトライアル雇用については、特定求職者雇用開
発助成金が対象とする就職困難者を対象としており、就職困難者
の雇用促進を図る一環として特例的に本助成金との併給を認め
ているものである。
　　
②派遣社員として障害者を受け入れた派遣先を本助成金の対象
とすること
→派遣社員については、派遣元事業主が雇用責任を有しており、
就職困難者の雇用の安定を図るため賃金助成を行う本助成金に
ついては、賃金の支払い責任を有する派遣元に支給すべきであ
り、派遣先に支給することは適当ではない。

障害者のトライアル雇用につい
て特定求職者雇用開発助成金
との併給を認めているのであれ
ば、トライアル雇用と同様の効
果が見込める紹介予定派遣に
おいても、特定求職者雇用開
発助成金が対象とする就職困
難者と同等の者を対象とする
場合に限り、本助成金の対象し
て問題はないのではないか、
再度検討し回答されたい。

措置の概要に関して、以下の点を明確にして頂
きたい。
①紹介予定派遣システムを本助成金の対象とす
ること
助成金の支給対象とならないのは｢派遣元｣であ
るのか、｢派遣先｣であるのか、｢両者｣であるの
か。即ち、｢紹介予定派遣システムを採用すると
いうだけで助成金の支給対象からは除外される｣
という意味であるのか。
②派遣社員として障害者を受け入れた派遣先を
助成金の対象とすること
｢派遣元に対して支給すべき｣とあるが、これは｢
派遣契約｣に限定されるということであるのか、そ
れとも｢紹介予定派遣システムの中における派遣
期間もその支給対象」であるのか。

C －

　特定求職者雇用開発助成金については、安定した職業に就くこ
とが著しく困難である者の雇用機会の増大と雇用の安定を目的と
している。この点については、障害者のトライアル雇用も同様であ
る。
　しかしながら、紹介予定派遣により派遣される労働者は、派遣
契約の締結に際し、既に派遣先の業務を行うことが可能であると
判断されており、派遣就業後の派遣先への雇入れを前提として派
遣されている者であることから、安定した職業に就くことが著しく
困難である者と見なすことはできないため、紹介予定派遣を経て
労働者を雇用した場合に、助成金を支給することは適切ではな
い。
　また、本助成金については、上記のとおり、雇用の安定を目的と
していることから、継続雇用を行う事業主を対象としており、雇用
期間（派遣期間）が６か月以内に限られている紹介予定派遣を行
う派遣元事業主に対して助成金を支給することは制度趣旨に沿
わないものである。
　なお、紹介予定派遣を除く一般的な派遣形態においては、本助
成金の対象者を派遣元事業主が期間の定めのない雇用契約を
行い雇い入れた場合に限り、派遣元事業主が助成金対象事業主
となる。

1029040

特定求職者雇用開発助成金を、紹介予定
派遣システムを利用して障害者を採用した
雇用主が申請・取得する。また、派遣社員
として障害者を受け入れた派遣先が申請・
取得する。

提案理由：現状の制度下では、職業紹介事業者を経由し
て障害者を雇用した場合には助成金が支給されるが、紹
介予定派遣システムを経由しての就業が想定されていな
い。紹介予定派遣システムはトライアル雇用制度と同様の
効果が期待でき、障害者の継続雇用を実現する上で有効
と思われるため、その利便性を向上するためにも、支給要
件の緩和を要請したい。加えて、派遣障害者を受け入れた
派遣先にも支給要件を拡大することは、より一層の障害者
の就業を後押しする効果が期待できると思われる。

株式会社
メディカ
ル・サービ
ス

厚生労働省

0930120
障害者の法定雇用
率の算定対象の拡
大

障害者の雇用の促進等
に関する法律第43条

　障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障
害者雇用促進法」という。）は、障害者が職業生
活において自立することを促進するための措置を
総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図る
ことを目的とする法律であり、この目的を達成す
るため、障害者の雇用の促進等を図ることとして
いる。
　こうした考えの下、障害者雇用促進法において
は、事業主に対して法定雇用率以上の障害者を
雇用する義務を課しており、この障害者雇用率制
度を通じて、障害者について、常用労働者として
の一定の雇用の場を確保することとしている。な
お、雇用義務の対象となるのは、常用労働者とし
ているところである。
　労働者派遣の場合、雇用契約は派遣元事業主
と派遣労働者との間で締結されるものである。し
たがって、労働者派遣事業においては、障害者で
ある派遣労働者が派遣元事業主に常用雇用され
ているとみなされる場合は派遣元事業主の実雇
用算定の対象となる。即ち、派遣労働者は、派遣
元事業主に雇用される常用労働者として、当該派
遣元事業主の実雇用率を算定する際の「雇用労
働者数」（分母）に算入されるとともに、障害者で
ある派遣労働障害者は、「雇用障害者数」（分子）
に算入されるところである。しかし、そのような場
合でなければ派遣元事業主において障害者であ
る派遣労働者が実雇用率算定の対象とされるこ
とはなく、派遣先においては、障害者である派遣
労働者と雇用関係にないため、障害者である派
遣労働者が派遣先事業主の実雇用率算定に当
たって、「雇用労働者数」（分母）及び「雇用障害
者数」（分子）のいずれにも算入されることはな
い。

Ｃ Ⅰ

　まず、御提案中「法定雇用率」とされている部分は、各企業にお
ける障害者雇用割合を意味する「実雇用率」の誤りであり、御提
案の趣旨は、労働者派遣事業については、派遣元事業主及び派
遣先において、自ら雇用する障害者である派遣労働者に限らず、
雇用していない障害者である派遣労働者についても、自ら雇用す
る労働者としてカウントすること、即ち、派遣元事業主及び派遣先
の実雇用率を算定する際の「雇用労働者数」（分母）に算入すると
ともに、障害者である労働者派遣事業における派遣労働者を派
遣元事業主及び派遣先の実雇用率を算定する際の「雇用障害者
数」（分子）に算入することであると理解する。
　 障害者雇用促進法においては、障害者を採用するか否かを含
め、労働者の採用について自ら判断する権限を有する事業主に
対して、法定雇用率以上の障害者を雇用する義務を平等に課し
ている。
　このような観点から、労働者派遣事業において、実際に障害者
を雇用している派遣元事業主のみならず、派遣先においても障害
者である派遣労働者を実雇用率の算定対象とすることは、同一
の障害者について二重に障害者雇用を評価することになり、結果
として、障害者の雇用機会を狭めてしまうことから、適当ではない
と考えている。

1029050

障害者の派遣就業において、派遣元の雇
用する労働者として法定雇用率に算定す
るだけでなく、同時に派遣先の雇用労働者
として法定雇用率に算定する。

提案理由：障害者の就業支援事業を人材派遣システムを
採用して行うと、派遣元のみが法定雇用率の算定対象とな
るため、派遣先に派遣障害者を受け入れるメリットがなく、
そもそも事業自体が成立しない。障害特性によっては、｢定
型的且つ周辺的な業務｣に従事することが望ましいと一般
的に言われているが、それらに派遣社員を活用するのがト
レンドとなっている現情勢下では、障害者の雇用を妨げる
一因になっていると言っても過言ではない。／代替案：派
遣障害者を派遣先が受け入れた場合、派遣元と派遣先双
方を法定雇用率の算定対象とする(ダブルカウント)。

株式会社
メディカ
ル・サービ
ス

厚生労働省

0930130

障害者の派遣就業
時における「派遣労
働者を特定すること
を目的とする行為」
の要件緩和

労働者派遣法第２６条
第７項、派遣元事業主
が講ずべき措置に関す
る指針（平成１１年労働
省告示第１３７号）の第
２の１１の(1)、派遣先が
講ずべき措置に関する
指針（平成１１年労働省
告示第１３８号）の第２
の３、労働者派遣事業
関係業務取扱要領（職
業安定局長通知）第９
の１４

派遣先は、紹介予定派遣の場
合を除き、派遣元事業主が当該
派遣先の指揮命令の下に就業
させようとする労働者について、
労働者派遣に先立って面接する
こと等派遣労働者を特定するこ
とを目的とする行為をしてはなら
ない。ただし、派遣労働者また
は派遣労働者になろうとする者
が自らの判断の下に、派遣就業
開始前の事業所訪問若しくは履
歴書の送付を行うことは可能で
ある。

Ｃ、Ｄ Ⅰ、Ⅲ

○　派遣労働者の決定については、雇用主である派遣元事業主
が、派遣労働者の職業能力を評価した上で、派遣先の必要とす
る労働力に相応しい労働者を適切に判断し行うことが労働者派
遣事業制度の基本的な考え方であることから、その趣旨にかん
がみ、紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接、履歴
書の送付等の「派遣労働者を特定することを目的とする行為」を
禁止しているところである。
○　また、条件整備等を行わずに派遣労働者の特定を目的とする
行為の要件の緩和を行った場合、職業能力以外の要素である容
姿、年齢等に基づく選別が行われ、派遣労働者の就業機会が不
当に狭められるおそれがあり、また、派遣先と派遣元事業主の雇
用責任が不明確になるなどの問題があることから、障害者を対象
とするものであっても、「派遣労働者を特定することを目的とする
行為」の要件を緩和することは不適当である。
○　ただし、派遣労働者または派遣労働者になろうとする者が、
派遣就業を行う派遣先として適当であるかを確認する等のため、
自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書
の送付又は派遣就業中の履歴書の送付を行うことは、派遣先に
よる派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたこと
には該当せず、実施可能であることから、ご提案については、派
遣労働者または派遣労働者になろうとする者が自らの判断の下
に行うことは可能である。

貴省回答によれば、条件整備
等を行わずに派遣労働者の特
定を目的とする行為の要件緩
和を行った場合には弊害の発
生がみこまれる、としているが、
どのような条件を整備すれば、
弊害が発生しないと考えている
のか回答されたい。

Ｃ、Ｄ Ⅰ、Ⅲ

○　「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７年３
月２５日閣議決定）において、「紹介予定派遣以外の派遣におけ
る事前面接の解禁のための条件整備等について」、「紹介予定派
遣における事前面接等の実施状況を勘案しつつ」、検討を行うこ
ととしていることから、現在、労働政策審議会において、この点を
含め、平成１６年３月に施行された改正労働者派遣法のフォロー
アップを行っているところであり、現時点において、その内容を明
確化することはできない。
○　ただし、派遣労働者または派遣労働者になろうとする者が、
派遣就業を行う派遣先として適当であるかを確認する等のため、
自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書
の送付又は派遣就業中の履歴書の送付を行うことは、派遣先に
よる派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたこと
には該当せず、実施可能であることから、ご提案については、派
遣労働者または派遣労働者になろうとする者が自らの判断の下
に行うことは可能である。

貴省回答によれば「平成１６
年３月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを
行っているところ」とあるが、
そのプロセス及びその結果の
開示時期を示されたい。併せ
て、フォローアップを踏まえて
の検討のスケジュールを示さ
れたい。

Ｃ Ⅰ、Ⅲ

　平成17年６月から７月にかけて、労働政策審議会職業安定分科
会労働力需給制度部会において、改正労働者派遣法について関
係者からのヒアリングを行うとともに、現在、労働者派遣を行う事
業者や派遣労働者へのアンケート調査を行っているところであ
る。
　今後の検討のスケジュール等については、これらのヒアリングや
アンケート調査を基に、同部会における公労使の委員の意見を踏
まえ検討する必要があることから、現時点において明確化するこ
とはできない。

1029060

障害者を派遣する際に、就業先において、
当該障害者に対する適切な対応を取るこ
とを目的としたものに限定して、当事者の
合意の上で、事前面接・履歴書送付等を
行う。

提案理由：派遣先が障害者の就業に最適な就労条件、職
場環境等を整備する際、個人に関する十分な情報が必要
不可欠である。当事者の合意に基づいた情報開示を行うこ
とで、派遣における就業においても、障害者の特性に応じ
たきめ細やかな対応を取ることが可能となる。

株式会社
メディカ
ル・サービ
ス

厚生労働省

0930140
障害者の派遣就業
時における派遣期
間の要件緩和

労働者派遣法第４０条
の２

平成１６年３月から、専門的な業
務等（２６業務）を除いた労働者
派遣に係る派遣受入期間制限
について、最長３年とされたとこ
ろである。

Ｃ Ⅰ

○　労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが少ない専門
的な業務を除き、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられているものであることから、派遣受入期間につい
ても、専門的な業務等を除き、一定の制限が設けられているとこ
ろであり、ご提案のように障害者の派遣就業時に全職種において
派遣受入期間制限の撤廃をすることは、かえって障害者の常用
雇用の代替を促進し、雇用の安定を損なう恐れがあることから不
適当である。
○　なお、平成１６年３月に施行された改正労働者派遣法におい
ては、派遣受入期間制限について、常用雇用との調和を図りつ
つ、派遣労働者や派遣先とのニーズに的確に答える観点から、一
律１年とされていたものを３年までの期間で臨時的・一時的と判断
できる期間に延長することにより、派遣労働としての雇用機会の
創出を図ったところである。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

当社は、就業後の支援が一時的であることが障
害者の継続就業を阻害している原因であると認
識している。故に、あえて派遣システムを採用す
ることで継続的な就業とサポートを実現したいと
考え、今回特区として本提案を申請しているもの
であり、その主旨を十分に踏まえ、障害者の派遣
就業時における派遣期間の要件緩和について、
再度検討願いたい。

Ｃ Ⅰ

　労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが少ない専門的
な業務を除き、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとして
位置付けられているものであることから、派遣受入期間について
も、専門的な業務等を除き、一定の制限が設けられているところ
であり、ご提案のように障害者の派遣就業時に全職種において派
遣受入期間制限の撤廃をすることは、かえって障害者の常用雇
用の代替を促進し、雇用の安定を損なう恐れがあることから不適
当である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

弊社は、障害者の特性に合わせた就業形態
の柔軟な選択肢の欠如こそが継続就業を阻
害している一因と考える。障害者が様々な就
業形態を柔軟に取捨選択しながら何らかの
形で常に就業をしていることが重要であり、そ
れを実現する有効な選択肢として、人材派遣
を捉えることもできる。ところが、現状の制度
下では派遣先の障害者実雇用率の算定対象
にならないがために、その選択肢が実態とし
て存在しない。よって派遣先の障害者雇用率
の算定対象として含むように制度を柔軟に変
更するか若しくは派遣期間の制限を撤廃する
ことで受入先が受入れやすい環境整備をす
ることが必要であると考える。以上を踏まえ、
再度特区として検討をお願いしたい。

Ｃ Ⅰ

  障害者である派遣労働者を派遣先における実雇用率の算定対象に加えるどう
かという点については、障害者雇用分野における派遣労働の取り扱い全体につ
いて検討を行う中で、あわせて議論される必要があることから、平成16年12月
の労働政策審議会意見書において指摘されたとおり、派遣元事業主・派遣先の
障害者雇用に及ぼす影響等の実情把握や、職場定着に相当の配慮や時間を
要することがある障害者にとって派遣労働という働き方がどのように評価される
べきか等の分析を行った上で、障害者雇用の促進が図られるかどうかという観
点から検討を行うことが必要不可欠である。障害者の雇用の促進等に関する法
律の一部を改正する法律（平成１７年法律第81号。以下「改正法」という。）につ
いては、附則において、改正法施行後から３年経過後の検討規定が設けられて
おり、さらに、これを前提に、法律案の審議の過程において、衆議院及び参議院
の附帯決議において、「附則第２条に規定する検討は、平成２１年度末までに結
果が得られるよう関係審議会において行うものとすること」「派遣労働者としての
障害者の雇用について、障害者雇用の促進を図る観点からその実情を含め検
討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとすること」とされてい
るところであり、障害者雇用納付金制度の在り方も含め、障害者雇用分野にお
ける派遣労働の取扱について、改正法附則に基づく制度の見直しの検討事項
の一つとして、今後検討を行ってまいりたい。
　労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが少ない専門的な業務を除
き、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとして位置付けられているもので
あることから、派遣受入期間についても、専門的な業務等を除き、一定の制限
が設けられているところであり、ご提案のように障害者の派遣就業時に全職種
において派遣受入期間制限の撤廃をすることは、かえって障害者の常用雇用
の代替を促進し、雇用の安定を損なう恐れがあることから不適当である。

1029070
障害者を派遣する際に限定し、派遣受入
期間の制限を設けずに派遣する。

提案理由：障害者雇用において、その雇用の長期継続は
大きな懸案事項と言える。障害者が派遣で就業する際、政
令で定める業務以外の派遣受入期間の制限は、その長期
就業を妨げる恐れがある。障害者の雇用に限定し、派遣受
入期間の制限を撤廃することにより、派遣においても、障
害者雇用の長期継続を図るものである。

株式会社
メディカ
ル・サービ
ス

厚生労働省

0930150

障害者法定雇用率
の換算方法の緩和
（特例子会社制度
の緩和）

障害者の雇用の促進等
に関する法律第43条及
び第44条

　障害者の雇用の促進等に関
する法律は、障害者の職業の安
定を図ることを目的として、社会
連帯の理念に基づき、労働者を
雇用して事業活動を行うすべて
の事業主に、身体障害者又は
知的障害者（以下「身体障害者
等」という。）の雇用義務を課し
ている。
  このため、,障害者雇用率の算
定については、法第43条におい
て、当該事業主において自ら障
害者を雇用していることが必要
であるとされており、障害者を雇
用している事業主に対して発注
を行ったということをもって発注
事業主の実雇用率に算定する
こととはしていないところであ
る。

Ｃ Ⅰ

　御提案の趣旨は、提案書「具体的事業の実施内容」中「また、福
祉施設等に対し・・・雇用率に算定するものとする」の部分であり、
障害者を雇用している企業に対して発注を行った事業主において
も、実雇用率の算定において当該発注を評価するものとすること
であると考える。
　福祉施設等への発注を雇用率算定の際に評価することの可否
については、先の通常国会において改正された障害者雇用促進
法の検討に当たって、学識経験者、労使団体や障害者団体の代
表者などの参集による研究会や関係審議会における検討の結
果、事業主としての様々な責任が明確である雇用形態に対する
支援策を基本とし、これに多様な働き方の選択肢の１つとして在
宅就業に対する支援策を組み合わせるよう位置付けるべきであ
るとされたところである。
　こうした考え方の下、今般の障害者雇用促進法改正において
は、障害者の在宅就業に対する支援策として、企業からの発注を
もって障害者の雇用義務負担に代替する（雇用率カウントする）と
いう方法を採らず、在宅就業障害者に仕事を発注する企業に対し
て経済的支援を行うことを目的として、障害者雇用納付金制度に
おいて、在宅就業障害者特例調整金・在宅就業障害者特例報奨
金を支給することとしたところである。
　以上のことから、御提案のように障害者を雇用している事業主
に対する発注をもって実雇用率への評価を行うことは不適当であ
ると考える。

貴省の回答によれば、「福祉施
設等への発注を雇用率算定の
際に評価することの可否につい
ては、・・・多様な働き方の選択
肢の１つとして在宅就業に対す
る支援策を組み合わせるよう位
置付けるべきであるとされたと
ころ」とあるが、なぜ雇用率にカ
ウントすることが認められな
かったのか。右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

現在、特例子会社の制度を活用して従業員1,000
人以上企業の１グループ企業内で障害者の安定
雇用をはかっているが、中小企業が単独で特例
子会社を持つことが難しいため、法定雇用率を達
成できない企業が多いのが実態である。今回の
緩和提案は、自治体と中小企業グループが株主
となる特例組合子会社（株式を応分に出資又は
匿名投資組合等を構成して出資を行った法人）に
て、障害者の安定雇用を促進し、特例組合子会
社の雇用人数を持ち株比率で算出した雇用人数
を達成していると認める。これによって障害者の
安定雇用は急速に且つ大幅に伸びることが期待
でき、障害者自立支援に繋がる。

Ｃ Ⅰ

　特例子会社制度については、本来、障害者雇用促進法による雇用義
務は、事業主に対して課せられており、親会社・子会社の場合も、法人
格が異なれば、原則として別々に義務が課せられているが、親会社が
子会社を経営的に支配することで、子会社が親会社と同一の会社であ
るとみなせる場合には、特例的に合算して親会社の雇用率を算定でき
ることとした制度である。
　ご要望の内容については、出資する企業が複数であるため、子会社を
親会社と同一の会社であると見なすことはできず、また、子会社におけ
る障害者雇用の促進に関する責任の所在が不明確になるため、特例子
会社と同様に取り扱うことは不適切であると考える。
  なお、福祉施設等への発注を雇用率算定の際に評価することの可否
については、障害者雇用問題研究会報告書において「障害者の職業的
自立のための支援策は、働き方に中立的な社会制度が構築の途上に
あるということも考慮すると、労働基準など労働者に対する事業主として
の様々な責任が及ぶ働き方である雇用形態を基本に据えることが適当
である。したがって、障害者の在宅就業に対する発注奨励策（以下「発
注奨励」という。）については、企業が自ら障害者を雇用する意欲を阻害
することなく、これを評価する形をとるべきであり、少なくとも現段階にお
いては、外注をもって雇用義務と完全に同等に評価するという（中略）方
法を採用することは適当ではないと考えられる。」とされたところであり、
このような研究会や関係審議会における検討を踏まえ、今般の障害者
雇用促進法改正においては、障害者の在宅就業に対する支援策とし
て、企業からの発注をもって障害者の雇用義務負担に代替する（雇用
率カウントする）という方法を採らず、在宅就業障害者に仕事を発注する
企業に対して経済的支援を行うことを目的として、障害者雇用納付金制
度において、在宅就業障害者特例調整金・在宅就業障害者特例報奨金
を支給することとしたところである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

雇用責任について、責任の所在が不明とあり
ますが、どのような責任を明確にすれば良い
かお教え下さい。また、複数企業の出資よる
特例子会社制度の活用については、労働基
準法に抵触することなく、現状の補助金制度
をいかしたものになる特区提案です。弊社が
福祉施設経営者・従業員・関係者や中小企業
へのヒヤリングによって現場のニーズを把握
し、即効性のある障害者雇用促進と安定雇用
を実現する特区事業モデルとして特例子会社
制度の規制緩和を再度ご検討願います。検
討の結果、問題がある場合はどのような形で
あれば、実現に向けてご検討頂けるかにつき
アドバイス頂けますよう宜しくお願い致しま
す。

C Ⅰ

特例子会社制度については、親会社と子会社が組織的、経済的
に単一の企業体たる実態を有する場合に、一定の要件の下に両
者を同一の事業主と擬制し、障害者に配慮した職場環境の設定、
障害特性に対応した業務の再編成等の特別の配慮を行うことを
通して、障害者の雇用を促進する制度である。
前回の当省回答における「子会社における障害者雇用の促進に
関する責任の所在が不明確になる」とは、当該子会社における障
害者雇用を促進するための方針の作成や、子会社における障害
者に配慮した職場環境の設定及び適正な雇用管理の確保等の
障害者の雇用の安定等のための配慮について、誰が責任をもっ
て行うのかという点が不明確になる恐れがあるということを説明し
たものである。

1123010

第三セクター又は合弁特例子会社では、
障がい者の雇用を安定させるために、自
治体及び各企業が、達成すべき法定雇用
率分の業務を年間ベースの契約により提
供することにより、障がい者を安定的に雇
用する。同時に、10月末に成立した障がい
者自立支援法の主旨を踏まえ福祉施設等
から就労体験や実習を受け入れ業務への
適正を確認し、雇用を受け入れる。また、
福祉施設等に対し年間ベースで法定雇用
率に換算できるだけの業務を発注し、業務
が完了することによって発注業者の雇用
率に算定されるものとする。第三セクター
又は合弁特例子会社の障がい者の待遇を
含めた就業規則や利益率など会社運営に
関わる方針については、株主総会にて決
定する。

企業にて障がい者を雇用するには、障がい者との接し方に
関するノウハウの不足、社内インフラの不備など様々な問
題を抱えている。また、特例子会社の設立に関しても、費
用、人材、管理体制等から対応が難しい状況であり、雇用
の促進を阻害している。そこで、企業に大きな負担がかか
らずに、法定雇用率を達成させるために、第三セクター又
は合弁特定子会社を設立する。

有限責任
中間法人
福祉ネット
ワーク21
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930160
外国人技能実習生
に対する社会保険
加入適用の見直し

厚生年金保険法第9条
健康保険法第３条
国民健康保険法第６条

  公的年金制度においては、老
齢、障害、死亡時の本人又は遺
族の生活保障の観点から、国籍
を問わず適用事業所に常時使
用される労働者を厚生年金保険
の被保険者としている。
 外国人技能実習生は、一定期
間の研修期間を経た者が、雇用
労働者に係る諸法令の適用を
前提として雇用関係の下で技能
実習するものであり、厚生年金
保険が適用される。
医療保険制度においては、適用
事業所に使用される常用的雇
用関係にある者について、国籍
を問わず被用者保険が適用さ
れる。

C Ⅰ

 外国人技能実習制度は、雇用労働者に係る諸法令の適用を前
提として、特定活動の在留資格による外国人技能実習生に対し、
より実践的な技術・技能の習得を認める制度である。
  厚生年金保険法上、適用事業所に使用される７０歳未満の者は
被保険者とすることとされているところ、外国人技能実習生につい
ては、受入先である事業主と雇用契約を結び、雇用関係の下で
労務を提供し報酬を受けることとなることから、事業主が厚生年
金保険の適用事業所である場合には、厚生年金被保険者とな
る。
  外国人技能実習生についてのみ厚生年金保険の適用を除外
し、国民年金を適用することについては、労働法制上その雇用関
係がその他の労働者についての雇用関係と区別されているわけ
ではないことから、不可能である。
　また、医療保険制度においては、適用事業所と常用的雇用関係
にある者は、日本人か外国人かを問わず、すべて被用者保険の
被保険者となるものであり、外国人技能実習生についてのみ適用
除外とすることは、強制加入を原則とする我が国の医療保険制度
の趣旨に反し、困難である。
　なお、厚生年金保険制度は老齢のほかに障害や死亡といったリ
スクにも対応するものであり、制度に加入している間にそのような
保険事故が発生した場合には、障害給付又は遺族給付が支払わ
れることとなる。
  また、滞在期間が短いために老齢給付に結びつかないという問
題については、最終的には社会保障協定により解決すべきと考
えられるが、このような解決が図られるまでの特例措置として、短
期滞在の外国人が帰国した場合に脱退一時金を支給する仕組み
を設け、本人負担分については返還しているところである。

1074010

　外国人技能実習生の就業期間は2年間
と短期にもかかわらず、日本人従業員と同
様に社会保険や労働保険の加入が義務
づけられており、事業主や実習生の負担
が大きいことから、適用事業所において
も、厚生年金については国民年金に、健康
保険については、国民健康保険に加入で
対処し、事業主、実習生の負担の軽減を
図るものである。

外国人技能実習生は、2年間という短期の就業期間であ
り、保険の恩恵についてほとんど受けられないにもかかわ
らず、技能実習生や事業主が支払うべき社会保険料は高
額であることから軽減を求めるものである。
　具体的には、適用事業所においても厚生年金について
は、国民年金に、健康保険については、国民健康保険に
加入することで負担の軽減をはかるものである。

川口市 厚生労働省

0930170

国民健康保険被保
険者証の個人カー
ド型と世帯証（世帯
に１枚）の併用の容
認

国民健康保険法施行規
則      第６条、第７条の
２、附則第１２項

国民健康保険制度においては、
被保険者等の利便性の向上等
を図るため、平成１３年４月か
ら、原則として１人１枚のカード
様式とすることとしたところであ
る。（なお、当分の間、従前の被
保険者証を世帯単位で交付す
ることもできる。）
　また、市町村は、保険料滞納
者と接触機会を確保し、保険料
の適正な収納を図るため、保険
料（税）を滞納している世帯主に
係る被保険者証につき通例定
める期日より前の期日を定める
ことができることとしている。（短
期被保険者証）

C Ⅲ

　被保険者証については、従来より被保険者の利便性の向上等
のため、個人単位のカード化を推進しているところである。短期被
保険者証は
①被保険者証の一種であること、
②被保険者証が個人単位であるか、世帯単位であるかにより、保
険料滞納者と接触機会の確保という目的に影響が生じるとは考
えにくいこと、
を勘案すれば、カード化を実施している市町村において、世帯単
位での短期被保険者証を発行することは、被保険者の利便性の
向上という趣旨に逆行し、適当ではないと考える。（なお、原則とし
て保険料を１年以上滞納している場合には、被保険者証の代わり
に世帯単位の被保険者資格証明書を交付することとされてい
る。）

貴省回答によれば、「保険料を
１年以上滞納している場合に
は、被保険者証の代わりに世
帯単位の被保険者資格証明書
を交付すること」としており、短
期保険者証についても、利便
性は考慮しつつも、保険料滞納
者に対する督促効果を鑑みれ
ば世帯単位での発行としても良
いのではないか。また更新にか
かるコストの削減効果も見込ん
でおり、それらを踏まえ再度検
討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

　国民健康保険においては、特別な事情なく保険料を1年以上滞
納している場合には、被保険者証の代わりに被保険者資格証明
書を交付することを法定し、通常の被保険者証と異なる資格証明
書を交付する根拠規定を設けている。
　短期被保険者証の交付については、各保険者の判断に委ねて
いるところである。個人単位ではなく世帯単位の短期被保険者証
を交付することは、法律の根拠なく他の被保険者との区別が明ら
かになり、被保険者資格の公平性が損なわれること等が考えら
れ、督促効果やコスト削減を理由にこれらを損なうことは適当で
はない。
　一方で、被保険者全体の相互扶助で成り立つ国民健康保険に
おいて、その財源となる保険料の収納確保は、制度を安定的に
運営していく上で極めて重要な課題であり、今回の貴要請も参考
に収納率向上に向けた様々な取組を検討・推進してまいりたい。

短期被保険者証の交付の判
断権限を各保険者に委ねて
いるのであれば、交付する保
険者証を個人単位とするか
世帯単位とするかについても
各保険者が判断しても良い
のではないか。また、被保険
者の公平性も重要ではあるも
のの、滞納問題は国民健康
保険制度の根幹に関わる問
題であり、それを解決するた
めの方策の一つとして本提案
を認めるべきではないのか。
再度検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

　国民健康保険においては、特別な事情なく保険料を1年以上滞
納している場合には、被保険者証の代わりに被保険者資格証明
書を交付することを法定し、通常の被保険者証と異なる資格証明
書を交付する根拠規定を設けている。
　短期被保険者証の交付については、各保険者の判断に委ねて
いるところであるが、個人単位ではなく世帯単位の短期被保険者
証を交付することは、法律の根拠なく他の被保険者との区別が明
らかになり、被保険者資格の公平性が損なわれること等が考えら
れ、督促効果やコスト削減を理由に、本措置を制度として認める
ことは適当ではない。
　一方で、被保険者全体の相互扶助で成り立つ国民健康保険に
おいて、その財源となる保険料の収納確保は、制度を安定的に運
営していく上で極めて重要な課題であり、今回の貴要請も参考に
収納率向上に向けた様々な取組を検討・推進してまいりたい。

1078010

本市では、国保税の収納率向上の施策と
して、様々な方策を実践し成果を上げてき
た。特に滞納者の被保険者証について
は、滞納状況により４ヶ月ごとに「短期証」
により区別し、納税相談等の機会を多く持
つことにより収納の拡大と推進を図ってき
た。平成１７年１０月の保険証の一斉更新
により、個人カード化に切り替えたが保険
税完納者との公平性の問題と個人カード
のコストを鑑みると疑問がある。そのため、
これら滞納者へは意識変容を高め納税を
促進する意味からもその実効性を考慮し
た柔軟な対応が必要であり、従来の世帯
証の交付も可能とし、併せてコスト削減を
図る。

国民健康保険財政は、構造的な問題から脆弱であり財政
運営は危機的な状況にある。健全な運営を図るためにも
財源である保険税の収納対策は要である。滞納者に対す
る世帯証交付は納税交渉に効果が得られ、納税を促進す
る方策として有効であることから世帯１枚の世帯証の交付
も可能とする。また、滞納者に対しては数回更新するコスト
増を防ぐとともに、滞納者に完納者以上のコストをかけてし
まう不公平を払拭する。
※世帯証（従来型）と個人カードのそれぞれ１枚当たりの単
価。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯証
（従来型）　一般 9.5円　・　退職20.5円 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　個人カード証　 　 一般41.0円　・　退
職91.0円　　　　　　・滞納者へは４ヶ月の短期証として年３
回更新。完納者へは２年に１回交付。

稲城市 厚生労働省

0930180
所在地変更による
健康保険証の再作
成の廃止

健康保険法施行規則第
46条、第47条第1項

適用事業所が従来の社会保険
事務所の管轄区域外へ移転す
ることにより被保険者証の記号
若しくは番号に変更があったと
きは、記号番号の訂正を行った
上で被保険者にお返しすること
とされている。

F Ⅲ

政府管掌健康保険は、平成２０年を目途として都道府県を単位と
する財政運営を行う公法人化とすることとされており、その事務処
理や被保険者証の取扱いについて、現在検討を進めているところ
です。今回のご意見は、その検討の参考とさせていただきます。

貴省回答によれば、平成２０年
を目途とする政府管掌健康保
険の公法人化による事務処理
等の検討の際に、提案主体か
らの意見を参考とする、として
いるが、具体的にどのような場
において、どのようなプロセス、
スケジュールで本提案の検討
を行うのか、措置の分類の見
直しも含め回答されたい。

F Ⅲ

　適用事業所が従来の市区町村以外へ移転することにより被保
険者証の記号に変更があったときは、その記号の変更を行い再
交付を行っているが、この記録管理の方法を改めることとした場
合、健康保険及び厚生年金保険の記録管理システムの再構築が
必要となり、膨大なシステム開発のための期間及び経費が必要
である。
　政府管掌健康保険については、平成20年度を目途に、都道府
県を単位とした財政運営を行う公法人に移管することから、現在
そのためのシステム開発の検討を行っている。ついては健康保険
証の取扱いについても今回のご意見を参考とし、平成18年度の
できるだけ早い時期に方向性を固めたいと考えている。

1125010

会社の所在地が千代田区にあったが、道路一本向かい側
に移転したところ、中央区であった為、神田社会保険事務
所から、日本橋社会保険事務所に管轄が変更となった。そ
のため、健康保険証を新しくすることになった。会社の所在
地が変更となり管轄が変わろうとも、その都度の健康保険
証回収・作り直しは、やめるべきである。

個人 厚生労働省

0930190
給与支給方式の口
座振込による統一
化

・労働基準法第２４条第
１項　　・労働基準法施
行規則第７条の２　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　・平成１０年９月１０日
基発第５３０号、平成１３
年２月２日基発第５４号

労働基準法第２４条においては
「通貨払」が原則とされている
が、賃金の口座振込について
は、労働基準法施行規則第７条
の２により、使用者は労働者の
同意を得た場合には、当該労働
者が指定する銀行その他の金
融機関に対する当該労働者の
預金又は貯金への振込みの方
法によることができるとされてい
る。

E －
地方公務員については、地方公務員法第５８条第３項によって、
労働基準法第２４条第１項が適用除外とされているので、本要望
にかかる規制については、地方公務員法の問題である。

1086060

現金支給事務により、資金前渡職員の指
名・認定事務や金種の区分・袋詰め作業
が発生している。また資金前渡職員が当
日金融機関へ現金を受け取りに行く手間
や、給与支給者に確実に渡すまでの安全
性も考慮しなければならず、金融機関側に
も負担がかかっている。全国銀行協会から
給与支給方式の口座振込への統一に対
する要請がなされているとともに、支給方
式を口座振込に統一することで、県庁全体
の総務事務を集中化することが可能とな
り、コスト削減に繋がる。

提案理由：
　本県においても、職員に給与の口座振込について、強く
協力を呼びかけているが、現在のところ、口座振込率が
99.28％と100％は達成できていない。昭和25年に施行され
た地方公務員法により、「通貨で支給」と規定されている
が、昭和49年に人事院規則で口座振込も可能とされてか
ら約30年が経過しており、法律が施行された当時とは、比
較にならないほど口座振込は一般化し、信頼性も確保され
ている。本特例措置により、県庁全体の給与事務の集中
化が可能となり、コストの削減が見込める。

高知県
総務省
厚生労働省

0930200
公益法人等が行う
職業紹介事業の許
可基準の緩和

職業安定法第３１条第１
項第１号及び第３号、職
業紹介事業関係業務運
営要領（職業安定局長
通知）の許可基準の１
及び３の(２)

職業紹介事業の許可基準とし
て、有料・無料を問わず、申請
者が当該事業を健全に遂行す
るに足りる財産的基礎を有する
こと（資産（繰延資産及び営業
権を除く。）の総額から負債の総
額を控除した額が５００万円に
申請者が職業紹介事業を行おう
とする事業所の数を乗じて得た
額以上であること等）を求めてい
るところ。また、有料職業紹介事
業の許可基準のうち、職業紹介
責任者に係る要件として、成年
に達した後３年以上の職業経験
を有する者であること等を求め
ているところ。

Ｃ、Ｅ Ⅰ

○　 職業紹介事業が労働者保護等を踏まえ適正に行われるよう
にするため、 職業紹介事業の許可基準として、申請者が当該事
業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有することとしており、
ご提案のように財産的基礎要件の額を引き下げることは、困難で
ある。
○　職業紹介事業の許可基準のうち、職業紹介責任者の選任要
件として職業紹介事業に関連する業務経験を求めているものに
ついては、無料職業紹介事業の許可基準においては既に存在せ
ず、有料職業紹介事業の許可基準においても、成年に達した後３
年以上の職業経験を有する者であることとしているため、ご指摘
の点については、事実誤認である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　労働者保護の観点から、「申請者が当該事業を
健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する」と
いう許可基準を設定することは理解できる。
　しかし、現行の「財産的基礎要件の額」を少しで
も引き下げれば、「事業を健全に遂行することが
できない」といえるのか疑問である。その理由を
明確にしていただきたい。
　地域の公益法人やNPO等が職業紹介事業に参
画しやすい環境を整備することが、直面する
「2007年問題」の解決策の1つになると考えてお
り、高齢者雇用の促進のための職業紹介事業の
あり方を含めて、再度ご検討いただきたい。

Ｃ、Ｅ Ⅰ

　職業紹介事業が労働者保護等を踏まえ適正に行われるように
するため、 職業紹介事業の許可基準として、申請者が当該事業
を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有することとしているとこ
ろであるが、この資産要件を緩和した場合には、事業運営の基礎
資金の不足などにより、報酬を早期、多額又は不正に得るなどの
ために、求職者の能力、妥当な労働条件等を考慮することなく職
業紹介を行うなど、適格紹介の確保に支障を生じ、求職者の保護
に欠ける事態が生ずるおそれがある。また、職業紹介事業者の法
令違反等により求職者が被害を被った場合、速やかに損害が補
償されず、当該求職者の生活に甚大な影響を与える事態が生じ
ることが懸念される。
　現在の資産要件は、このような事態が生じることをできる限り回
避し事業の適正な運営を図る観点から、昭和61年に、それまでの
資産要件（昭和55年改定。1職業につき資産（定期預金等）として
300万円、これとは別に資金（普通預金等）として100万円）に消費
者物価指数の上昇（昭和60年において昭和54年の約1.23倍）等
を勘案して改定されたものであり、昭和61年からの消費者物価指
数の上昇（平成16年において昭和61年の約1.13倍）等を考慮する
と、少なくとも現在の資産要件を維持することが適切であると考え
る。

1097060

　団塊世代が大量退職することに伴い、就
労の場の確保、熟練人材の不足などが「２
００７年問題」として指摘されている。
　今後、経験や技能を持つ熟年人材を有
効活用するためには、働く意欲を持つ熟年
が地域企業やコミュニティにおいて活躍で
きるよう、地域の熟年労働需給システムの
充実強化が必要となり、当該事業は、熟年
人材をよく知り、同時に地域活動における
人材を把握している地域の公益法人やＮ
ＰＯ等が行うことが効果的である。
　しかし、現行の職業紹介事業の許可基
準は財産的基礎要件、職業紹介責任者に
関する要件等が厳しく、こうした事業を実
施する公益法人等を育成していく上での
障害となるため、許可基準の一部を緩和
する。

〔提案理由〕
　職業紹介事業については、平成１１年の職業安定法等の
改正により、民間においても許可を受ければ有料・無料を
問わず職業紹介事業を行うことができるようになった。
　しかし、「２００７年問題」が指摘されている中で、熟年人
材が地域企業やコミュニティにおいて活躍できるようにする
ためには、地域の身近なところで熟年人材の登録・職業紹
介を行うための仕組みづくりが急務であり、公共職業安定
所の機能強化はもとより、地域の公益法人やＮＰＯ等が規
模は小さいながらも、責任をもって職業紹介事業を継続的
に実施できる環境整備が必要である。
　こうした公益法人等を育成していくためには、現行の職業
紹介事業の許可基準では参入が難しこともあり、地域の公
益法人等が行う場合に限り、基準資産額の一定程度の引
き下げ、および職業紹介責任者に関する要件のうち職業
紹介事業に関連する経験を有する者であることの要件を
除外する。

福井県 厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930210

技能検定試験制度
における外国人に
対する受験環境の
整備

平成5年4月5日　能開
第132号　各都道府県
知事あて　労働省職業
能力開発局長通達及び
平成5年6月28日　能発
第157号　各都道府県
知事あて　労働省職業
能力開発局長通達

特級から基礎２級までのうち、３
級技能検定試験の一部、基礎１
級、２級の技能検定試験につい
ては、「外国人研修・実習制度」
において、外国人研修生の我が
国における研修成果の評価及
び、技能実習生の習得技能等
の認定に活用されている。

C

　技能検定制度は、基本的に日本で働く人たちの実際の作業現
場における技能レベルをはかるものである。
　現実に日本の労働の現場で働く上で、例えば安全衛生関係の
注意書きや説明が読めないということは適当でなく日本語を読む
能力も必要であり、このことを含め技能検定の合格に必要な技能
及び知識であることから、現行の取り扱いは適当であると考える。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

○外国人研修・技能実習制度は，研修生・実習
生の日本での就労を目的とするものではないが，
制度において，技能実習の成果を図る指標として
技能検定制度が盛り込まれている以上，その受
験環境の整備・受験機会の確保について配慮す
る必要がある。

○また，日系人など就労に制限のない外国人も
多数滞在する中で，日本で働くには日本語の文
書が理解できなければならないという状況はすで
に現実的でない。外国籍の住民を含めた多文化
共生社会において，我が国において技能の向上
をめざしその成果を確認したいと望む外国人に対
し，環境整備を図っていくことは必要な取組であ
ると考える。

C

○外国人研修・技能実習制度では、一定期間日本国内での研修を受
け、その後、技能実習に移行するが、日本語能力が低い者は、実習中
の作業において、コミュニケーションがとれず、日本の指導員から効率
的に技能を修得することが難しくなるほか、結果として作業時における
安全性に問題が生じることも考えられるため、研修期間中に日本語教
育の座学を設け一定の日本語能力を獲得し、当該制度の目的である技
能移転が適切に図られるようにしている。こうした点を踏まえ、試験問題
については日本語を使用しているが、技能実習生が理解できる程度の
平易な日常の言葉を用い、ひらがなを分かち書きし、それにへボン式
ローマ字を併記するやり方をとっており、産業現場で技能等を習得する
外国人が身に付けているべき最小限の日本語能力を有していれば、適
切に試験が実施されるよう十分配慮しているところである。

○　また、日系人など就労に制限のない外国人についても、現実に日本
の労働の現場で安全に働く上で、例えば安全衛生関係の注意書きや説
明が読めるなど国内法令の遵守等のために必要な最低限の日本語能
力が求められているものであり、技能検定はこのことを含めて確認する
ものである。従って、技能検定に関しては「日本で働くには日本語の文
書が理解できなければならないという状況はすでに現実的でない」とま
では言えず、現行の取り扱いが適当である。なお、多言語での適切な技
能検定試験の実施を行うためには、多言語での試験問題等の作成、多
言語ができる検定員の確保等が必要であり、財政負担を伴うものである
ため、特区制度においては対応することは困難である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

○　技能検定基礎２級及び基礎１級については，
外国人研修生・技能実習生のみを対象としている
ため，ご回答のとおり試験問題の表記について一
定の配慮がなされているが，３級については，２年
間の技能実習修了時の目標とされているにもか
かわらず，基礎級のように外国人受験者に対する
配慮がなされていない。
○　技能検定３級の受検については，技能実習生
が我が国での実習の成果を客観的に確認するこ
とで，母国での能力発揮に大いに資すると考える
が，現行の試験問題は，言い回しや表現などに難
解な部分があり，研修・技能実習期間に習得する
日本語能力では，受験が困難な状況がある。
○　そのため，技能検定３級についても試験問題
の多言語化や表現の平易化などといった配慮に
ついて提案しているところである。日系人などの外
国人に対する配慮についても，特に多言語化に拘
泥するものではなく，外国人研修生・技能実習生
を含めた外国人受験者に対する一体的な配慮に
ついて，提案するものである。
○　また，資格試験として全国統一的な対応が適
切又は効果的・効率的ということであれば，本提
案の対応については，当初より「特区又は全国ど
ちらでも可」としているので，ご検討いただきたい。

C

○　外国人研修生・技能実習生を対象とする技能検定3級につい
ても、表記上の配慮に加え、受検者の希望に応じて日本語での
読み上げを行うこととしている。
　また、基礎1級及び基礎2級の言い回しや表現に比べても、3級
のそれに特に難解な部分があるということはない。
　このように産業現場で技能等を習得する外国人が身に付けてい
るべき最小限の日本語能力を有していれば、適切に試験が実施
されるよう十分配慮しているところである。

○　また、日系人など就労に制限のない外国人についても、現実
に日本の労働の現場で安全に働く上で、例えば安全衛生関係の
注意書きや説明が読めるなど国内法令の遵守等のために必要な
最低限の日本語能力が求められているものであり、技能検定はこ
のことを含めて確認するものであることから、現行の取り扱いが適
当である。

1099040

○基礎１級以上の技能検定について，多
言語での検定試験実施など，外国人に配
慮した受験環境の整備を行い，受験機会
の拡大を図る。

○これにより，外国人技能実習生が自らの
技能水準の客観的把握が容易になり，技
能実習の効果の向上が見込まれ，技能実
習制度の趣旨の実現が一層推進される。

○また，我が国に滞在する日系人等就労
の制限のない外国人についても，受験機
会が拡大し，外国人住民に対する生活環
境整備が推進される。

○外国人研修・技能実習制度では，目標の設定・確認が
技能検定制度と関連付けられている。実際には，技能実習
移行時に必須である技能検定基礎２級の受験者は多い
が，基礎１級，３級については，技能実習期間に習得する
技能水準であるにも関わらず受験者は少ない。

○これには，合格義務の有無だけではなく，技能実習期間
に習得する読み書きの能力では，試験問題の理解が困難
であることも大きな要因となっている。

○自らの技能水準について客観的に認知することは，技能
の向上等につながるため，検定試験の受験環境を整備し，
受験促進を図る必要がある。

○また，日系人等の外国人についても，読み書きの能力が
ネックとなり，受験機会が制限される結果となっていること
も想定される。

○そのため，基礎１級以上の技能検定について，多言語に
よる検定試験の実施など，外国人の受験環境の整備を行
い，受験機会の拡大を図る必要がある。

広島県 厚生労働省

0930220
厚生年金保険等の
裁定請求受理機関
の拡大

厚生年金保険法第２条　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　国民年金法第
３条第３項　　　　　国民
年金法施行令第１条の
２第４号

厚生年金保険の被保険期間お
よび国民年金第三号被保険者
期間を有する者に係る裁定請求
書の受理は、社会保険事務所
が行うこととされている。

Ｃ Ⅰ

厚生年金保険・国民年金の第3号期間を有する方の裁定請求書
の受理にあたっては、請求者及び配偶者等の適用事業所におけ
る加入記録等を社会保険オンラインシステムにより確認するとと
もに標準報酬等に疑義がある場合の調査や、同一人について複
数の番号で管理されている記録の調査等を行う必要がある。受
理の時にこうした確認を行うためには、オンラインで情報を提供す
る必要があるが、全国の市町村で当該事務を法定受託事務とし
て位置付ける要望がない中で、希望した特定の市町村に対して
のみ提供することを前提にシステム開発を行うことは、費用対効
果の面から困難である。
また、厚生年金に係る事務を市町村への法定受託事務として新
たに追加することや、地方分権の際に国に移管した3号期間を有
する方の裁定請求書の受理に係る事務を再度市町村において行
うことについては、年金事務における国と市町村の役割分担や費
用負担等の在り方全体に関わる問題であり慎重に検討する必要
がある。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

①規制の特例事項の実施に当たっては、新たな
システム開発は不要である。現行のオンラインシ
ステムの運用により、対応することが可能であ
る。②社会保険庁は、業務改革プログラムを策定
し、これに基づき裁定請求書の送付をはじめ、
様々な改革を実施している。本提案もこの趣旨に
添ったものであり、市民サービスの向上、年金制
度の普及啓発に大きく寄与するものである。③年
金事務における国と市町村の役割分担や費用負
担等の検討について、今後のスケジュールを明
確に示していただきたい。

Ｃ、Ｄ Ⅰ

　現在市町村に設置されている照会端末は社会保険オンラインシ
ステムとは別のものであり、これを活用するには新たなシステム
開発が必要となるが、特定の市町村を対象としたシステム開発は
費用対効果の面から困難である。仮に、市区町村の窓口に社会
保険庁オンラインシステムを新たに敷設する場合であっても、同
様に困難である。
　また、社会保険庁から事前送付している裁定請求書について
は、本人が記載内容を確認した上で間違いがなければ、本人の
委任により市区町村の窓口で預かった上で社会保険事務所へ提
出することは可能であるが、この場合、社会保険事務所で受け付
けて初めて請求が受理されたこととなる。
　なお、新たに厚生年金に係る事務を市町村の法定受託事務とし
て追加することや地方分権時に国へ移管させた事務の再移管に
ついては慎重に対応すべき問題であり、検討スケジュールについ
て現時点で明確に示すことは困難である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

現在市町村に設置されている国民年金被保
険者情報提供システムの運用ではなく、既に
社会保険事務所が新座市ほっとぷらざ等の
事務所外で行っている集合徴収や予約制に
よる年金相談で使用している既存の社会保
険オンラインシステム（移動性端末）の活用に
より、加入記録及び給付試算等の確認が十
分できるため、新たな専用システム開発及び
敷設は必要ないと考えるが、活用できない場
合は理由を明確に示していただきたい。な
お、裁定請求書等の事前送付により、市町村
に対して年金相談者の増加が見込まれ、貴
省回答の裁定請求書の委任預かりについて
は可能と考えるが請求者は受給額試算が一
番の目的であるため委任預かりではなく受理
することができるよう、利便性の向上や適正
な請求を行うためにも市区町村において裁定
請求書の受理は必要である。

Ｃ、Ｄ Ⅰ

 
  厚生年金に係る事務を市町村で実施することについては、年金
事務における国と市町村の役割分担や費用負担等の在り方全体
に関わる問題であり、法定受託事務も含めて慎重に検討する必
要があり、現時点では困難である。
  可搬型照会用端末の設置については、国と市町村との役割を
整理した上でどのように実施していくかどうか検討すべき手法の
問題である。
   なお、社会保険庁では、昨年10月より老齢基礎年金及び老齢
厚生年金の受給要件を満たした方に対して、あらかじめ加入記録
等を記載した裁定請求書を送付し、記入後投函するだけで裁定
請求できる裁定請求書の事前送付を開始するとともに、文書のほ
かに携帯電話やインターネットで年金見込額の簡易試算を行うこ
とができるようにし、より利便性の向上を図っているところである。　

1118010
厚生年金及び第３号被保険者の裁定請求
書の受理機関は社会保険事務所とされて
いるが、これを当市においても可能とす
る。

提案理由：市民の高齢化に伴い、老齢厚生年金の裁定請求を行
う市民が大幅に増加することが必至である。規制の特例の実施
により、遠い社会保険事務所より身近な市役所で裁定請求が可
能となれば、高齢者はもとより障がい者等の利便性が図られ、
ひいては市民の幅広い理解を得ることも可能となる。さらにより
きめ細やかなサービスの提供を実現することが可能となり、よっ
て一元的に公的年金の意義・役割・有利性を伝えるとともに制度
の普及啓発に寄与する。国民年金保険料の納付についてもより
一層の収納率の向上の確保が期待でき、社会保険庁が策定し
ている「業務改革プログラム（セカンドステージ）」の取組に合致
するもの。平成１７年度社会保険事業計画中、「年金相談の充実
に関する事項の事業を検討する。」ことにも寄与する。又、当該
裁定請求は、被保険者本人が行うことであるため、裁定請求の
場所が異なっても被保険者自身の法益は担保され、守秘義務に
ついても、地方公務員法または行政機関の保有する個人情報
の保護に関する法律により担保される。なお、請求者の利便性
を図ること等を目的に本年１０月から「裁定請求書の送付（ターン
アラウンド）」が開始されたが、利便性の向上等の見地から市町
村の裁定請求の受理は合理的であるが、行えない理由につい
て、明確に示していただきたい。

志木市 厚生労働省

0930230

　同一水道事業給
水区域内における
別途料金設定の容
認

水道法第１４条第２項第
４号

料金、給水装置工事の費用の
負担区分その他の供給条件に
ついて水道事業者が定める供
給規定は、「特定の者に対して
不当な差別的取扱いをするもの
でないこと。」が必要である。

Ｃ Ⅰ

　あらゆる人の生活に不可欠な水を供給する水道の料金は、い
かなる場合にあっても「特定の者に対して不当な差別的取扱いを
するもの」であってはならないことから例外規定を設けることはで
きない。
　ただし、適正な原価を踏まえた合理的な理由に基づき水道料金
の設定に格差を設ける場合には、不当な差別的取扱いに該当し
ないと考えられる。
　ご指摘のケースについては、具体的にどのような根拠に基づき
どのような料金体系にしようとされているのか不明であるため判
断できないが、分担金の分割納付等の方法で対応可能と考え
る。

貴省回答によれば、「適正な原
価を踏まえた合理的な理由に
基づき水道料金の設定に格差
を設ける場合には、不当な差別
的取扱いに該当しない」として
いるが、具体的にどのような場
合なのか、本提案はそれにあ
たらないのか、明らかにされた
い。

Ｃ Ⅰ

「適正な原価を踏まえた合理的な理由に基づき水道料金の設定
に格差を設ける場合」には、例えば、瞬間的により多くの水量を供
給できる施設の建設・維持管理には、より多くの費用が必要であ
ることを根拠として、各水道需要者の瞬間的な最大水量を決定づ
ける給水管の口径差に応じて料金に格差を設ける場合等があて
はまる。
なお、本提案については、具体的にどのような根拠に基づきどの
ような料金体系にしようとされているのか不明であるため「特定の
者に対して不当な差別的取扱に該当しない」かどうか判断できな
い。

貴省回答では分担金の分割
納付の方法で対応可能として
いるが、当該地区に居住する
住民が異動してしまう場合や
新たな住民に負担を求めらな
い場合があるのではないか。
右の提案主からの意見も踏
まえ、再度検討し回答された
い。

上水道事業区域からは十数キロ離れ、標高
差も最大で約400mあり、地域内の高低差も
激しく加圧施設、配水池等多くの施設を必要
とするため、事業効率の悪い整備とならざる
を得ず、高額の事業費、維持管理費を必要と
する。これらの費用負担を上水道事業へその
まま引き継ぐことは影響が大きく、地域各戸
の分担金で精算することが必要となる。しかし
ながら、分担金は一戸あたり数百万円が必要
となり全戸が統一して負担することは困難、
分割納付については徴収方法、分割回数、未
払に対する対応、支払い義務者の移動等問
題が多い。このため、起債借り入れにより分
担金を少なくし、地域内での独立採算出来る
料金体系とすることで全戸対応が可能となる

Ｃ Ⅰ

提案主体からの再意見では、分担金で対応することが困難な理
由をお示しいただいたが、水道料金は分担金を徴収するものでは
なく、分担金の徴収方法等については、地方自治法の担当部局と
ご相談されたい。
あらゆる人の生活に不可欠な水を供給する水道の料金は、「特定
の者に対して不当な差別的取扱いをするもの」であってはならな
いことから、いかなる場合にあっても例外規定を設けることはでき
ない。

1124010

　水道未普及地域解消の推進を図るた
め、地域事情、特別な状況等を配慮できる
規制緩和を行い、地域住民全戸が受益を
受けられる水道整備を目指す。　具体的に
は、地域内で安定した水源が得られない
ため簡易水道が設置できず、水道整備を
行うには上水道から浄水の供給を必要と
し制度上、上水道給水区域となる。本未普
及地域は上水道区域から十数キロ離れ、
標高も高く安定した水源確保が困難で、上
水道から送水管の整備及び地形状況から
高額な事業費を必要とし、地元工事費分
担金等の負担が高額となり全戸対応が困
難な状況である。よって起債借り入れ等に
より地元分担金(一括払い)を軽減し、別途
水道料金設定による精算にて全戸対応が
可能となる。

　本地域は農村地域であったが昭和５０年代団地開発が
進み人口急増地域である。しかしながら現在は生活基盤
の不安定さ等から若い層の地域離れが進み、人口減少が
進んでいる。水道の整備は旧村は各戸で確保され、団地
は開発業者ごとで整備されているが水源の不安定さと、施
設の老朽化また高額な水道維持費等本格的な水道整備を
必要としている。しかし、地形的な条件等により事業効率
が悪く、高額な事業費を必要とし、上水道給水区域となる
ことから工事費分担金等一時金による負担が必要で全戸
対応が困難な状況となっている。このため、工事費分担金
を起債借り入れすることにより、各戸の負担額を軽減し別
途水道料金設定し精算することで、水道整備を推進するこ
とが出来る。水道整備により地域の活性化が図れ人口流
出に歯止めを掛け、活気ある地域づくりを目指す。　　代替
措置：　条例で地域と水道料金、加入金を明確にする。

亀岡市 厚生労働省

0930240
国民年金の加入期
間の短縮

国民年金法第２６条

老齢基礎年金が支給されるため
には、保険料納付済期間に国
民年金の保険料の納付の免除
の適用を受けた期間を含めた期
間が原則として２５年以上であ
ることが必要である。

C Ⅰ

　国民年金制度は、国民皆年金体制の下、国民の間の公平性の確保等の観点
から、全国一体的に実施する必要があり、一地域でのみ要件を緩和する特区
要望にはなじまないと考える。また、ご要望の内容については、そもそも、以下
の内容から適切ではないと考える。

　老齢基礎年金の支給要件については、短い保険料納付済期間を支給要件と
するのでは老齢基礎年金の額が低額なものとなり、老後の生活の基礎的な部
分を支えようとする基礎年金制度の役割を十分に果たすことができなくなるこ
と、受給者への給付に要する費用を賄うための保険料の確保を安定的に行うこ
と等を総合的に勘案して設けられているものである。
　被保険者の支払う保険料等により受給者への給付に要する費用を賄うという
世代間扶養の仕組みをとっている国民年金制度を安定的に運営し、現在及び
将来の受給者への年金の支給を確実なものとするためには、この支給要件を
維持することが適当であり、支給要件を緩和し、短い被保険者期間でも保険料
を納付した分について老齢基礎年金を支給することは、加入者の保険料納付
意欲を阻害し、安定的な制度運営に支障が生じるおそれもあることから適当で
ないと考える。
　なお、低所得等で保険料負担が困難な場合には免除制度等により免除期間
を受給資格期間に含めるとともに、受給資格期間を満たしていない場合には７０
歳まで任意加入できる途を開いており、こうした制度を利用すれば、２５年の受
給資格期間を満たすことは難しいことではないと考える。また、昨年の年金制度
改正において、本人及び配偶者の収入が一定以下である３０歳未満の者につ
いて、世帯主の所得にかかわらず保険料の納付を猶予し、１０年以内であれば
追納できる仕組みを創設するとともに、これまでの全額免除と半額免除という２
段階の仕組みを１／４免除と３／４免除も加えた４段階とする多段階免除制度
を導入することとし、保険料を納付しやすい一層の環境整備を行ったところであ
る。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

  １０年の受給資格期間のみの加入者が大多数
であれば確かに問題である。しかし、現在２５年
の受給資格期間となっているが２５年のみの受給
者が大多数となっていない。当市の老齢基礎年
金（新法）の受給者は９，６８３人で受給額は５８
６，２５３，４００円（１７年３月末現在）となってい
る。一人当りは、約６７６，９００円で納付月数は約
４０９月となっている。窓口相談においても、３００
月確保した人に対し少しでも満額の４８０月に対
する目減り額を説明しながら納付を促している。１
０年の受給資格期間となっても、１０年のみでは
受給額が少ないため窓口等の説明により大半の
人が現在の平均受給期間の納付となると思われ
る。この結果、未加入及び未納問題の解消にも
つながるものと考えられる。また、仮に将来生活
保護者世帯となっても、１０年以上の受給者の年
金受給額は、その分の市の歳出（生活保護費）が
減るためより福祉サービスの充実が図れる。

Ｃ Ⅰ

　前回ご回答したとおり、国民年金制度は、国民皆年金体制の下、国民
の間の公平性の確保等の観点から、全国一体的に実施する必要があ
り、一地域でのみ要件を緩和する特区要望にはなじまないと考える。ま
た、老齢基礎年金の支給要件の考え方は前回ご回答したところである
が、提案主体のご意見については、次のとおり考える。

①逗子市の加入者は実際に２５年以上納付しており、窓口相談でも一
層の納付を促していただいているとのご意見であるが、そもそも日本国
内に住所を有する者は２０歳から６０歳に達するまでの４０年間国民年
金の被保険者となることとされているところ、保険料納付をできる限り年
金受給権の発生に結びつけること等を考慮し２５年の支給要件を定め
ているものである。今後とも市民に対し保険料納付を促していただくこと
が本筋の解決策であり、支給要件を緩和することは、老齢基礎年金の
額が低額なものとなり、老後の生活の基礎的な部分を支えようとする基
礎年金制度の役割を十分に果たすことができなくなること、受給者への
給付に要する費用を賄うための保険料の確保を安定的に行うこと等か
ら適当でないと考えている 。

②こうした点を踏まえると、無年金者等を増加させないためには、支給
要件を緩和するのではなく、国民年金保険料収納対策の推進等に取り
組むべきであり、支給要件の緩和は、かえって、まじめに納付している
市民の保険料納付意欲の低下につながるおそれもある。

今後とも、国民年金保険料収納対策の推進に対するご理解とご協力を
お願いしたい。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

  国民年金法で受給資格期間は２５年となっ
ており、この年数に到達しないと年金が受給
されないことは、甚だ不合理であり、納付年数
で当然受給者間で差が生じている現状にあ
る。支給要件を緩和することによって納付意
欲が減退するとは考えにくく、逆に短縮納付
によって年金権が確保可能となれば納付意
欲は向上し、年金行政に対しての不満も解消
されることにつながると考えられる。ただし、こ
れからも満額の年金あるいはより多くの年金
の給付を目指すよう未納回避に向けて努力
し、収納対策の推進にも傾注するものであ
る。なお、負担した加入者への配慮が必要で
あることは当然であると思うので、１０年間で
の短縮期間をもって年金受給とするものであ
る。このことから、早期安定のための受給資
格期間の短縮の実現を図るよう要請するもの
である。

Ｃ Ⅰ

　前回及び前々回ご回答したとおり、国民年金制度は、国民皆年金体制
の下、国民の間の公平性の確保等の観点から、全国一体的に実施する
必要があり、一地域でのみ要件を緩和する特区要望にはなじまないと
考える。また、ご要望の内容については、そもそも、以下の内容から適
切ではないと考える。

　そもそも日本国内に住所を有する者は２０歳から６０歳に達するまでの
４０年間国民年金の被保険者となることとされているところ、老齢基礎年
金の支給要件については、保険料納付をできる限り年金受給権の発生
に結びつけることを考慮するとともに、短い保険料納付済期間を支給要
件とするのでは老齢基礎年金の額が低額なものとなり、老後の生活の
基礎的な部分を支えようとする基礎年金制度の役割を十分に果たすこ
とができなくなること、受給者への給付に要する費用を賄うための保険
料の確保を安定的に行うこと等を総合的に勘案して設けられているもの
である。
　また、低所得等で保険料負担が困難な場合には免除制度等により免
除期間を受給資格期間に含めるとともに、受給資格期間を満たしていな
い場合には７０歳まで任意加入できる途を開いており、こうした制度を利
用すれば、２５年の受給資格期間を満たすことは難しいことではないと
考える。
　被保険者の支払う保険料等により受給者への給付に要する費用を賄
うという世代間扶養の仕組みをとっている国民年金制度を安定的に運
営し、現在及び将来の受給者への年金の支給を確実なものとするため
には、この支給要件を維持することが適当であり、支給要件を緩和し、
短い被保険者期間でも保険料を納付した分について老齢基礎年金を支
給することは、加入者の保険料納付意欲を阻害し、安定的な制度運営
に支障が生じるおそれもあることから適当でないと考える。

1135040

国民年金の受給資格の発生に必要な加
入期間を１０年に短縮する。これにより年
金権確保されれば、未納者も減少し年金
行政に対する不満も緩和される。

提案理由：
受給権に結びつかない無年金者を増加させないため。しい
ては、生活保護支給世帯の抑制につながる。

代替措置：
免除が本人だけの所得だけでなく配偶者及び世帯主の所
得でも判断されるが、低所得者層には本人の所得基準で
審査し認定する。

逗子市 厚生労働省

0930250
国民年金保険料の
追納期間の延長

国民年金法第１０２条第
３項

国民年金の保険料を徴収する
権利は、２年を経過したときは、
時効によって消滅する。

C Ⅰ

　国民年金制度は、国民皆年金体制の下、国民の間の公平性の
確保等の観点から、全国一体的に実施する必要があり、一地域
でのみ要件を緩和する特区要望にはなじまないと考える。また、
ご要望の内容については、そもそも、以下の内容から適切ではな
いと考える。

　国民年金の保険料徴収については、国民年金法の規定により、
納期限から２年間で時効により消滅することとされているため、保
険料を遡って納付することができる期間は２年間に限られてい
る。
　これは、大量の事務を確実に処理する必要のある国民年金の
保険料の徴収等については、会計整理上の債権債務関係をなる
べく速やかに処理し、法的関係の早期安定を図ろうとしているも
のである。
　よって、保険料を遡って納付することができる期間を延長するこ
とは困難である。

納期限を２年としているのはな
ぜか、一定の期限まで延長す
ることはできないのか、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

  免除の追納との絡みで定額保険料の他に加算
金を付けることにより闇雲に長期の遡り納付は防
げると考える。なおかつ、支払い能力の有る人は
受給資格に繋がっていく。

Ｃ Ⅰ

　前回ご回答したとおり、国民年金制度は、国民皆年金体制の
下、国民の間の公平性の確保等の観点から、全国一体的に実施
する必要があり、一地域でのみ要件を緩和する特区要望にはな
じまないと考える。また、ご要望の内容については、そもそも、以
下の内容から適切ではないと考える。

　大量の事務を確実に処理する必要のある国民年金の保険料の
徴収等については、会計整理上の債権債務関係をなるべく速や
かに処理し、法的関係の早期安定を図ろうとする観点から、国民
年金法の規定により、納期限から２年間で時効により消滅するこ
ととされているため、保険料を遡って納付することができる期間は
２年間に限られている。
　なお、このような仕組みは、国民年金だけではなく、厚生年金や
健康保険、労働保険においても同様の考え方から共通の仕組み
となっているところである。また、低所得等で保険料負担が困難な
方には免除制度等をご活用いただく途を開いており、免除期間も
受給資格期間に含めるとともに、負担することができることとなっ
た時点で保険料追納を可能としているが、これは、特に低所得者
の方へ配慮したものである。全ての方を対象として長期間の追納
を認めることは、前述したように、会計整理上の債権債務関係を
なるべく速やかに処理し、法的関係の早期安定を図るという趣旨
から困難なところである。

貴省回答によれば、会計整
理上の債権債務関係をなる
べく速やかに処理し、法的関
係の早期安定を図るために
追納期間を２年としていると
のことであるが、何故２年に
限っているのかその根拠を明
らかにされたい。併せて、右
の提案主体からの意見を踏
まえ再度検討し回答された
い。

  国民年金制度は国民の老後生活を担う主
要な柱であり、高齢者の生活を生涯にわたり
支える社会保障制度の一つとして重要な役
割を果たしている。たとえ、国民年金法の規
定とはいえ２年間で納期限が消滅すると受給
権確保を困難とする加入者が増える傾向とな
り本来の目的である国民皆年金体制の趣旨
に反するものである。また、納付困難な被保
険者には免除申請を活用するが、現状では
申請却下も多く所得基準等の大幅な緩和と
所得審査の対象者限定の改善も必要であり、
今後予定されている多段階免除制度で救済
可能かどうか懸念しているところである。従っ
て納付の延長によって年金の安定と信頼回
復に努めるべきであると考えることから、納付
の受給権取得を容易にするための延長を再
度再検討されたい。

Ｃ Ⅰ

　前回及び前々回ご回答したとおり、国民年金制度は、国民皆年
金体制の下、国民の間の公平性の確保等の観点から、全国一体
的に実施する必要があり、一地域でのみ要件を緩和する特区要
望にはなじまないと考える。また、ご要望の内容については、そも
そも、以下の内容から適切ではないと考える。
  
 年金制度は、毎月の保険料を納付した実績に基づいて将来の給
付に結びつけるものであるため、納付の実績をその都度早期に
確定する必要がある。これは、拠出があったことを前提として給付
が行われる保険制度の基本的な仕組みであり、他の保険制度や
民間保険においても、納期限までに保険料を納めることが原則と
なっている。こうした考えから、保険料納付の実績を早期に確定さ
せるため、遅くとも納期限の翌月から２年間の間に支払っていた
だくこととされているものであり、国民年金だけではなく、厚生年金
や健康保険、労働保険においても同様の考え方から共通の仕組
みとなっているところである。
　また、平成１６年年金制度改正において若年者納付猶予制度及
び多段階免除制度を導入することとしたところであり、これにより、
これまで半額免除が認められなかった方の一部に対し、４分の１
免除が認められるようになるところである。また、免除基準が４人
世帯モデルを基準に設定され、若年者層に多い単身世帯に対し
て厳しいものとなっていたことから、単身世帯を中心に免除基準
の見直しを行ったところである。

1135050

加入者の時期的な納付能力に応じて支払
い可能となる。この場合免除の追納との絡
みで定額保険料の他に加算金を徴収す
る。

受給権に結びつかない無年金者を増加させないため。しい
ては、生活保護支給世帯の抑制につながる。

逗子市 厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930260
外国人美容師の就
労促進のための在
留資格要件の緩和

出入国管理及び難民認
定法第７条第１項第２号
出入国管理及び難民認
定法第７条第１項第２号
の基準を定める省令

美容師としての業務に従事する
ことを活動の基準とする在留資
格は存在していない。

C III

　美容師に関しては、現在、労働需要に対して労働供給が不足し
ているという現状にはなく、今後も市場規模の拡大、労働需要の
増加が見込まれる状況にはないものと考えている。
　さらに、美容業は、その大半が個人経営の零細な事業所であ
り、経営環境も厳しいほか、雇用されている美容師の賃金水準も
全産業の平均と比較すると低水準である。
　したがって、美容師資格を取得した外国人留学生の就労を認め
ることとする場合、日本人美容師の就労機会が奪われる可能性
が高く、また、個人で美容業を営む者の経営環境をさらに悪化さ
せることになりかねないことから、外国人留学生が、我が国の美
容師養成施設を卒業し、美容師資格を取得したとしても、美容師
として就労可能な在留資格を付与することは適当ではないと考え
ている。

消費者が外国人による美容行
為の享受を選択可能とする等、
サービスの向上の観点からも、
美容師資格を取得した外国人
留学生に対し在留資格を付与
することができないか。また、我
が国で美容師として就労できな
いのにもかかわらず、外国人留
学生に美容師資格の取得を認
めているのは、どのような意義
があると考えるのか。右の提案
主体からの意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

本提案は、外国人の持つ感受性を美容芸術に生
かすものであり、労働力不足を補うことを目的とし
ていない。本市内の主要駅近辺の美容室は、個
人経営とは異なる都市型の美容室が極めて多
く、日本人美容師の就労を圧迫する可能性が低
い。また、本提案は短期大学の美容芸術学科等
を卒業した美容資格取得者に限定しているもの
であり、その人数は日本人就労者を圧迫すること
はないと考える。

C III

　外国人留学生が日本の美容師養成施設で修得する知識及び技術
は、他の日本人と同じものであり、したがって、外国人留学生の提供す
るサービスは日本人美容師と変わることはなく、消費者に対するサービ
ス向上には直接つながらないため、日本人美容師の就労状況が厳しい
中、美容師免許を取得した外国人留学生の就労を認める意義はないと
考える。
　美容師試験はその受験者が美容師として必要な知識及び技能を有す
るかどうかの判定を行うための試験であることから、免許取得に関して
は特段の国籍要件を設けていないところ、これにより、我が国での就労
に制限のない在留資格を有する者については、外国人であっても、美容
師として就労することが可能となっている。他方、外国人に我が国での
就労を認めるかどうかは、我が国の産業及び国民生活に与える影響
等、美容師免許の付与とは別の次元での政策判断が必要な事項であ
る。
　提案主体の意見では、個人経営と異なる都市型の美容室が多いこと
を理由に日本人美容師の就労を圧迫する可能性が低いとしているが、
個人経営であるか都市型であるかは日本人美容師の就労機会の問題
とは直接の関係はなく、現実問題として、外国人留学生が美容師として
市内の美容所で就労することとなれば、日本人美容師の就労を圧迫す
ることは明らかである。
　また、前回回答でもお答えしたとおり、雇用されている美容師の賃金
水準は全産業の平均と比較して低水準である状況において、美容師資
格を取得した外国人留学生に就労を認めた場合、賃金引下げ圧力がか
かることが懸念され、その結果、当該外国人がより高賃金である他の職
業分野で不法就労することとなるおそれもある。
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　本市中心市街地においては、数多くの美
容室が開業され、激戦区となっている。ま
た、市内には、日本で唯一の美容芸術短
期大学があり、81名の留学生が学んでい
る。
　そこで、規制の特例措置を受け、この短
期大学を「美容資格」を持って卒業する外
国人留学生が、市内の美容室へ就職する
機会を提供する。このことにより、外国人
留学生の持つ感性を美容現場において活
かすとともに、産学の連携を進めることに
より、市内の美容産業の更なる活性化を
推進しようとするものである。

　市内大学等に在学する外国人留学生が、卒業後もその
専門技術（美容師）を活かした職業に就くことができるよう
に特区認定を受けることにより、本市に多くある美容室に
おいて、外国人留学生が持つ外国の文化に基盤を有する
感性を発揮することにより、美容産業の活性化及び市民と
の異文化交流を促進する
　また、外国人留学生が八王子市の大学等に留学すること
のインセンティブが高まり、より多くの外国人留学生が本市
に集まることにより、国際的な学園都市の形成を推進する
ことができる。

八王子市
法務省
厚生労働省

0930270
就学ビザ等による
高齢者介護への従
事の容認

出入国管理及び難民認
定法
出入国管理及び難民認
定法第7条第1項第2号
の基準を定める省令

「就学」の在留資格で在留する
外国人は、資格外活動許可を受
けない限り就労はできす、「短期
滞在」の在留資格で在留する外
国人は就労が認められていな
い。

Ｃ Ⅰ

　「就学」や「短期滞在」の在留資格で在留する外国人は、そもそ
も勉強や観光などの活動をするために入国を認められているもの
である。現行の入管法上認められていない形での就労を、これら
の在留資格の者に対し認めることは、事実上就労目的で入国しよ
うとする者を認めることとなり、本来の入国の趣旨を逸脱するもの
となることから認められない。

右の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答された
い。

　本市が提案した規制の特例は、外国人が事実
上就労目的で入国することを認めるものではな
く、「就学」の在留資格で在留する外国人に対し
て認められている在留資格の資格外活動（週28
時間以内の就労）と同様に、資格外活動の特例
を認めることを求めるものである。規制の特例の
趣旨は、高齢者介護への従事という職務の特殊
性に鑑みて、場合によっては、ホームステイをし
ながら高齢者とコミュニケーションを取る必要があ
ることを考慮し、予め就労可能な時間を制限しな
いところにある。また、就労目的にならないことを
担保するため、就労賃金の総額に規制をかけ、
適切に対応していく。

Ｃ Ⅰ

 「短期滞在」は、そもそも就労が認められていない在留資格であ
り、また、「就学」の在留資格で在留する外国人に対して認められ
ている資格外活動について、就労時間の制限をかけないのであ
れば、当該就労はもはや資格外活動と位置づけることはできな
い。
 したがって、これらの在留資格の者に対し、資格外活動の特例を
認めることは、事実上就労目的で入国しようとする者を認めること
となり、本来の入国の趣旨を逸脱するものとなることから認められ
ない。
 なお、就労時間を無制限とし、かつ、賃金総額のみに規制をかけ
ることについては、労働者保護の観点から問題がある。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

　本市が提案した規制の特例は、高齢者介護
に関して、専門的な職務に従事させることを
目的とするものではない。具体的事業の実施
内容にもあるとおり「高齢者の生活のサポー
ト（具体的には、話し相手、家事手伝い、介助
等を有償で行うことなど）に従事できるように
認める」ものに過ぎない。また、具体的事業の
実施内容において、外国人の就労機会の確
保を挙げているのは、あくまでも効果として予
想される内容である。すなわち、将来にわたっ
て、日本社会において外国人の就労機会を
確保する必要があった場合に、本市における
規制の特例が役立つ可能性があることを示
唆するに過ぎず、外国人が事実上就労目的
で入国することを認めるものではない。

Ｃ Ⅰ

　「日本社会において外国人の就労機会を確保する必要」という
考え方と、そもそも就労以外の目的で入国する者に対し、特例的
に就労を認めることとの趣旨は全く異なるものであり、「短期滞
在」「就学」の在留資格の者に対し、資格外活動の特例を認めるこ
とは、周辺諸国からの送出し圧力が強い状況にもある中、事実上
就労目的で入国しようとする者を認めることとなり、本来の入国の
趣旨を逸脱するものとなることから認められない。

1135080

就学や観光ビザによって、既に我が国に
入国している在留外国人に対し、在留資
格の特例を設け、高齢者の生活のサポー
ト（具体的には、話し相手、家事手伝い、介
助等を有償で行うことなど）に従事できるよ
うに認める。その結果として、以下の効果
が予想される。（１）日本の高齢者と在留外
国人の交流の機会が増加することによっ
て、高齢者の生きがい対策につながる。
（２）全国的に見た場合、少子高齢化の進
展により、外国人就労者の確保が必要と
なっているが、本特区の実現によって、外
国人の就労機会を一定程度、確保するこ
とができるようになる。

提案理由：
本市の高齢化率は、既に２４％を越え、極めて高い数値と
なっており、今後、全国平均に先立って高齢化が進展する
と予想される。したがって、高齢者の生活をサポートできる
担い手を積極的に確保する必要がある。また、全国的に見
た場合、少子高齢化の進展により、外国人就労者の確保
が必要になっており、全国に先駆けて、高齢者の生活をサ
ポートできる担い手として外国人を迎えることにしたい。
代替措置：
外国人であっても、高齢者の生活をサポートできる担い手
となることができるように、日本語運用能力の判定を適切
に行い、事前登録制を実施する。

逗子市
法務省
厚生労働省

0930280
食事提供を行う農
家民宿の営業許可
手続きの簡素化

食品衛生法

食品衛生法（昭和22年法律第
233号）第５１条に基づき、飲食
店営業等、公衆衛生に与える影
響が著しい営業を営もうとする
者は、法第５２条の規定により、
都道府県知事等の許可を受け
なければならない。（施設基準
については、都道府県が条例
で、業種別に、公衆衛生の見地
から必要な基準を規定してい
る）

C Ⅰ

食品衛生法が一定の営業について許可制をとっているのは、食
品の取扱いは人の健康に密接な関係を持つものであり、国民の
健康保護の観点から、食品を取り扱う営業の設備については、公
衆衛生上一定の水準を確保させる必要があるからである。農家
民宿であっても、食事を提供する営業である以上は、その施設に
ついて一定の水準を確保する必要があり、これを届出制とするこ
とは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健
康保護を図る観点から、困難であると考える。

右の提案主体からの意見に示
されているような要件を満たす
場合に限り届出制を認めること
ができないか。
また、もし認められないのであ
れば、そもそも提案主体によれ
ば、食品衛生法に基づく営業許
可の申請手続きが煩雑である
とのことであるため、申請者の
負担軽減の観点から、当該手
続きの簡素化が図れないか、
検討し回答されたい。

　公衆衛生の安全確保については十分考慮する
必要があると考えており、そのため、
①１日当たりの宿泊者数が概ね１０名以下の小
人数の施設に限定
②年１回衛生講習の受講を義務付け
③食中毒の原因となりやすい魚介類や食肉の生
食用食品を提供する場合には事前に保健所の指
導を義務付け
等の条件を満たした場合に限定して届出制に変
更することで、食中毒の発生等を防止できるので
はないか。
　グリーン・ツーリズムについては国においても省
庁連携で推進を図っており、農家の負担をできる
だけ軽減して農家民宿の取組みを拡大すること
により、都市と農村の交流が一層活発化すると考
えるため、再度ご検討願いたい。

C Ⅰ

　飲食店等の営業の許可制度は、その営業施設について公衆衛
生上必要とされる一定の水準を確保するために行っているもので
ある。ご提案の要件を満たしたとしても、これが担保されるもので
はなく、事前の確認により施設基準を満たしている場合に限り許
可を与えることが必要であり、これを届出制にすることは困難であ
る。
　なお、農家民宿施設については、平成１７年７月２１日付け食安
監発第０７２１００２号により、グリーンツーリズム促進の観点か
ら、農家民宿に係る各都道府県等で定める施設基準等の許可要
件についてその施設の規模、提供される食事の種類や数量等を
考慮し、必要に応じ、条例改正の検討や弾力的運用を行うよう要
請したところであり、申請者（農家）の負担軽減を図っているところ
である。
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　農家民宿で宿泊者に食事を提供する場
合には、食品衛生法に基づく営業許可が
必要となるが、許可を得るためにはかなり
の改修費用を要し、申請手続き等も煩雑
なことから、実施に踏み切れないケースが
ある。
　しかし、農家民宿に滞在する人々にとっ
て、農家と語らいながらの食事は重要な交
流であり、大きな楽しみの一つでもある。
　このため、小人数の宿泊者に食事を提供
する場合に限定して、食品衛生法に基づく
営業許可を不要とし、届出制にすることに
より、農家の負担を軽減し、食事を提供で
きる農家民宿を拡大し、都市農村交流の
活性化を図る。

〔提案理由〕
　これまで、食事を提供する場合には、専用の調理場を設
けるなどの施設基準をクリアする必要があったが、都市農
村交流推進の観点から、本県においては、食品衛生法に
関する県の規則を改正し、施設基準の一部緩和を予定し
ている。
　しかし、依然として食品衛生法の許可は必要であり、申
請にかかる事務手続き等の負担が残っていることから、営
業許可を届出制に変更することにより、農家の負担を軽減
し、都市農村交流の推進に資する。

〔代替措置〕
　届出制にするに当たり、農家民宿の１日当たりの宿泊者
数を１０名以下、衛生講習の受講等の条件を付することに
より、宿泊者の安全を確保する。

福井県 厚生労働省

0930290

農林漁業者グルー
プが加工・販売を行
う際のグループ名で
の営業許可の容認

食品衛生法

飲食店営業等、食品衛生法（昭
和22年法律第233号）第５１条に
規定する営業を営もうとする者
は、法第５２条の規定に基づき、
都道府県知事等の許可を受け
なければならないが、食品衛生
法第４条第８項で、営業者は、
「営業を営む人又は法人」と定
義している。

C Ⅰ

食品衛生法においては、法人税法のように人格のない社団等（法
人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの）
に係る特段の規定はないため、このような団体が主体となって営
業許可を取得することはできない。営業許可を受ける者には、事
前に許可要件を充足することはもちろんのこと、営業の行う際に
は食品衛生関係法令の各般の規定を遵守し、また、仮に食中毒
等の危害が発生してしまった場合には、これを除去するために必
要な措置をとることが求められる。しかし、このような団体につい
ては、登記もなく、団体の存在や内部の責任関係を把握すること
が困難と考えられ、これら営業者として果たすべき義務等の履行
が確保されないことが懸念される。従って、飲食に起因する衛生
上の危害の発生を防止し国民の健康を保護する観点からは、こ
のような団体に営業許可を取得させることは困難であると考え
る。

貴省回答によると、人格のない
社団等については「登記もな
く、団体の存在や内部の責任
関係を把握することが困難と考
えられ、これら営業者として果
たすべき義務等の履行が確保
されないことが懸念される」との
ことであるが、右の提案主体か
らの意見にある要件を満たす
団体であり、地方公共団体が
「営業者として果たすべき義務
等の履行が確保できる」と判断
するものについては営業許可
を与えることが可能とできない
か、再度検討し回答されたい。

　ここでいう加工・販売を行うグループは、任意組
織ではあるものの、
①団体としての規約を整備し、代表者の定めが
ある
②団体としての経理が管理されている
等一定の要件を満たすグループであるため、営
業許可を申請する段階において、団体としての規
約整備や代表者の明確化、また食品衛生責任者
の配置がなされており、食品衛生関係法令の遵
守、万が一の事故等の場合にも営業者として果
たすべき義務等の履行については対応可能な団
体である。
　上記の団体であれば、営業許可申請の際に規
約、組織体制等を提出させることにより、団体の
存在や内部の責任関係は把握可能であると思わ
れるため、再度ご検討願いたい。

C Ⅰ

　国民の健康の保護の観点から、営業許可取得者の法令遵守や
食中毒等の危害除去等に係る責任主体の明確化は必要不可欠
なものである。仮にご提案のとおり団体の規約等が整備されてお
り、申請時にこれらを提出させるとしても、それはあくまで団体の
加入者が任意に取り決めたものに過ぎず、法令に基づき公的に
その団体の存在や内部の責任関係等を証明するものではなく、こ
れにより責任主体の明確化が図れるとは言い難い。ご要望のよう
な団体であれば、法人格を法的に取得していただいた上で法人と
して、又は営業者個人として営業許可を取得されたい。

1097020

　福井県では、農林漁業者の起業促進を
図るため、加工・販売を行うグループ等任
意組織を育成・支援している。
　しかし、食品衛生法の営業許可は個人ま
たは法人に限られているため、任意のグ
ループが加工・販売を行う場合には、代表
者が個人として申請を行うか、法人登記を
行った上で申請するしかない。実際、代表
者が個人として申請する場合が多く、これ
は営業実態に合わないばかりか、事故等
が発生した場合には代表者個人の責任と
なるなど問題も多い。
　そこで、法人税法の「みなし法人」規定と
同様、任意グループが事業を実施する場
合にはグループ名での営業許可を可能と
する。

〔提案理由〕
　食品衛生法では、営業者は個人または法人に限定され
ているため、実際、グループの代表者が個人として申請す
るケースが多い。
　一方、法人税法では、法第２条第８項および第３条の規
定により、人格のない社団等についても、収益事業を行う
場合には法人とみなして法人税が課される。法人でない社
団の範囲は、法人税基本通達１－１－１に規定されてい
る。
　そこで、イコールフッティングの観点から、食品衛生法に
おいても法人税と同様、グループ名での営業許可を可能と
する。

〔代替措置〕
①団体として規約を整備し、代表者の定めがある
②団体として経理が管理されている
等、一定の要件を満たすグループに限定する。

福井県 厚生労働省

0930300
乳牛の分娩後5日
以内の搾乳制限の
除外

乳及び乳製品の成分規
格等に関する省令第３
条　別表二（一）（２）１
薬事法第２条第１項、第
１４条第１項

食品衛生法（昭和22年法律第
233号）第11条第1項の規定に
基づく乳及び乳製品の成分規
格等に関する省令（昭和26年厚
生省令台52号以下「省令」とい
う。）別表二（一）（２）１において
「分娩後５日以内のものは、牛、
山羊及びめん羊から搾取しては
ならないこと」と規定している。
疾病の診断、治療、予防を目的
とする旨または身体の構造・機
能に影響を及ぼす旨を表示・広
告する製品は医薬品に該当し、
それを製造販売する際には、薬
事法上の製造販売承認が必要
である。

C Ⅲ

初乳については、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭
和26年厚生省令第52号以下「省令」という。）の規定により、食品
として使用することを制限しているところである。初乳は、通常飲
用に用いる乳と比較すると、固形分、タンパク質等の成分が著しく
異なっており、現時点において、ヒトの健康に与える影響等につい
て十分な情報が得られておらず、国民の健康の保護を図る観点
から、上記の規定の撤廃又は緩和を行うことは困難である。な
お、分娩後5日以内の初乳を医薬品原料として使用することは、
当該原料を使用した医薬品について、薬事法上、品質、有効性及
び安全性が確保されていることが確認され、医薬品としての承認
等が得られれば可能である。（薬事法（昭和35年法律第145号）第
２条第１項、第14条第１項）

貴省回答によると、「分娩後5日以
内の初乳を医薬品原料として使用
することは、…、医薬品としての承
認等が得られれば可能」とある
が、医薬品として利用する場合に
ついては提案の内容が実現可能
と解して良いか。
また、提案主体は初乳を直接飲用
に供するわけではなく、健康食品
に利用することを想定しているが、
この場合、薬事法上の取扱いと同
様、「品質、有効性及び安全性が
確保されていることが確認されれ
ば」利用可能とすることはできない
か。
さらに、提案主体によると「現在牛
初乳由来の健康食品が輸入され
ている」とのことであるが、輸入品
が認められているにもかかわらず
国産の健康食品が認められない
のはなぜか、その理由を明らかに
されたい。
また、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答された
い。

１　初乳の性状について
初乳は脂肪やタンパク質成分が高いために粘度が高
く、凝固しやすいために、飲用には不適である。しか
し、機能性食品の原料として有効成分を抽出し、フ
リーズドライ等の加工を行う分には、これらの性状は
問題とならない。
２　初乳の安全性について
①ウシ生乳を使った機能性食品としては米国「スター
リミルク」が有名だが、この商品は米国FDAでGRAS
（Generally Recognized as Safe：一般に安全と認めら
れる食品）の認定を受けている。このスターリミルクを
はじめ、日本には多くのウシ初乳を使った機能性食品
が輸入されているが、分娩後3日以内の初乳使用を明
記した商品（コロストラム-α)も輸入されている。
②静岡県畜産試験場(富士宮市)では現在、初乳の安
全性について研究を行っており、微生物感染の有無
や殺菌法、ダイオキシン等の微量成分の測定を行っ
ている。また、機能性成分の向上と抽出についても、
研究を行っている。富士宮市としては今後、静岡県と
連携し、それらの成績に基づいて、初乳の有効利用を
検討していく予定である。したがって、安全性のデータ
に基づいて、初乳利用を普及していく上で、特区認定
に基づいた乳等省令の規制緩和は必要になると考え
る。

C Ⅲ

　初乳については、食品衛生法第11条第1項の規定に基づく乳及
び乳製品の成分規格等に関する省令の規定により、食品への使
用を禁止しているところであり、直接飲用に供するか否かに関わ
らず、これが使用された食品の輸入、国内での製造・販売等は、
法的に禁止されている。初乳について、ヒトの健康に与える影響
等について十分な情報が得られていない現時点においては、国
民の健康の保護を図る観点から、当該規制の撤廃又は緩和は困
難である。
  なお、仮に、当該規制の撤廃又は緩和を行う場合は、初乳の安
全性に係る資料等、科学的知見に基づく各般の資料に基づき、
食品安全基本法の規定に従い、内閣府食品安全委員会による食
品健康影響評価を受け、更に、厚生労働省の薬事・食品衛生審
議会の審議を受けることが必要である点に留意されたい。
  また、前回回答のとおり、分娩後５日以内の初乳を原料として使
用した医薬品については、他の医薬品と同様に、非臨床試験や
臨床試験等を実施し、品質、有効性、安全性等に関するデータを
科学的かつ客観的に収集し、製造販売承認申請を行い、薬事法
に基づく審査の上、同法による承認等が得られれば、当該初乳の
医薬品原料としての使用は可能である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

１．食品安全委員会の安全性評価を受ける上
で、必要となる科学データはどの程度、必要
か。（調査検体数、調査項目等）現在、静岡県
畜産試験場では富士宮市と協力して初乳の
安全性と有効性を研究しており、今後の研究
推進の上でも評価基準の概要をお知らせい
ただきたい。

２．食品安全委員会の評価の基準となる科学
データは同委員会の評価チームが収集する
のか、または提案主体からもデータを提示で
きるのか。また、同委員会の評価を受ける上
で必要な諸手続きについてもご助言願いた
い。

C Ⅲ

ご提案の規制緩和を求める際の手続としては、①提案主体が厚
生労働省あてに科学的知見に関するデータ等を提出し、厚生労
働省が食品安全委員会に諮問する。②その後、食品安全委員会
において、提出されたデータをもとに食品健康影響の評価をす
る。③その結果を踏まえ、厚生労働省において、必要に応じ、薬
事・食品衛生審議会の意見を聴き、省令改正の可否を検討するこ
ととなる。
必要となる科学的データや評価基準については、個別事案によ
り異なるため、お示しすることは難しいが、いずれにしても、提案
主体が、初乳が安全であると考える論拠とした科学的知見に関す
るデータ等を収集し、提出することが上記手続をとる上では必要
となる。

1100010

　分娩後5日以内の初乳（特に2日以前）に
高濃度で含まれている免疫聖タンパク質
の有効利用を図る。　　　ヒト疾病に由来す
る抗原（ワクチン）を牛に接種し生乳中に
その抗体タンパクを分泌させる。これら抗
体を抽出、製品化する。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　現在牛初乳由来の健康食
品が輸入されているが国産の初乳を利用
することにより由来のハッキリした安心・安
全な初乳製品の提供が可能になる。

提案理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当
市は静岡県内で有数の酪農地帯であり、約8000頭の乳牛
が飼養されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当市にあ
る静岡県畜産試験場でヒトリウマチ抗原を乳牛に接種し、
抗リウマチ抗体を含む生乳を生産させる技術を分娩後6日
以降の生乳確立し特許も取得している。　当該試験では分
娩後5日以内の初乳には6日以後と比べ極めて高濃度の
高濃度で抗リウマチ抗体が存在することが解明されてい
る。これらのことから分娩後5日以内の初乳を飲用以外の
健康食品・医薬品原料として利用可能にする。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　代替措置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　初乳の搾乳・保管・運送基準は現行の飲
用向け生乳の取り扱い基準に準じのマニュアルを作成す
る。

富士宮市 厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930310
温泉水を料理水とし
て活用するための
規制緩和

食品衛生法

食品衛生法第５０条第２項の規
定により、都道府県は、営業の
施設の内外の清潔保持等公衆
衛生上講ずべき措置に関し、条
例で必要な基準を定めることが
できることとされており、静岡県
では食品衛生法施行条例で、当
該基準を規定している。

Ｅ -
御指摘の規制は国ではなく、地方の条例により行われているもの
と考えられるため、ご要望については、静岡県の食品衛生担当窓
口にご相談いただきたい。

1121010
各所源泉の含有ミネラルに合った料理を
開発し、健康的で安全な美味い料理を提
供する。

伊豆地域の温泉水は無味無臭無色に近く、ミネラルバラン
スも良く飲用に適した源水も多い。したがって古くから飲用
や料理水として活用されている。しかし、多くの源泉が水道
方の規定数値をクリアーできず活用に至っていない。観光
客に提供する料理等は非日常的でありその摂取量は飲用
の量と比べても少量となる事から人体への悪影響は無く活
用できる。そして、健康的で安全な美味い料理が提供で
き、伊豆地域から採取される温泉水の特徴を生かしたサー
ビスが可能となる。

株式会社
ミロク、社
団法人日
本ニュー
ビジネス
協議会連
合会

厚生労働省

0930320
医療法に規定があ
る病院構造設備基
準の緩和

病院又は診療所と老人
保健施設又は特別医療
老人ホームを併設する
場合等における医療法
上の取り扱いについて
（昭和６３年１月２０日、
健政発第２３号）　等

　病院又は診療所と老人保健施
設等を併設する場合において
は、管理責任の明確化や衛生
上の観点等から両施設の区分
に必要な一定の要件を設けてい
る。

Ｃ Ⅳ

同一階に併存する場合にも、衛生上の観点等から患者の導線が
交わらないように、壁や常時閉めることのできる扉により職員以
外の通行ができないような措置を講ずる必要があるとしており、そ
のような区分を設ける必要がある。なお、病院施設と児童短期入
所施設を同一の建物において併設することについては、表示を明
確にすること、壁や廊下の色等を変えることに等により施設の区
分を明確にすることが必要であり、専用の入り口が設けられてい
る場合は、それぞれに通じる建物の玄関、ホール、階段･エレベー
ター等は共用しても差し支えない。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

今回、提出させていただいた提案は「大学病院や
大規模民間病院の病棟内の一般病室の一部分
を区切って児童短期入所事業所として活用でき
るために病院構造施設設備の規制緩和」を求め
ているものです。衛生上の観点等も十分に考慮
し、同一病室内では、他の入院患者との導線が
交わらないように、パーテイション等の簡易なもの
で区切り、それぞれ専用の出入口を設け職員以
外の通行ができないようにします。また、一般病
室と児童短期入所事業所への通路を分ける等の
方法をとることにより施設の区分を明確にしま
す。ただし、病棟の玄関・ホール・階段・エレベー
ターなどは共用を考えています。

Ｃまた
はＤ

Ⅳ

個別事例の判断にかかるものであり、ご提案のパーティションが
どのようなものを指しているのかなども含め明らかではないことが
多いため、まず判断主体である都道府県の担当部局とよく御相談
されたい。

1038010

在宅の重症心身障害児(者)に限り、他の
入院患者等に対する医療サービスの提供
に支障が生じない範囲で、同一建物内の
一般病棟のスペースを利用し、児童短期
入所事業所として、支援費制度及び障害
者自立支援法施行後も短期入所事業を行
う。この場合、医療法に規定する病院構造
設備の基準を緩和することにより、病院と
短期入所事業所の区分はパーテイション
等の簡易なもので区切り、出入口も同一と
する。既存の病院が有する医療及び看護
の能力を地域に開放することにより、在宅
で重症心身障害児(者)を持つ家族の福祉
の向上を図ることができる。

久留米市においては、市街地に重症心身障害児施設がな
いため、在宅の重症心身障害児(者)が、短期入所を行う場
合は市外や県外の重症心身障害児施設に通っている。一
方、市内には大学病院や大規模民間病院が数多く存在し
ている。このような病院施設を児童短期入所事業所とする
ためには、病院と短期入所事業所を壁で明確に区分し、そ
れぞれ専用の出入口等を設けなければならない等の医療
法上の規制がある。これらの規制を緩和し、現行の病院施
設を出来うる限り現状のまま活用することにより、病院施
設、医療、看護能力と障害者福祉との間において、その連
携が有効に図られることが期待できる。

久留米市 厚生労働省

0930330

処方薬選択におけ
るセカンドオピニオ
ンの活用及び患者
が処方薬を選択で
きる制度（代替調剤
制度）の導入

「診療報酬請求記載要
領等について」
保険医療機関及び保険
医療養担当規則

処方せんに記載する医薬品名
は、原則として薬価基準に記載
されている名称を記載するが、
一般名による記載でも差し支え
ない。

D -

　医師が処方せんに記載する医薬品名については、現状でも一
般名による記載で差し支えないこととされており、その処方せんを
受付けた薬局は、患者の同意を得て、後発品などの処方薬を調
剤することができる。
　なお、後発品の使用促進については、政府・与党医療改革協議
会において決定された「医療制度改革大綱」において「後発品の
使用促進のために処方せん様式を変更する」こととされており、
今後はこの結論を踏まえつつ、検討してまいりたい。

右の提案主体からの意見を踏
まえ回答されたい。

①平成17年12月1日に出されました政府・与党医療制度改革大綱の　Ⅴ.診療報酬等の
見直し　２．薬剤等に係る見直し　において述べられています「また、後発品の使用促進
のために処方せん様式を変更する。」は具体的にはどの様な変更となるのでしょうか。
ご回答のとおりに「処方せんに記載する医薬品名は、一般名でも差し支えないものとす
る。」ということでしょうか。それともご回答の主旨は従来から法と施行令の運用では、処
方せんの薬品名は一般名でも差し支えなかったのでしょうか。これから変えて行くのか
従来から処方せん様式を変更せずに運用のみで一般名が記載できたのかを確認させ
ていただきますか。
②政府・与党医療制度改革大綱の　Ⅴ.診療報酬等の見直し　２．薬剤等に係る見直し　
において述べられています「また、後発品の使用促進のために処方せん様式を変更す
る。」につきまして、その実施スケジュールは同大綱Ⅵ.改革の実施にあります。「医療費
適正化計画は…・平成20年度に実施する。」で宜しいのでしょうか。医療制度改革の目
的は、早急な建て直しのできる将来計画の提示とその実行にあると思います。直ちに実
施できない場合はその理由をお聞かせ下さい。
③処方せんにより処方される医薬品は、現在のところ薬価基準にて価格の規定があ
り、その規定価格で取引される商品です。よって流通・販売の過程で中間マージンが発
生しても妥当なものと思います。しかし、購入者である患者は効用により医薬品を選択
できることは稀で、大抵の場合は医師が患者の承認の元で、医薬品名までを特定して
います。欧米特にイギリスでは処方せんに医薬品名は一般名の記載でよく、また患者
からのセカンドオピニオンも活発なため後発品の普及率が高く、医療費に占める医薬品
の割合は10%程度で我が国の約25%と比べ抑えられています。日本でも患者が処方薬を
安全に選択できることが普及するように制度面の改革が望まれます。後発品の製造や
流通の整備も進んでいることから、効用の属性等別に患者に分かり易く説明できる新
薬、普及薬、一般薬（後発品）の一覧表つくり（ここには、症状により選択できないもの等
の説明も必要）と認知と政府や医療機関による広報活動が是非とも必要になってきま
す。そういった広報活動の成果により、やっと患者のセカンドオピニオンが生まれるもの
だと思います。これらの取り組みを私は早急に進めて頂きたいと思っています。平成20
年まで放っておいても改善しません。医療制度改革協議会等での合意形成の方法で進
めて欲しい思います。
④処方薬は商品であり、正当な中間マージンが発生しています。しかし、患者（買
い手）に商品を選択できる余地が今のところ少なく医師（売り手：小売兼一部卸に
相当）が確定しています。そこには病院（卸に相当）や医局（卸：意思決定の一部に
相当）の意向が働き中間マージンを得ています。改善策として患者のセカンドオピ
ニオンを活性化させる必要があります。患者から「後発品を下さい。」と申し出が
あったならば医師は安全性に問題のないことを確認した上で出来る限り対応を図
るべきです。政府は後発品の普及に関わらず患者が処方薬を選択できることを広
報すべきです。広報を実施できない理由はなく、時期を決めて実行が必要です。

D -

　医師が処方せんに一般名を記載することについては、従来から
「医薬品名は、原則として薬価基準に記載されている名称を記載
するが、一般名による記載でも差し支えない」こととされている。
　また、処方せん様式の変更については「規制改革・民間開放の
推進に関する第２次答申（平成１７年１２月２１日）」においても、平
成１７年度中に措置することとされており、これを踏まえて対応し
てまいりたい。

貴省回答によると「処方せん
様式の変更については『規制
改革・民間開放の推進に関
する第２次答申（平成１７年１
２月２１日）』においても、平成
１７年度中に措置する」とある
が、平成１７年度中に何をど
のように措置するのか明らか
にされたい。
また、右の提案主体からの意
見に回答されたい。

政府として広報を行うことは検討されていま
すか。政府や医療制度審議会等にて関係箇
所との調整を図り、健康保険制度の安定のた
め後発医薬品の普及について、政府が広報
を行うことは可能であると思います。いかがで
しょうか。

D -

処方せん様式の変更については、先発医薬品の銘柄名を記載し
た処方せんを交付した医師が、後発医薬品に変更して差し支えな
い旨の意思表示を行いやすくするため、処方せんの様式を変更
する方向で検討しており、平成１７年度中に措置することとしてい
る。また、これまでも広報を行ってきているところであり、引き続き
努めてまいりたい。

1069010

外来医療において、処方薬は医師の確認
の元で患者が選択する。適用方法として
医師は処方薬の成分名もしくは一般名を
処方箋に記載し患者はそれを元に薬剤局
で処方薬を選択し、薬剤局は医師の確認
の元で代替調剤を行い患者にそれを販売
する。

我が国の医療費に占める薬剤費用は２５％程度であり、欧
米の１０％程度と比べ突出している。また急速な高齢化時
代を迎え、政府の検討している医療制度改革を実行し、健
康保険制度の安定化を早急に推し進める必要がある。代
替調剤制度の導入により一般名で呼ばれる特許の期限切
れのジェネリック薬品や普及薬を患者が選択できるように
なることで薬剤費を低下させ、国民医療費の増加額を抑え
る。

個人 厚生労働省

0930340
医療機関における
レセプト開示

個人情報の保護に関す
る法律、
療養の給付、老人医療
及び公費負担医療に関
する費用の請求に関す
る省令

個人情報取扱事業者である医
療機関が、当該レセプト情報を
６ヶ月を超えて保有する場合に
おいては、本人の求めに応じて
原則開示

Ｄ -

　レセプト（診療報酬明細書）は、保険医療機関等が保険者に対
して診療を行った対価である費用を記した請求書に添付する書類
であり、各月分を審査支払機関に提出することとされており、審査
後は保険者へ渡るものである。したがって、レセプトの原本は保
険者に帰属することとなるため、保険者において患者に開示する
のが通例である。 
　
　医療機関は、当月診療分の費用の請求のため、審査支払機関
に対し、翌月１０日までにレセプトを提出することになっており、個
人情報保護法上、レセプトは保有個人データに該当しないため、
必ずしもその提出前に、医療機関においてレセプトの開示義務が
生じるものではない。
　ただし、個人情報取扱事業者である医療機関が、当該レセプト
情報を６ヶ月を超えて保有する場合には、同法律上、本人からの
求めに応じて、原則開示することが義務づけられている。
    なお、患者が医療機関において受けた診療の内容の分かる領
収明細書の発行については、先日、政府・与党医療改革協議会
において決定した「医療制度改革大綱」において、患者に対する
情報提供の推進の観点から、「保険医療機関等に医療費の内容
がわかる領収書の発行を義務づける」とされたところであり、今
後、この決定を踏まえつつ、具体的な措置方法を含め検討してま
いりたい。

「診療報酬明細書（レセプト）を
保険者に提出する前に、本人
から開示の請求があった場合」
には、医療機関から必ずレセプ
トは開示されるのか。
また、「診療内容の分かる領収
明細書」と「レセプト」とで、記載
される内容は同じであるのか、
違うとするとどのような点が違う
のか。
さらに、右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

   特区提案後に示された本年度医療制度改革大
綱の、「Ⅱ．安心・信頼の医療の確保と予防の重
視」、「１．安心・信頼の医療の確保」において、
（患者に対する情報提供の推進）の項で保険医
療機関等に医療費の内容がわかる領収書の発
行を義務づける、とされたことは、当方の提案の
趣旨にも合致し、提案の方向性として間違ってい
ないことの証であると考えられる。しかしながら、
医療制度改革大綱においては方向づけが決定さ
れたに過ぎず、具体的な実施時期については、
今後の検討に任されている。本市としては、情報
提供の推進とあわせて必要な医療費の適正化の
観点を踏まえ一日も早い実現を望んでいるところ
であり、国の制度に先行し、医療機関に対するレ
セプトの開示を義務づけたい。

D -

　前回回答したとおり、レセプトは個人情報保護法上「保有個人
データ」に該当しないので、レセプト本体自体の開示義務が生じる
ものではないが、個人情報取扱事業者である医療機関において、
レセプトの写しなどレセプトと同様の情報を６ヶ月を超えて保有し
ようとしているのであれば、当該情報は「保有個人データ」に該当
するので、レセプトを保険者に提出する前であっても、開示の対
象になりうる。
　また、診療の内容の分かる領収明細書については、その具体的
な記載様式を含めて現在検討しているところであるが、患者がそ
の記載された内容から自分が受けた医療の内容がわかるような
形式となるよう検討してまいりたい。
　なお、措置時期については「規制改革・民間開放の推進に関す
る第２次答申（平成１７年１２月２１日）」においても、平成１７年度
中に検討・結論を得たうえで、平成１８年度中に措置することとさ
れており、これを踏まえて対応してまいりたい。

貴省回答によると「個人情報
取扱事業者である医療機関
において、レセプトの写しなど
レセプトと同様の情報を６ヶ
月を超えて保有しようとして
いるのであれば、当該情報は
『保有個人データ』に該当す
るので、レセプトを保険者に
提出する前であっても、開示
の対象になりうる」とあるが、
６ヶ月を超えない場合であっ
ても本人からの請求に基づ
き、保険者に送付される前で
あってもレセプトが開示され
るのか、明らかにされたい。
また、右の提案主体からの意
見も踏まえ再度検討し回答さ
れたい。

  レセプトの開示義務はないとしているが、医
療機関がレセプトを基に請求手続きを実施す
る段階において、個人の情報を知り得ること
を切望する当該個人が現れた場合、保険者
において情報を提供することは物理的に不可
能である。義務がないと後退的な対応をする
のではなく、日本国憲法に定める基本的人権
（憲法第１３条）に則した「個人の尊重」すなわ
ち基本的人権の知る権利として、公開を求め
られたレセプトをひとつの情報と捉え、積極的
に個人情報を提供することは、憲法をも遵守
することにつながるのではないか。

D -

これまで回答したとおり、個人情報保護法上、レセプト本体は開示
の対象にならないが、レセプトと同様の情報が「保有個人データ」
に該当するのであれば、実際の保有期間が６ヶ月を超えない時点
でも当該情報は開示の対象になりうる。
なお、個人情報保護法における取扱いは上記のようになるが、医
療機関が患者に対して、レセプト情報を含め、診療情報を積極的
に提供することは従来から可能である。

1135060

医療機関に受診した場合に、自分が受診
した医療の内容を確認可能とするため、そ
の医療機関が診療報酬明細書（レセプト）
を保険者に提出する前に市民の求めに応
じ、当該医療機関の窓口でレセプトを開示
するものとする。

レセプトの開示について、保険者は、原則開示としている
が医療機関については、開示の義務化はされていない。ま
たレセプト相当の明細書が発行されることもほとんどない。
インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護制度を踏
まえ、上記の状況を改善し、医療機関と患者とのより良い
信頼関係を構築するとともに、医療の適正化や医療費の
適正化の向上につなげる。

逗子市 厚生労働省

0930350

医療計画における
一般病床にかかる
基準病床数の決定
権限の市長への移
譲

医療法第30条の3第2項
第3号
医療法施行規則第30条
の30第1号

基準病床数とはその地域（二次
医療圏など）にどの程度の病床
数を整備すべきかという整備目
標である。ただし、これを超えて
病床を整備することは、原則とし
てできないものとされている。

Ｃ Ⅰ

基準病床数については、都道府県において定める医療計画にお
いて決定することとされているところである。これは、基準病床数
は市（町村）という行政区域を単位として決めるものではなく、都
道府県において行う医療機能調査等を踏まえ、都道府県内の医
療事情を総合的に勘案した上で、広域的に決定することが望まし
いと考えているためである。　また、基準病床数の算定式につい
ても、医療法施行規則及び告示により、全国一律の算定式を使
用することとなっているが、本要望のとおり市町村ごとに独自の算
定式を用いることは、地域の個々の事情により安易な増床が行わ
れ、効率的な医療提供体制の構築を阻害する可能性があること
から、困難である。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。

   基準病床数及び医療計画等に関し、回答され
た現在の制度及び考え方は、十分承知をしてい
るところであるが、現実の問題として広域的な区
域で基準病床数等を定められていることから、本
市のように入院病床が人口に比して非常に少な
い状況が生じる結果となっている。こうしたこと
は、全ての国民が、いつでも、どこでも、平等に保
健医療サービスを享受できる仕組みを目指すと
いう国の方針と程遠いものといえる。今回の提案
は県の広域性を持った計画を否定するものでは
なく、その計画によって形作られた不均衡を補完
するものとして、著しく入院病床が不足している状
況の市町に、そうした地域の現状を踏まえた中で
基準病床を定めること、ひいては入院病床を持っ
た病院が設置できるよう特例的に依頼したもので
ある。

C Ⅰ

基準病床数及び医療計画等に関する厚生労働省の見解につい
ては十分承知していただいているとのことであり、また県の広域
性を持った計画を否定するものでもないとの御意見でもあるの
で、当省としては前回意見について特段付け加えるべきことは無
い。
　都道府県が策定する医療計画については、医療法第30条の３
第12項において、市町村においても意見を述べる機会が担保さ
れているところであり、個々の地域の事情については、これらを活
用して都道府県と協議を行い、解決を図られたい。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

   もともと基準病床数は、仕組みとして現存
の病院の既得権を保護するものとなっている
ことから、国の回答にあるような都道府県との
協議では、十分に圏域内の不均衡を是正す
ることは困難である。前回の意見でもあげた
ように、医療計画における医療の広域性は承
知するものの、それだけでは全ての国民が、
いつでも、どこでも、平等に保健医療サービス
を享受できる仕組みとは言いがたい。他地域
との人口比等から極めて病床が少ない市町
のみに権限を与えるのであれば、安易な増床
につながる懸念は生じないものであるし、地
域間の医療格差が是正されることになると思
慮される。

C Ⅰ

地域の医療の確保は、医療計画を通じ、都道府県の責務とされて
いる。
　また、医療施設の行う医療サービスは、その施設が立地する市
町村の住民のみに提供されるものではなく、利用可能な周辺地域
に居住する全ての住民に提供されるものであるから、貴市の御提
案のように「他地域との人口比等から極めて病床が少ない市町の
みに権限を与える」という、一市町村において医療提供体制を完
結させることはなじまない。
　すなわち、貴市に所在する医療施設の病床数が周辺の市町村
に比較して少なかったとしても、それら隣接する市町村を含めた
地域全体において医療提供体制が適切に構築されることが重要
である。
　市町村に対し、都道府県との調整無く独自に基準病床数を決定
する権限を付与した場合、多くの市町村が貴市のように基準病床
数の拡大を指向することが予想され、日本全体として必要以上の
増床につながる懸念があることから、困難である。

1135070

地域の実情に適った医療施策を実現し、
現行制度において都道府県に付与されて
いる一般病床にかかる基準病床数を定め
る権限を市に与えること及び当該病床数
の算定にあたっては、医療法施行規則に
かかわらず市独自の方法を用いることを
提案するもの。

本市は、市内に入院できる病院が少なく、入院患者の約9
割が市外の病院に入院しているのが実情であり、過去数
回実施した市民意識調査においても７割以上が、総合的
病院の設置を望んでいる。そのため市は総合的病院を誘
致する事業を進めている。しかしながら、医療法及び同法
施行規則に基づき算定し、定められ医療計画では、必要な
病床数を確保することが望めないことから、本市が進める
総合的病院誘致事業を推進することが困難な状態となっ
ている。

逗子市 厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930360

特区内の医療機関
で行うすべての治
療への混合診療の
適用拡大

保険医療機関及び保険
薬局の指定並びに特定
承認保険医療機関の承
認並びに保険医及び保
険薬剤師の登録に関す
る省令、保険医療機関
及び保険医療養担当規
則

先進技術への対応については、
必ずしも高度でない先進技術を
含め、医療技術ごとに医療機関
に求められる一定水準の要件を
設定し、該当する医療機関は、
届出により実施可能

D -

　平成１６年末の「いわゆる「混合診療」問題」に係る「基本的合
意」を踏まえ、先進技術については、安全性、技術の有効性等を
考慮し、必ずしも高度でない先進技術を含め医療技術ごとに医療
機関に求められる一定水準の要件を設定し、該当する医療機関
は、届出により実施可能な仕組みを新たに設けたところである。
　先進技術の保険診療との併用については、この枠組みにより対
応することができるものであり、医療技術ごとの要件を抜きに、特
区内の医療行為であることを理由として全ての治療について保険
診療との併用を認めることは適当でないと考える。

1081020

先端医療産業特区内の医療機関で行うす
べての治療へ、混合診療の適用を拡大す
ることにより、従来の医療技術と先端医療
技術の併用による診療が可能となり、満足
な治療効果が得られなかった患者への先
端医療の提供が可能となる。また、開発企
業の開発コストの引下により、新たな産業
の引き金となり、国際競争力の強化につな
がる。

従来の医療技術と先端技術の併用による診療が可能とな
り、従来医療技術のみでは、満足な治療効果が得られな
かった患者へ先端医療の提供することが可能となるため。

㈱ｱﾑﾆｵ
ﾃｯｸ

厚生労働省

0930370

ロボットを用いた診
療支援の容認等の
医療制度の規制緩
和

①医師法第１７条　等
②医療法施行規則第３
０条の３２の２第１３号
③保険医療機関及び保
険薬局の指定並びに特
定承認保険医療機関の
承認並びに保険医及び
保険薬剤師の登録に関
する省令、保険医療機
関及び保険医療養担当
規則

①医師法上、医師でなければ、
医業をなしてはならない。
②薬事法等に基づく治験であっ
て第Ⅰ相臨床試験を行う専用病
床の追加が特例病床として認め
られる仕組みが現行制度でもあ
る。
③必ずしも高度でない先進技術
を含め医療技術ごとに医療機関
に求められる一定水準の要件を
満たせば、先進技術の保険診
療との併用が可能。

①C
②D
③Ｄ

①Ⅰ
②‐
③‐

①御提案の「医療支援ロボット」や「診療支援」が何を指すのか必
ずしも明らかでないが、仮に医行為が含まれるのであれば、人体
に危害を及ぼすおそれがあるため、医師の関与なしにロボットを
使用することは困難であり、またロボットをもって必要な医療従事
者を代替することはできない。
②また、ご提案の趣旨が必ずしも明らかでないが、病床について
は、薬事法等に基づく治験であって第Ⅰ相臨床試験を行う専用病
床の追加が特例病床として認められる仕組みが現行制度でもあ
る。
③御提案の詳細が必ずしも明らかではないが、平成１６年末の
「いわゆる「混合診療」問題」に係る「基本的合意」を踏まえ、先進
技術については、必ずしも高度でない先進技術を含め医療技術
ごとに医療機関に求められる一定水準の要件を設定し、該当する
医療機関は、届出により実施可能な仕組みを新たに設けることと
し、承認要件を抜本的に緩和したところである。
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先端医療の推進を目的として、「先端医療
バイオロボティクス学」寄附講座を愛知県
内の大学医学部に２００６年１月開設す
る。本講座は、研究開発した再生医療技
術を用いて臨床試験を推進し、研究開発し
た医療支援ロボットを用いて病院機能改
善試験を実践することで、バイオやロボット
などの先端医療技術の研究開発と臨床応
用を促進し、難病患者へのすみやかな医
療技術の普及と病院機能の改善を促進す
ることを目的として開設される。「先端医療
バイオロボティクス学」寄附講座の運営す
る先端医療バイオロボティクスセンターを
医療特区と認定し、混合診療、ロボットを
用いた診療支援／病院機能支援、一般病
床外診療を行い、医療制度の規制緩和を
必要とする実証研究を実施することで、先
端医療の推進と新しい医療システムの開
発につながる。

提案理由：開発された再生医療技術と医療支援ロボットな
どの先端医療技術の臨床実験を実践するさまたげとなるよ
うな医療制度がある。大学医学部に設置した先端医療寄
附講座を医療特区と認定し、その運営するセンター中で先
端医療を実施することで、規制緩和を行う。先端医療に特
化した学内センターを医療特区として混合診療／一般病床
外診療を行うことで、保険医療をうける通常の患者の利便
性を損なうことなく、先端医療を推進させうることが可能と
なる。代替処置：病院機能に対し医療支援ロボットを用いる
場合、医療機器に準じた安全性の確認と有効性の確認が
必要となる。ロボットにトラブルが生じたばあい、直ちに従
来のようにひとによる作業に代替させうることが可能なよう
に、ひとの管理のもとで医療支援を行う。

特定非営
利活動法
人先端医
療推進機
構

厚生労働省

0930380

あん摩マッサージ指
圧師等の養成施設
設置に係る要件緩
和

【昭和22年12月20日　法
律217】
・あん摩マッサージ指圧
師、はり師、きゅう師等に
関する法律第19条
【昭和39年9月28日　医発
1133）】
・あん摩師、はり師、きゅう
師及び柔道整復師法等の
一部を改正する法律等の
施行について
記2　「視覚障害者の職域
確保のためのあん摩マッ
サージ指圧師による学校
又は養成施設の生徒の定
員の抑制措置について」
【平成12年3月31日　健政
発412】
・あん摩師、はり師、きゅう
師養成施設指導要領につ
いて
記2-(2)　「あん摩マッサー
ジ師に係る養成施設の設
置計画書の提出があった
場合は、次の関係団体等
の意見書を添えられたい
こと。」

当分の間、厚生労働大臣は、あ
ん摩マツサージ指圧師の総数
のうちに視覚障害者以外の者が
占める割合、あん摩マツサージ
指圧師に係る学校又は養成施
設において教育し、又は養成し
ている生徒の総数のうちに視覚
障害者以外の者が占める割合
その他の事情を勘案して、視覚
障害者であるあん摩マツサージ
指圧師の生計の維持が著しく困
難とならないようにするため必
要があると認めるときは、あん
摩マツサージ指圧師に係る学校
又は養成施設で視覚障害者以
外の者を教育し、又は養成する
ものについての認定又はその生
徒の定員の増加についての承
認をしないことができる。

Ｃ Ⅰ

あはき法第１９条は、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師
の生計の維持が著しく困難にならないように、視覚障害者以外の
あん摩マッサージ指圧師の学校・養成施設の新設又は生徒の増
加の承認をしないことができる旨規定したもの。現在においても、
当該規定が、視覚障害者が生計を維持する上で重要な役割を果
たしているものであり、所要の手続きに従って、判断が行われる
べきものである。

提案主体によると、スポーツ分
野においてあんまマッサージ指
圧師が不足しているとのことで
あるため、提案主体のいう代替
措置を講じた上で、スポーツ分
野専門の学校・養成施設を開
設することはできないか、再度
検討し回答されたい。

C Ⅰ

前回回答でも申し上げたように、あはき法第１９条については、視
覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく
困難にならないようにするため、視覚障害者以外のあん摩マッ
サージ指圧師の学校・養成施設の新設又は生徒の定員の増加
の承認をしないことができる旨規定したものである。
御提案の代替措置を講じたとしても、晴眼者のあん摩マッサージ
指圧師の学校・養成施設を開設することで、これまで以上に晴眼
者のあん摩マッサージ指圧師が増加し、視覚障害者の生計の維
持が著しく困難になる可能性がある。また、晴眼者のあん摩マッ
サージ指圧師養成施設の設置の制限を鍼灸の養成施設にも拡
大することに関して、平成１４年に参議院で採択されたあはき法
第１９条改正の請願や、視覚障害者団体から要望書が毎年提出
されている。これらのこと等にかんがみると、御提案を実現するこ
とは困難である。

1148010

■プロジェクトの想定地域：静岡県
■事業内容：身体的発達途上の子供達に
は適切な能力を持つ指導者が必要であ
り、従来の要治療者とは異なる場面であん
まマッサージ指圧師の能力が期待されて
いることから、社会的需要に応じるため、
新たな養成施設を開設する。
■経済的社会的効果：スポーツ障害の発
生を画期的に減少させることができる社会
的効果を期待でき、特徴と根拠あるスポー
ツ振興が期待できる。相乗効果として、
様々なプロチームの誕生により、スポーツ
をソフトとし、地方が活性化し、税収が増加
する経済的効果と、新たな雇用による社会
的効果が期待される。

■提案理由：人々に活気を与えるスポーツ振興は、「げん
きなまちづくり」には必要不可欠な要素である一方、スポー
ツの盛んな地域では、過度な練習・事故などによるスポー
ツ障害も多く、結果的に本来の趣旨からすると本末転倒な
事態となることも多い。
特に、幼少期からのスポーツ選手育成においてはこれらの
障害は心と体の発達を阻害する危険があることから、医療
的担保能力のある資格者の指導者が待ち望まれている
が、最も相応しい資格者である、あんまマッサージ指圧士
がスポーツ分野で不足している。
■代替措置：あはき法第19条については視覚障害者であ
るあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難にな
らないようにするために規定されたものであるので、一定
数の視覚障害者を雇用することを条件に付すことで根本思
想は維持しつつ、規制を緩和できる。

個人 厚生労働省

0930390

医師の責任におけ
る臨床研究に用い
る医薬品・医療機器
の製造外注（有償）
の容認

薬事法第１２条、
第１３条第１項、
第１４条第１項、
第２４条第１項、
第３９条第１項、
第３９条の３第１項
第５５条第２項
第８０条の２

　医薬品等を製造販売する際に
は、薬事法上の製造販売業の
許可及び品目ごとの製造販売
承認等が必要であり、医薬品等
を製造する際には製造業の許
可を受ける必要である。　
　また、医薬品等を他の施設へ
の販売を行う者は、医薬品販売
業の許可等が必要となる。

C Ⅰ

　未承認の医薬品等は、品質、有効性及び安全性が確認されて
いないため、保健衛生上の危害防止の観点から、その販売・授与
を禁止しているものである。
　ただし、臨床試験に用いる未承認医薬品等を医師が自らの責任
の下、患者に投与するため、GMPに準じた外部の製造施設に、そ
の医薬品等の製造を委託することについては、当該医師が所属
する医療機関が臨床試験の実施に係る基準（GCP）に基づく体制
等を整備し、医師主導治験として厚生労働大臣に治験計画書の
届出を行えば、有償・無償を問わず、当該施設への外部委託は
可能である。

貴省回答によると「臨床試験に
用いる未承認医薬品等を医師
が自らの責任の下、…、当該施
設への外部委託は可能」とある
が、右の提案主体からの意見
を踏まえ、先端医療技術を駆使
して行われる再生医療製品の
研究段階での臨床試験におい
てもＧＭＰに準拠した施設への
外部委託を認められないか、再
度検討し回答されたい。

医師の責任において行う臨床研究については必
ずしもそのすべてが国の承認を得る為の成績を
集める治験（医師主導治験）として計画できるも
のではない。また、先端医療技術を駆使して行わ
れる再生医療製品の研究段階での臨床試験（臨
床研究）においても外部のGMPに準拠した製造
施設より提供された医療材料を使用することによ
り、より安全なものを患者に提供できる。

C Ⅰ

　先端医療技術を駆使して製造される研究段階にある再生医療
用の未承認医薬品・医療機器は、その有効性や安全性が確立し
ていない。このため、外部の製造施設等から未承認の医薬品・医
療機器を供給することは、被験者の安全性、倫理性が確保されて
いるGCP等に基づく臨床試験（医師又は企業主導の治験）の場合
を除いて、国民の生命、健康を守る観点から認められない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

外部製造施設への委託はGCP等に基ずく臨
床試験以外には認められないとのことです
が、先端医療技術を駆使して行う再生医療製
品では医師ならびに企業が臨床治験を実施
するためには事前に確認申請を行わねばな
らず、そのための各種の非臨床データを作成
するためにも大量の試験サンプルを製造する
必要があります。また、医師主導の治験を実
施するためには人的・経済的負担が大きく現
実的には実施が困難な状況にあります。従い
まして、今回の薬事法改正で全面委託が可
能になったように、医師の責任で行う臨床研
究においても医師が全面的に責任を持てる
場合には一定の基準を満たした外部施設へ
の品目を限定した委託を是非認めていただき
たい。

C Ⅰ

　ＧＣＰ等に基づく治験として、医師の責任において臨床研究を行
うのであれば、外部製造施設への委託は認められており、その確
認申請のための非臨床データ作成に使用する未承認医薬品・医
療機器の製造を外部製造施設へ委託することについては、治験
の実施予定の有無にかかわらず可能である。
　しかし、先端医療技術を駆使して製造される研究段階にある再
生医療用の未承認医薬品・医療機器は、その有効性や安全性が
確立していないため、外部の製造施設等から未承認の医薬品・医
療機器を供給することは、被験者の安全性、倫理性が確保されて
いるＧＣＰ等に基づく臨床試験（医師又は企業主導の治験）の場
合を除いて、国民の生命、健康を守る観点から認められない。

1081010

先端医療産業特区内における医師の責任
において実施する臨床研究に用いる医薬
品・医療機器の製造を、GMPに準拠した製
造施設へ外注（有償）することを容認する
ことにより、医療材料の不均一性や不徹底
な品質管理を払拭し、十分に品質を保持し
た医療材料を患者へ提供できるとともに、
医療機械等の新たな産業の引き金となり、
国際競争力の強化につながる。

昨今の先端医療技術を駆使し開発されている開発品は、
先端技術としての治療効果が注目されているにも係らず、
製造法や品質管理が非常に複雑であることから、医師の
みで作製を行うことが困難であるため。

㈱ｱﾑﾆｵ
ﾃｯｸ

厚生労働省

0930400
診療所における専
属薬剤師の設置基
準の緩和

医療法第１８条

　医療法第１８条に規定する専
属薬剤師の配置については、現
行制度においても、病院又は診
療所所在地の都道府県知事の
許可を受けた場合には、専属薬
剤師の設置が免除される。

Ｄ ‐

医療法第１８条で規定する専属薬剤師の配置については、現行
制度でも、病院又は診療所所在地の都道府県知事等の許可を受
けた場合には、専属薬剤師の設置が免除されることになってい
る。この場合の一定の要件とは、病院・診療所の標榜する診療科
名、調剤数等を総合的に勘案して判断されることになる。

右の提案主体からの意見に示
されているケースは、貴省回答
にある「一定の要件」に合致す
るものであるのか、もし合致し
ないのであれば、このケースに
おいても専属薬剤師の免除が
認められることとできないか、
再度検討し回答されたい。

今回の省庁回答は、「現行制度を利用し、知事へ
申請手続きを」との説明であった。しかし、現時点
では、医療法や薬事法、薬剤師法、療養担当規
則などの運用規程により、一定の要件を満たさな
ければ許可は受けられず、仮に今回の回答どお
り申請行為を行ったとしても、到底許可を受けら
れる状況に無いほど、厳しい許可基準が存在し
ている状況にあります。今回、構造改革特区の許
可を受けられるのではないかと判断したポイント
は、①診療所にあって医師２名の場合は、専属薬
剤師が免除されていること（当診療所は３名）、②
外来患者の調剤は院外薬局処方にて対応し、こ
れにより所内の調剤件数は１日約２０件と比較的
少ない状況にあることであります。

Ｄ ‐

医療法第１８条で規定する専属薬剤師の配置については、病院・
診療所の標榜する診療科名、調剤数等を総合的に勘案して,都道
府県にて判断されるべきものであり、本提案主体からの意見に示
されているケースをもって、当局にて「一定の要件」に合致するも
のであるかどうか判断することはできない。
なお、医師数・院外処方数をもって一律に許可の要否を都道府県
は判断しているのではないと思われ、都道府県の担当部局とよく
ご相談されたい。
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  専属薬剤師の設置基準の緩和等を通し
て、町内唯一の医療機関である診療所経
営の健全化をめざすとともに、過疎地域に
おける地域医療サービスの充実を図る。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
具体的には、医師３名以上を配置している
診療所にあっても、院外薬局処方を行って
いる場合は薬剤師の配置を免除する規制
の特例を行い、ひいては医師３名体制のも
と過疎地におけるプライマリ・ケア（家庭
医）事業の効率的な取り組みをめざす。

（提案理由）現行法で医師２名以内の診療所にあっては、
薬剤師の配置が免除されているが、医師３名以上となると
専属の薬剤師の配置が義務づけられている。この規定の
大きな要因は、院内薬局処方を想定した調剤数の多寡に
より薬剤師配置の有無を規定したものと思われるが、院外
薬局処方を行う診療所にあっては、その意味が薄れる。本
町にあっては、地域へ出向くプライマリ・ケアの実践や２４
時間救急外来を受け入れるために、医師３名体制を構築し
ているが、結果的に入院患者１９名のためだけに専属薬剤
師を配置しなければならないという非効率な状況になるこ
とから、設置基準の緩和を求める。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（代替措置）今回の規制緩和の要望は、
院外薬局処方を行う診療所に限定しているため、医療法第
１８条の但し書き規定内の省令・通達等により対応・措置す
ることも可能と思われる。

穂別町国
民健康保
険診療所

厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930410
私立保育所の調理
施設設置要件の緩
和

児童福祉法（昭和22年
法律第164号）第45条
児童福祉施設最低基準
（昭和23年12月29日厚
生省令第63号）第32
条、第33条保育所にお
ける調理業務の委託に
ついて（平成10年2月18
日厚生省児童家庭局通
知）

○公立保育所においては、特区
において、一定の条件を満たす
場合に給食の外部搬入を認め
ているところ。

C Ⅳ

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠くこ
とができない重要なものであり①離乳食等一人ひとりにきめ細や
かな対応ができること、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、おいしく
食事ができること、が必要である。
○　このような認識の下、①一人ひとりの子どもの状況に応じたき
め細やかな対応ができること、②多様な保育ニーズへの対応、③
食育を通じた児童の健全育成、を図る観点から、保育所の調理
室は必要と考えているところである。
○　保育所における調理業務については本来、施設内の調理室
を使用して行うことが望ましいが、公立保育所においては、その
運営の合理化を図る観点から給食の外部搬入を認めているとこ
ろである。
○　上記の特例事業については、本年５月に弊害の発生状況等
を確認するため実施施設等に対し調査を行ったところであるが、
体調不良児やアレルギー児への対応についてきめ細やかな対応
がなされていないとする保護者や保育士の意見が寄せられたこと
などから、この事業の全国化について判断を留保したところであ
る。
○私立保育所の給食の外部搬入については、こうした公立保育
所の給食搬入の実施状況等を検証した上で、慎重に判断するこ
とが必要であり、現段階でこれを認めることは困難である。

私立保育所ではそもそもなぜ
給食の外部搬入が認められな
いのか、その理由を明らかにさ
れたい。
また、貴省回答によると「公立
保育所においては、その運営
の合理化を図る観点から給食
の外部搬入を認めている」との
ことだが、運営の合理化の観点
からいえば、公立・私立に関係
なく給食の外部搬入を認める
べきではないか。
また、右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

　本市が提案している措置は、3歳以上児の幼稚
園児と保育所児の合同活動を実施している場合
の、給食の外部搬入であり、調理室の完全撤廃
ではない。
　なお、公立保育所が行った外部搬入で実施して
で起きている問題については、施設内の調理室
で体調不良児、離乳食やアレルギー食の対応に
ついては可能であり、何ら問題がないと考える。
　また、この提案は全国展開ではなく、特区という
範囲内での特例措置であるので、公立保育所の
実施状況を検証することとは別の問題であり。個
別的に特区として判断すべきである。

Ｄ Ⅲ

○就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設につ
いて次期通常国会に法案を提出する予定であるが、総合施設の
認定を受けた保育所については、一定の条件の下給食の外部搬
入を認める方向で検討しており、提案されている事業の内容につ
いては、これにより対応可能となるものと考えている。

貴省回答では、「総合施設の
認定を受けた保育所につい
ては、一定の条件の下給食
の外部搬入を認める方向で
検討して」いるとあるが、提案
主体の言うような施設は総合
施設に認定されることとなる
のか明らかにされたい。
また、右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　就学前児童を対象とした総合施設におい
て、一定の条件の下とはいえ、給食の外部搬
入が認められる方向性が示されたことは、評
価できる。
　しかしながら、現段階で総合施設の詳細が
明らかにされていない状況では、新たな規制
が生じる恐れがある。
　なお、本市が特区において認めるべきであ
ると主張している、私立保育所の給食の外部
搬入について、懸念されているアレルギー児
への対応についての措置等があるにもかか
わらず、その事に対する明確な回答が示され
ていない。

Ｄ Ⅲ

○就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設について
は、①施設の認定を都道府県知事に委ねることとし、②その認定の基
準も国が定めるのではなく、都道府県が国の定める指針を参考として定
めることとしていることといった点において、地方自治体にとっては裁量
の拡大につながるものである。また、総合施設認定を受けた保育所にお
いては、アレルギー児・体調不良児、離乳食等特別の対応が必要な低
年齢児への対応などの要件の下で外部搬入を可能とする方向で検討し
ている。なお、総合施設に係る法案については、今通常国会に提出する
こととしている。
○今般要望いただいた稚内市のケースについては、認可幼稚園と認可
保育所の合築施設であって、元来幼稚園・保育所としての基準を満たし
たものであることを踏まえれば、総合施設への転換が容易ではないかと
考える。
○公立保育所については、①少子化が進む中、稼働率が減少している
公立の学校給食センターを活用したいという事情が存在したこと、②公
立保育所運営費については平成16年度からの一般財源化が決定して
おり、公立保育所に係る運営費予算が減ることが予想され、学校給食セ
ンターを活用することによって運営の効率化を図る特別の必要性が認
められたことなどから、外部搬入を認めたものと考えており、こうした事
情は私立保育所の場合とは異なるものだと考えている。
○なお、提案主体の計画は、3歳児以上に対しては学校給食センターか
らの外部搬入により対応しつつ、低年齢児、3歳以上児を含むアレル
ギー児等に対しては自園調理により対応するものであり、アレルギー児
等への対応について一定の措置が講じられるとの点で評価できるもの
であるが、幼稚園・保育所の一体型施設に係るこうした要望については
総合施設の全国化によって対応していきたいと考えている。

1011010

本市では、私立幼稚園による保育所業務
を4月1日より実施しており、3歳以上児は
幼稚園児と保育所児が合同活動を行って
いる。給食の時間も一緒の保育室におり、
幼稚園児は本市の学校給食センターから
搬入したものを食べており、保育所児は幼
稚園児と同じ献立を同施設内の調理室で
作った給食を食べている。したがって、同じ
献立の給食を保育の形態が違うために
別々の施設で調理する非効率的な状況で
ある。公立保育所の給食の外部搬入の容
認を私立保育所に適用させない合理的な
理由がみつからない。これが可能となれ
ば、私立幼稚園による保育業務参入しや
すくなり、保育所数の増加と定員増が図ら
れる。

提案理由：　私立富岡保育園では、3歳以上児は幼稚園児
との合同事業を実施しているが、給食は保育所児は同施
設内の調理室で、学校給食センターから搬入された幼稚
園児と同じ献立で調理しており、味付けも微妙に違ってい
る、そのような非効率的、非常識的な状況をこの特例措置
の適用により緩和されることで、効率的な保育所運営を図
る。

代替措置：　対象児童は3歳以上児からであるが、0歳児か
らの保育所であるため、土曜日、春･夏･冬休み期間中の
給食は同施設内の調理室で可能である。
　また、食物アレルギー児童に対しても、同施設の調理室
で可能であり、保育児童の処遇に支障はきたさないものと
考える。

稚内市 厚生労働省

0930420

市立保育園・幼稚
園の民間移管に係
る建物譲渡に伴う
国庫補助金返還の
緩和

・補助金等に係る予算
の執行の適正化に関す
る法律第22条
・同施行令第13.14条
・社会福祉施設等施設
整備費及び社会福祉施
設等設備整備費国庫負
担（補助）金に係る財産
処分承認手続きの簡素
化について（H12.3.13社
援第530号）
・公立学校施設整備費
補助金等に係る財産処
分の承認等について
（H9.11.20文教施87号）
・愛知県私立幼稚園設
置認可審査基準第15条

○補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律（補助金等適正
化法）第22条
補助金等の交付を受けて整備した
社会福祉施設等を補助金等の目的
に反して使用、譲渡等の処分を行う
に当たっては、各省各庁の長の承
認が必要とされている。
○｢社会福祉施設等施設整備費及
び社会福祉施設等設備整備費国
庫負担（補助）金に係る財産処分承
認手続きの簡素化について｣（平成
12年3月13日付局長連盟通知）
財産処分手続きの簡素化を図る観
点から、以下の①②等のいずれか
に該当する財産処分であって、厚
生労働大臣に報告があったものに
ついては、承認があったものとして
取り扱うものとしている。
①福祉各法の規定に基づき設置さ
れ、国庫補助事業完了後10年を超
える期間を経過した、同一事業者
における社会福祉施設等への転用
②地方公共団体又は社会福祉法
人への無償譲渡又は貸与であっ
て、同一事業を継続する場合

C Ⅳ

○公立保育所の建物等を民間保育所の用に供するものとして社
会福祉法人に無償譲渡する場合、厚生労働大臣にその報告が
あったものについては当該財産処分について承認があったものと
して取り扱うものとし、当該処分に係る補助金相当額の国庫納付
を不要としているところ。
○一方、公立保育所の建物等を民間保育所の用に供するものと
して学校法人に無償譲渡する場合、補助金相当額の国庫納付を
必要としている。
○補助金相当額の国庫納付を経ずに譲渡を認めることは、国か
ら公金の移動もしくは贈与と同様のものと言わざるを得ないが、こ
うした児童福祉施設の整備に対する助成は、助成の目的が有効
に達せられることを確保するために、国等から一定の監督を受
け、社会福祉事業を目的として設置される特別の法人である社会
福祉法人が最も適切であると考えられ、児童福祉法においても社
会福祉法人に限定されており、学校法人を社会福祉法人と同様
に扱うことは困難である。
○したがって、学校法人に対し無償譲渡する際は、支出された補
助金の適正な執行及び運営を図るため、必要とされる処分手続
きを行われたい。

提案主体によると「事業目的以
外に使用すること（融資の担
保、破産による債権差し押さえ
等）を防ぐために、条件付所有
権移転仮登記を市名義で行う」
との代替措置が示されており、
右の提案主体からの意見にも
あるとおり、たとえ移管先が学
校法人であったとしても、譲渡
した法人において、譲渡前と同
様の用途に使用する限りにお
いては当初の補助目的は継続
されるものと考えられる。このよ
うな場合については提案の内
容が実現できないか、再度検
討し回答されたい。

「保育所の設置認可等について」（H12.3.30児発
第295号）により、保育所の設置は社会福祉法人
以外にも認められている。私立保育園の運営費
に係る補助金も、設置者の種類の別による差異
はない。これらの状況を鑑みると、「保育所を設
置するのは社会福祉法人が最も適切である」と
は一概にはいえないと判断できる。それを受け
て、本市の保育園の民間移管の対象法人は、社
会福祉法人以外（学校法人）も認めており、当然
ながら同一事業を継続することになるので、国庫
補助金の返還についても社会福祉法人と同様に
扱うよう認めていただきたい。

C Ⅳ

保育所の設置は社会福祉法人以外にも認められているが、児童
福祉施設に対する施設整備費に係る補助は、法人の財産の形成
に繋がることから、一定の監督を受ける社会福祉法人、民法法人
等に限られており、この中でも新設に要する費用については、社
会福祉事業を目的として設置される特別の法人である社会福祉
法人に限定しているところ。
施設整備費補助を受けた公立保育所が財産を譲渡し、譲渡した
法人において譲渡前と同様の用途に使用するとしても、無償譲渡
できる対象は、社会福祉事業を目的として設置される特別の法人
である社会福祉法人と学校法人を同様に扱うことは困難である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

学校法人は主として社会福祉事業を行う法人
ではないが、民間移管を受けた学校法人は、
当然ながら引き続き保育所の運営を行うもの
であり、当初の補助目的は継続される。また、
学校法人に対して幼稚園の新増築の国庫補
助制度があり、同種の就学前児童の施設に
ついては、補助金が認められており（「私立幼
稚園施設整備費補助交付要綱」H11.4.1文部
大臣裁定）、特別な法人として位置づけされ
ている。幼保一体化の方向性においては、就
学前児童の施設は一元的に取扱うべきであ
り、学校法人についても、社会福祉法人と同
様に扱うよう認めていただきたい。

C Ⅳ

○学校法人が施設整備費の補助対象となる特別な法人として位
置づけされているのは私立学校法及び私立学校振興助成法にお
いてであり、社会福祉法においては特別な法人として位置づけら
れていない。
○民間移管を受けた学校法人が引き続き保育所の運営を行うと
しても、元来、公立又は社会福祉法人による社会福祉施設の設
置のために補助された補助金が、本来の設置目的を異にする法
人に対し転用されることは適当ではないと考えている。

1070010

本市は、民間法人の活力を導入し、多様
な就学前の教育保育ニーズを充足するた
め、「豊田市立保育園・幼稚園民間移管計
画」を策定した。本計画では、保育園・幼稚
園の設置主体そのものを市から民間法人
に移管するもので、園舎等建物は無償譲
渡する。このとき、施設整備に係る国庫補
助金の取り扱いが問題となる。補助金の
交付を受けて整備した施設を譲渡等の処
分を行うときは、基本的には補助金の返還
を要する。しかし、譲渡した民間法人で同
様の用途に使用する場合においては、返
還を要さないよう特例措置を講じ、民間移
管を推進していきたい。

提案理由：
保育園においては、社会福祉法人以外の法人に対する園
舎等建物の無償譲渡又は無償貸与については、補助金の
返還が生じる。幼稚園においては、補助事業完了後１０年
を経過していない施設の無償譲渡又は無償貸与、１０年を
経過していても、無償譲渡については補助金の返還が生じ
る。本市計画では、質の高い保育を確保し、民間移管の円
滑な推進を図るため、移管対象は社会福祉法人か学校法
人とし、比較的新しい施設を優先的に移管の対象としてい
る。また、施設の管理責任を法人に求めていくために、無
償譲渡としている。「官業の民間開放」を推進するため、保
育園・幼稚園とも補助金の返還を要さないよう特例を認め
ていただきたい。
代替措置：
事業目的以外に使用すること（融資の担保、破産による債
権差し押さえ等）を防ぐために、条件付所有権移転仮登記
を市名義で行い譲渡する。

豊田市
文部科学省
厚生労働省

0930430
児童自立支援施設
の設置要件の緩和

児童福祉法（昭和22年
法律第164号）第35条第
2項

児童福祉法施行令（昭
和23年3月31日政令第
74号）第36条第1項、第
2項、第5項

都道府県は児童自立支援施設
を設置しなければならない。ま
た、児童自立支援施設の長、児
童自立支援専門員及び児童生
活支援員は、当該都道府県の
吏員をもって充てることとされて
いる。

Ｃ Ⅱ

　現在、児童自立支援施設の在り方を検討しており、公設民営の
可否についても１２月中を目処に結論を出す予定としている。民
営化については安定的な運営が図れなくなる恐れがあるなど、学
識者から反対の意見もあるため、現時点では、公設民営（民設民
営も含む。）の可否についての判断は困難である。
　なお、今回の提案で、厚生労働省の懸念に対する横浜市の考
え方が示されているが、民間による運営の実績がある点について
は、現在、民間運営による児童自立支援施設が２施設があるが、
これらは戦前より運営されている施設であり、児童自立支援施設
の草分け的な施設であることから、これらが存在することを理由
に、民間による運営の可否を論ずることは困難と考える。
　また、専門性や安定性の確保についても、「全国の社会福祉法
人から選定」とあるが、児童自立支援施設の民間による運営実績
は、前述のとおり、全国２ヶ所しかないことから、全国からの公募
により、その専門性や安定性が確保されるかどうか、また、国立
児童自立支援専門員養成所等の研修の義務づけについても、そ
の履行の確保についてどのように担保していくのかという問題点
もある。
　児童自立支援施設の機能強化は、単に民間活力を導入するだ
けでなく、少年非行事案を取り扱う児童相談所の機能強化や児童
福祉司のスキルアップなど、少年非行への取組みについての態
勢整備や、それぞれの関係機関との連携のあり方など、制度全
般にわたって考えていかなければならない問題であると考える。

貴省回答によると「現在、児童
自立支援施設の在り方を検討
しており、公設民営の可否につ
いても１２月中を目処に結論を
出す予定」とのことであるが、１
２月中に出される結論及び右
の提案主体からの意見を踏ま
え、当該提案の内容が実現可
能となるか回答されたい。

　横浜市は、政令市最多となる４館目の児童相談
所の整備を進める等、児童相談所機能の強化や
関係機関との連携強化を図っています。
　横浜市向陽学園では、近年、虐待を受けた子ど
もが増え、少年非行の他に情緒面での問題や発
達障害のある子どもに対する個別のきめ細やか
な支援が求められています。
　本提案は、公民の運営コスト差(約2倍)から生
み出された財源を、医師等の専門職や支援職員
等を国の基準に加算して配置することや研修の
実施等に充て、質の向上を図るものです。
　研修の受講は法人選定の条件に明示すること
で担保され、民設民営の施設が少年非行と取組
み堅実に運営している実績は民営化の十分な論
拠となるものと考えます。

Ｃ Ⅱ

　現在、児童自立支援施設の在り方を検討しているが、公設民営化の
可否の問題も含め、各種の検討課題についての議論が継続しており、
当初予定よりとりまとめに時日を要するため、報告書の取りまとめは来
年となる予定である。
　なお、これまでの研究会の議論において、複数の委員から非行児童に
対する公の責任の観点や退所児童のアフターケア、他の福祉施策や関
係機関との連携等の観点から、都道府県（政令市）の公設公営の原則
は維持すべきであるとの見解が示されており、また、仮に民営化した場
合、施設機能を維持する方策としてどのようなことが必要か、きちんと検
討する必要があるとの意見も出されている。このような研究会のこれま
での議論を踏まえれば、現時点で公設民営（民設民営も含む。）の可否
についての判断は困難である。
　児童自立支援施設に入所する子どもの行為障害や行動障害は、時に
は自傷行為となり、最悪の事態として自らの命を絶つ行為に及び、ま
た、他者に向かう場合は、弱者への暴力にとどまらず、子どもや職員の
人命を脅かしかねない事態を招くことがある。また、施設からの無断外
出により、再び非行を繰り返し他者の安全や財産を侵害するなど重大な
事件に発展することもあるという施設の性格から、職員の専門性や施設
運営の安定性の確保は不可欠であるが、これらについて、「研修の受講
は法人選定の条件に明示することで担保され、民設民営の施設が少年
非行と取組み堅実に運営している実績」で充分といえるかどうかについ
ては、更に十分な検討が必要と考える。
　児童自立支援施設の機能強化は、単に民間活力を導入するだけでな
く、少年非行事案を取り扱う児童相談所の機能強化や児童福祉司のス
キルアップなど、少年非行への取組みについての態勢整備や、それぞ
れの関係機関との連携のあり方など、制度全般にわたって考えていか
なければならない問題であると考える。

貴省からの前回回答以降に
開催された「児童自立支援施
設のあり方に関する研究会」
においては、どのような議論
がなされ、また、今後どのよう
なスケジュールで検討されて
行くのかについて明らかにさ
れたい。
また、右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答
されたい。

　「職員の専門性」については、施設ごとの採
用が困難で、しかも定期的な人事異動がある
公営に比べ、民間事業者は専門性の高い職
員の採用や配置を弾力的かつ効果的に実施
できることから、十分に確保できると考えま
す。
　また、横浜市では民間事業者が安定した施
設運営を行えるよう、施設に独自の助成を行
うとともに、児童相談所の機能強化・児童福
祉司の専門性の向上に取り組んでいます。特
に、児童精神科医を配置したいと考えていま
す。
　児童自立支援施設の整備運営にかかる民
間活力の導入は横浜市では実現可能であ
り、特区としてモデル的に認めていただきます
ようお願いします。

Ｆ Ⅱ

現在、児童自立支援施設の在り方に関する研究会において、公
設民営化の問題も含め、児童自立支援施設の充実、強化に向け
て議論を進めており、その報告書を踏まえて今後国として検討を
行ってまいりたい。

1079020

　横浜市では児童自立支援施設「横浜市
向陽学園」の転換整備にあたり、有識者か
ら提言を受け、民間活力を導入し、入所児
童等の支援の充実を目指している。
　行政の措置のもとで、専門性の高い社会
福祉法人による柔軟性、迅速性、効率性と
公民の運営コストの差（約２倍）により生み
出された財源を活かし、
①経験を持った十分な職員や医師等の配
置による、子ども一人ひとりの特性にあっ
た、きめ細やかな支援
②児童相談所との連携のもとで、専門的ア
セスメントが必要であると判断された子ど
もの一時保護
③他施設でより詳細なアセスメントが求め
られる子どもに対する訪問支援カンファレ
ンス
等、子どものニーズに対応した機能強化を
図る。

提案理由：
　社会福祉法人の柔軟性、迅速性、効率性を活かして、子
どもへの支援の充実を図る。

民間活力の導入を求める特区提案に対し、厚生労働省が
示した懸念に対する横浜市の考え方：
①「児童自立支援施設は非行少年の自立支援を通じて、
公共の安全、秩序の維持にも大きな役割を果たすことを求
められている」ことについては、横浜市には、明治期より民
設民営によって運営されてきた児童自立支援施設があり、
家庭裁判所からの送致を含め、県内から入所する子ども
達に対して適切な支援を行い、児童自立支援施設の役割
を民営で担っている実績がある。
②「専門性や安定性の確保」については、法人を全国から
公募し、子ども達の支援に対する優れた経営理念と情熱を
持った社会福祉法人を選定する。
　また、施設職員に対しては、国立児童自立支援専門員養
成所等の研修を義務づけ、医師・心理職等の専門職から
支援を受けることで十分確保できると考える。

横浜市 厚生労働省

0930440
「児童館」の目的外
使用要件の緩和

児童福祉法第４０条

児童福祉法では、「児童厚生施
設は、児童遊園、児童館等児童
に健全な遊びを与えて、その健
康を増進し、又は情操をゆたか
にすることを目的とする施設と
する。」としている。

E -
　児童館の設置主体である都道府県や市町村等の判断によるべ
き事項であると考えるので、直接、児童館の設置主体に問い合わ
せをされたい。

貴省回答には「児童館の設置
主体である都道府県や市町村
等の判断によるべき事項であ
ると考える」とあるが、専ら設置
主体である都道府県や市町村
等の判断によるべき事項であ
るのか明確にされたい。

今まで「公民館」「児童館」の施設に視力トレーニ
ングセンターのチラシ広告・資料等は民間業者、
営利だからと言われて現実には置いて頂けませ
んでした。１週間に一度位の使用はできる様です
が、私たちの様に毎日使用することは難しいで
す。お母さん方は子供さんにコンタクトレンズやメ
ガネをかけさせたくない、視力トレーニングを受け
させたい、また費用をお安くしてほしいと言われそ
れには「公民館」「児童館」の施設を利用出来れ
ば１ヶ月4,000円位にお安く受けられるので、多く
の子供さんの「近視児童人口」を減少させること
が出来ます。
視力が回復したら基本トレーニングをお母さんに
教えて家庭で管理して貰い視力を維持していま
す。
「仮性近視」のうちに「子供の視力トレーニング」
を受ける習慣を一般化させたい。

E -
施設の使用の許否については、最終的には児童館の設置主体で
ある都道府県や市町村、その他現に児童館を設置・運営している
者の判断による。

1130010

福島県の近視児童人口を減少させる為、
視力トレーニングセンターを「公民館」「児
童館」などの施設を利用してトレーニング
費用を1ヶ月4,000円位にお安く、どなたも
受けられるように工夫した。県内各地に、
そろばん塾の様に人口1～2万の所にも、
たくさん作ってあげたい。視力トレーニング
センター1ヶ所に女性トレーナー1名（指導
者）で年間200～300名位の子供さんの視
力を良くする事ができる。子供のコンタクト
レンズやメガネをかける前に仮性近視のう
ちに視力トレーニングを受ける習慣を一般
化させて県内各地に広めたい。私共のノウ
ハウを福島県に伝授して福島県から全国
に発信させて多くの子供さんの視力回復
にお役に立ちたい。

福島県の子供の視力が悪いと新聞に載っていました。急増
する一方の子供の視力を良くして福島県に貢献したい。
「県民からの提案」募集で提案しましたが県からは民間業
者だから協力出来ないという内容でした。今まで視力トレー
ニングセンターは「公民館」「児童館」などの施設を利用す
ることは出来ませんでした。子供の視力に関して県は眼科
さん任せで、これからも眼科さん任せでは近視児童人口を
減少させる事は出来ません。眼科さんでは点眼薬の治療
を受けて良くならなかった場合早い時期にコンタクトレンズ
やメガネを勧められ今は小学5年生でコンタクトレンズを使
用しており、子供の視力低下は深刻です。当センターに来
られた時には0.1～0.2位悪くなってきています。マンツーマ
ン指導、独自のトレーニング法、仮性近視でのトレーニング
の習慣が大事です。仮性近視の0.3～0.4位の視力は3ヶ月
位で正常視力に回復しています。もしも視力トレーニングで
良くならなかったら最後にコンタクトレンズやメガネでもいい
のではないでしょうか。

総合視力
回復セン
ター

文部科学省
厚生労働省

0930450

通所介護事業所等
の設備に関する目
的外使用要件の緩
和

指定居宅サービス等に
事業の人員、設備及び
運営に関する基準（平
成11年厚生省令第37
号）第95条（第3項）

介護保険法の規定に基づく指定
通所介護事業者は、指定通所
介護の提供に必要な設備を備
えなければならないこととなって
いる。
また、その設備は、専ら当該指
定通所介護の事業の用に供す
るものでなければならない。ただ
し、利用者に対する指定通所介
護の提供に支障がない場合は、
この限りではないとされている。

Ｄ Ⅲ

○介護保険法においては、都道府県知事の指定を受けた事業者
が要介護者・要支援者に対して介護サービスを提供した場合に
は、市町村（保険者）が保険給付を行うこととなっている。また、居
宅サービスについては、介護サービスの質を確保するために事
業者が遵守すべき最低基準として、「指定居宅サービス等に事業
の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37
号）」を定め、それに基づいて、都道府県が事業者の指定・監督
等を行っている。
○当該省令において、指定通所介護事業所の設備は、「専ら当
該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。
ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合
は、この限りではない。」とされており、当該事業所での他の業務
を行うことが一律に禁止されているものではなく、指定通所介護と
他の事業で人員等が明確に区分されている場合等で、指定通所
介護の提供に支障がないと都道府県が認める場合等には、現行
の規定においても、指定通所介護事業所で他の事業を行うことも
可能である。

貴省の回答は、提案主体の求
める事項については、現行にお
いても対応可能と解して良い
か。

Ｄ Ⅲ

○「指定居宅サービス等に事業の人員、設備及び運営に関する
基準（平成11年厚生省令第37号）」第９５条第３項では、指定通所
介護事業所の設備は、原則として専用としながらも、利用者に対
する指定通所介護の提供に支障がない場合には、この限りでな
いとされている。
○この規定を踏まえ、事業者の指定・監督等を行う都道府県知事
が、事業者の運営状況等を考慮したうえで、今回の具体的な要望
事案について、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がな
いと判断した場合には、指定通所介護事業所で他の事業を行うこ
とも可能である。

1044010

小規模通所介護事業所、小規模多機能型
居宅介護事業所において独居（家庭不和
等含む）高齢者に食卓の場を提供すること
により、高齢者の「食」環境の改善を図り、
人生（生活）の活性化を図る。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　＊小規模多機能型
居宅介護事業は平成18年4月施行事業で
あるが、小規模通所介護事業所とならび、
今回提案に相応しい事業所であると判断
して記載している。なお、小規模多機能型
居宅介護事業は通所介護の設備に関する
基準（指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準　　厚生省
令第37号　　　第95条　3項）と類似するだ
ろうと仮定して、この申請書を作成してい
る。

〈理由〉
独居（家庭不和等含む）高齢者の大半は自らが食事を準
備し食することが多く、粗末な食事や寂しい「食」環境に繋
がっている。それが食欲低下や低栄養をきたし、体調不
良、疾病、要介護状態へ進むケースもある。「食」環境だけ
が原因ではないが、孤独感のため鬱状態になる高齢者も
いる。小規模通所介護、小規模多機能型居宅介護事業所
は、家庭的雰囲気のなかで食事の提供（準備含む）や食す
る環境を持ち合わせている。これらの事業所の夕食時は利
用者は居ない、あるいは減ることから「食」を提供する場所
（空間）が発生する。利用者や事業所は地域との交流も図
られ、小規模サービス事業所としてもメリットがある。なお
事業所によっては治療食の提供も可能であり疾病予防や
重度化防止にも効果を発揮する。
〈代替措置〉
「時間延長」「泊まり」サービス利用者のサービス低下を発
生させないため、介護サービス基準人員外のスタッフを確
保する。

個人 厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930460

理学療法士と作業
療法士が行う訪問
リハビリテ－ション
事業に関する規制
の緩和

指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び
運営に関する基準（平
成11年厚生省令第37
号）第77条

指定訪問リハビリテーション事
業所は、病院、診療所又は介護
老人保健施設であって、事業の
運営を行うために必要な広さを
有する専用の区画を設けている
とともに、指定訪問リハビリテー
ションの提供に必要な設備及び
備品等を備えているものでなけ
ればならないこととされている。

C Ⅲ

○訪問リハビリテーションについては、リハビリテーションの専門家から構成さ
れる高齢者リハビリテーション研究会や今般の介護保険制度改正の検討を
行った社会保障審議会介護保険部会において、退院・退所直後や生活機能が
低下した際に、計画的、集中的に実施するなど、その機能の明確化を図りつ
つ、事業者の指定基準や介護報酬の見直しを行う必要があるとされたところで
あり、こうした指摘も踏まえ、現在、社会保障審議会介護給付費分科会におい
て指定基準や介護報酬の検討を行っているところである。

○同分科会においては、訪問リハビリテーションについては、病院からの退院
や介護老人保健施設からの退所後、早期に実用的な在宅生活における諸活動
の自立性を向上させるため、短期間に集中して実施するサービスとしての位置
付けを明確化する観点から見直しを行うことが必要であるとの方向性が示され
ているところであり、当省としては、こうした同分科会からの指摘を踏まえ、事業
者の指定基準や介護報酬の検討を行うこととしている。

○今回のご提案の内容は、理学療法士又は作業療法士が、病院や診療所等
からではなく、単独の事業所から在宅に出向き、リハビリテーションを行うことが
可能となるよう現行の事業者の指定基準を緩和すべきとの内容であるが、上記
のような今後の訪問リハビリテーションの基本的な在り方、期待される機能を踏
まえると、サービス提供の在り方としては、むしろ病院や介護老人保健施設にお
ける入院者・入所者の病状等を最も把握している医師の継続的な医学的管理
の下、当該病院や介護老人保健施設のいわばフォローアップの一環として、退
院・退所後にこれらの入院者・入所者が早期に実用的な在宅生活における諸活
動の自立性の向上が図れるようリハビリテーションが提供されることが最も利用
者にとって効果的であり、かつ、制度として効率的であると考えている。

1077010

訪問リハビリテ－ションは現在、病院、診
療所、老人保健施設から行うことが可能で
あり、病院に通えない患者に、理学療法
士・作業療法士が自宅訪問し、リハビリテ
－ションの技術を用いて自力生活能力を
引き上げる事業である。例えば、６５歳以
上の２４００万人に対し要介護者が急増し
ているが、増加を止めることを社会は求め
ている。それを可能にする事業であると考
える。現在は上記の３事業所からの事業
であり、規制緩和により単独での事業所か
ら訪問リハビリテ－ションを行えると、さら
に要介護者増加を止める効果を発揮す
る。

現在は理学療法士・作業療法士が所属する病院、診療
所、老人保健施設に勤務する医師からの指示でしか訪問
リハビリテ－ション事業を実施することができない。そのた
め現実問題として訪問リハビリテ－ションの事業を必要とし
ている患者に対し、その患者の主治医が当該の医師でな
ければなかなか事業を開始することができていない。理由
として『主治医から当該医師に患者を紹介するさまざまな
過程が大変』、『患者が当該の医師の事業所まで受診でき
ない』等がある。結果的には患者の自力生活能力は低下し
要介護状態が悪化する。また、訪問リハビリテ－ションの事
業は『名前あって姿なし』と言われている。そこで今回は主
治医の所在に関係なく、要介護状態へ悪化の恐れがある
訪問リハビリテ－ションを必要としている患者に事業が開
始できるように単独事業所開設のための規制緩和をお願
いしたい。それにより急増している要介護者を軽減すること
が可能であると考える。

医療法人
秀友会

厚生労働省

0930470

障害児に対する療
育訓練等の医療行
為に関する規制緩
和

・医療法第１条の２
・巡回診療の医療法上
の取り扱いについて（昭
和37年６月２0日医政発
第５５４号）

　医療法上、「医療提供施設」を
規定している医療法第１条の２
の「居宅等」は、居住することを
前提とした施設である。
　また、一定地点において公衆
又は特定多数人に対して診療を
行う「巡回診療」については、一
定の要件の下で、実施地点ごと
の医療機関の開設許可ないし
届出を免除される。

Ｃ Ⅰ

例示としてあげられている施設は、いずれも日帰りの施設として
考えられ、居住することを前提としていないため「居宅等」に位置
づけることはできない。なお、巡回診療の仕組みの条件に合致す
るものであれば、必要な手続きをした上で制度として利用可能で
ある。

右の提案主体からの意見にも
あるとおり、そもそもなぜ医療
行為の行われる場所が、「医療
提供施設」の他は「医療を受け
る者の居宅等」に限定されてお
り、なぜ保育所や児童施設、養
護学校等においては医療行為
ができないのか、その理由を明
らかにされたい。
また、貴省回答にある「巡回診
療の仕組みの条件」とは何か、
具体的に示されたい。

　そもそも、医療行為は何故「居宅」に限定されて
いるのか。「居宅」と「日帰り施設」とでは、療育訓
練等を提供する上でどのような点で違いがあり、
また、「日帰り施設」ではどのような問題が生じる
のかお示しいただきたい。

Ｃ Ⅰ

　個別の事情等提示いただいた情報では不明な点もあるため、ま
ず都道府県の担当部局とよくご相談されたい。
　なお、居住する居宅で医療を受けることができるのは当然のこと
であり、それ以外の場で特定多数人又は公衆に医業が行われる
場合、医療法では、原則衛生上の観点等からも構造設備基準や
人員配置標準の定められた病院又は診療所で行われる必要が
あるとしているものである。必要最小限の要件で認められる無床
診療所について必要な規制が設けられている趣旨からすれば、
その最小限の規制なしに提案の施設で医業を行うことを認めるの
は困難であり、診療所の開設を経ていただく必要がある。
　また、巡回診療車を用いた巡回診療が行われる地域ごとに診療
所開設手続きをするとともに、巡回診療車について同法第２０条
の規制を満たしていただくなどが条件である。

1097040

　障害児療育に関する専門医療機関や人
材が少ない地域において、県や療育拠点
病院が指定した施設（保育所、児童施設、
養護学校等）を「居宅等」に位置づけ、身
近な施設で療育訓練等の医療行為を行え
るようにすることで、地域の療育環境の向
上と利用者の利便性の向上を目指す。

〔提案理由〕
　小児療育センターや地域療育拠点病院が障害児に療育
訓練等の医療を提供する場合、来院を促すか、自宅を訪
問するかのどちらかである。
　しかし、本県の嶺南地域など、特に障害児療育の専門医
療機関や人材が少ない地域においては、障害児療育を地
域ぐるみで支えて行く必要があり、また、児童の生活の場
である地域の保育所等での療育訓練等を希望する利用者
の声も多いが、現制度では保育所等での医療行為はでき
ない。
　そこで、身近な施設を医療法上の「居宅等」と位置づける
ことで、障害児の療育訓練等の機会を増やすとともに、地
域の医療機関が障害児療育に積極的に取り組むことが可
能となり、障害児療育の効果的な展開が期待できる。

〔代替措置〕
　県や療養拠点病院が指定した施設に限る。具体的には、
市町村保健センター、児童ディサービスセンター、養護学
校、保育所など。

福井県 厚生労働省

0930480
年金担保貸付に起
因する生活困窮の
防止

独立行政法人
福祉医療機構法

独立行政法人福祉医療機構代
理店である金融機関が年金担
保貸付の申込を受け付けるにあ
たっては、借入後の収入基盤や
借入金の使用目的について、本
人の申告に基づき審査を行って
いる。

Ｃ Ⅳ

　生活保護制度及び年金担保貸付制度の運用については、全国
一律に取り扱うべきものであり、地域の特性に応じて特別な取扱
いを認める特区制度には馴染まないものと考える。
　本提案の内容は、「生活保護費及び児童扶養手当に関する関
係者協議会」において、地方公共団体から生活保護制度におけ
る運用改善事項として指摘を受け、これに対して、「生活保護受
給者等には貸付を行わないなどの対策を講じることを検討する」
旨回答したところであり、現在、対策の実施に向けての検討を
行っているところである。

右の提案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答された
い。
また、貴省回答によると「現在、
対策の実施に向けての検討を
行っているところ」とあるが、ど
のような場において検討が行
われているのか、また、現在行
われている検討の方向性及び
結論を得て措置されるまでのス
ケジュールについて明らかにさ
れたい。

「生保制度及び年金担保貸付制度は、全国一律
に取り扱うべき」とのご指摘について、生活保護
事務の現場を担うのが自治体であるとすれば、
やる気のある自治体の先導的取り組みを認める
ことも必要と考えられます。この観点から再度前
向きなご検討をいただき、加えて、次の２点につ
いてお尋ねしたいと思います。１関係者協議会資
料では「保護の実施機関と福祉医療機構」の具
体的な連携内容が明らかでないので、本提案の
趣旨「療機構代理店が年金担保融資の申込受付
けにあたっては、当該申込者の住所地を所管す
る福祉事務所長による審査を必要とする制度を
創設する」についての貴省の見解をお示しくださ
い。２具体的な検討期間をお示しください。

Ｃ Ⅳ

　年金担保貸付制度と生活保護制度間の問題については、地方
公共団体における実態や意見を十分に踏まえて対策を検討する
必要があると考えているが、本提案については、①生活保護制度
に係る事務は各福祉事務所ごとに行われているが、②福祉医療
機構代理店（民間金融機関）が行う年金担保貸付の受付は、口
座開設している金融機関で行われており年金受給者の住所地に
限定されていない、という実情から、対象者や対象地域の限定が
困難であり、本提案の内容について特定の自治体で先行的に実
施していただくことは考えていない。
　なお、厚生労働省としては、「生活保護費及び児童扶養手当に
関する関係者協議会」における全国知事会や全国市長会からの
指摘を受け、生活保護受給者等に対する貸付の制限等の対策に
ついて内部検討を進めており、現在、生活保護受給者等には貸
付を行わないなどの対策をとるに当たり、貸付申込者が生活保護
受給者等であるか否かの確認をどのような方法で行うか、自治体
等から意見を伺い集約を行っているところであり、平成１８年度中
に検討を終え、実施に向け取り組みたいと考えている。

1133020

国民生活のセーフティネットである生活保
護を、納税者からの理解を得られる、真に
生活困窮者の自立を助長する制度とする
ため、独立行政法人福祉医療機構代理店
が年金担保融資の申込みを受け付けるに
あたっては、当該申込者の住所地におけ
る生活保護制度を所管する福祉事務所長
による借入後の収入基盤や借入金の使用
目的・生活保護受給状況についての審査
を必要としたい。

一般に禁止されている年金の受給権を担保とした貸付が、
例外的に独立行政法人福祉医療機構に認められている。
そのため、年金担保貸付の返済が終了することによる生活
保護廃止後に再度の年金担保貸付を受け、これを消費し
た後、生活保護の受給を繰り返す事例が見受けられるが、
このことは、年金制度と生活保護制度の根幹に関わるもの
であり、看過できない。従って、やむを得ず再度の年金担
保借入を認めざるを得ない場合においても、その資格条件
は、生活保護制度適用との関連において厳しく限定される
べきものと思われる。そこで、独立行政法人福祉医療機構
代理店が年金担保融資の申込みを受け付けるにあたっ
て、当該申込人の借入後の収入基盤や借入金の使用目
的・生活保護受給状況について、当該申込者の住所地を
所管する福祉事務所長による審査を必要とする制度を創
設することにより、借入・浪費・生活保護の悪循環を断ち切
る機会を得たい。（別紙あり）

草加市 厚生労働省

0930490

グループホーム・福
祉ホーム（Ａ型）に
おける精神障害者
短期入所事業の実
施可能化

精神保健福祉法第５０
条の３の２

精神保健福祉法施行規
則第３４条の５

精神障害者短期入所事
業運営要綱

精神保健福祉法施行規則第３４
条の５において、精神障害者短
期入所事業における精神障害
者の入所する施設は、精神障害
者生活訓練施設、精神障害者
入所授産施設その他短期間の
入所による介護等を適切に行う
ことができる施設としている。

Ｂ－２ Ⅳ

　精神障害者短期入所事業は、精神保健福祉法施行規則第３４
条の５に定めるとおり、精神障害者を施設に短期間入所させ、介
護等のサービスを適切に行うことができることを要件としている
が、この点、精神障害者地域生活援助事業（グループホーム）及
び精神障害者福祉ホーム（Ａ型）については、そのような要件を課
していないため、当該施設において、精神障害者短期入所事業を
運営することを認めることはできない。
　しかしながら、現行の障害福祉サービスに係る施設・事業体系
については、障害者自立支援法により、施設・事業の機能ごとに
再編し、平成１８年１０月から新たな施設・事業体系に移行するこ
とを予定しており、ご提案にあるような柔軟な運営も可能とする方
向で検討している。

貴省回答によると「平成１８年１
０月から新たな施設・事業体系
に移行することを予定してお
り、ご提案にあるような柔軟な
運営も可能とする方向で検討し
ている」とあるが、遅くとも平成
１８年１０月以降は、提案にある
ように精神障害者グループ
ホーム及び福祉ホーム（Ａ型）
で短期入所事業が実施できる
ようになると解して良いか。
また、右の提案主体からの意
見も踏まえ、どのような場で、い
つ頃までに検討をし、結論を得
るのか明らかにされたい。

　本府としては、自立支援法に基づき、速やかに
実施できる体制をとりたいと考えている。
　そのため、今後の検討スケジュールの見通しに
ついて提示いただくとともに、精神障害者短期入
所事業の見直しについて、改正点及び事業実施
に当たっての条件等について早期に示されたい。

Ｂ－２ Ⅳ

障害者自立支援法は、障害種別ごとに分かれている現行の障害
福祉サービス体系を一元化するとともに、現行の施設・事業体系
を機能ごとに再編するものであり、新たな体系においては、ご指
摘の趣旨を含め、柔軟な運営が可能となるよう平成１８年１０月か
らの施行に向けて検討しているところである。障害者自立支援法
に基づく短期入所の具体的な事業運営基準については、現在厚
生労働省において検討中であり、平成１８年春頃までにお示しす
る予定である。

1141010

障害者の地域生活移行を推進する。
短期入所事業の実施可能施設は、省令で
「生活訓練施設、入所授産施設（入所利用
者のみ対象の施設に限る）、その他規定
に基づき適切に行える施設」となっている
が、短期入所事業の実施可能施設は府内
で数少なく地域偏在もあり、施設整備費用
が必要なため今後も大幅な増加は望めず
住居地近くで利用しづらい状況である。こ
のため、府内に数多くある精神障害者グ
ループホームや福祉ホーム（A型）の定員
外・共用スペース外の空き室を短期入所
に利用し、身近な地域での短期入所を進
める。

提案理由：「入院医療中心から地域生活中心へ」という精
神保健医療福祉改革の基本的な考え方の中、居宅生活支
援事業の推進が重要な課題になってくる。しかし、短期入
所事業の運営が可能な施設は府内でも数が少なく、住居
地の近くでは利用できないことなどが事業の推進を妨げて
いる。　そこで、身近な地域に多く整備されているグループ
ホームで事業を実施できるよう運営要件を緩和する。
代替措置：現在事業実施が認められている施設に比べて､
グループホーム等は職員が少ないが、現行施設において
も認められている兼任体制と同様の体制をとるために、グ
ループホーム等のバックアップ施設において必要な人員体
制をとり､必要なケアを確保できると考える。

大阪府 厚生労働省

0930500

社会福祉法人の社
会福祉事業会計か
ら公益事業会計へ
の資金の繰り入れ
要件の緩和

12年3月老発厚生省老
人保健局長通知第4
（1）、社会福祉法26条
第1項

○移行時特別積立金は、施設を
経営する社会福祉法人が次に
掲げる事業を経営するために、
当該事業の用に供する施設、設
備等に要する経費に充てるとき
は、あらかじめ理事会の承認を
得て取り崩すことができる。
・養護老人ホーム、特別養護老
人ホーム又は軽費老人ホーム
を経営する事業
・介護保険法の居宅介護サービ
ス事業又は居宅介護支援事業
等に該当する事業
・公益事業のうち、高齢者の介
護予防又は生活支援を目的と
する事業（社会福祉法人の主た
る事業と一体的に実施されるも
のに限る。）
　　　　　　　　　　　　　　など

Ｃ Ⅳ

○特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金については、
原資が措置費であること、また、長期的に安定した事業運営を確
保するため、将来発生が見込まれる経費に対処する財源として引
き当てられていたものであることから、その使途に制限を設けて
いるものである。
○公益事業の実施において、当該社会福祉法人の主たる事業と
の一体性がないものに積立金の使途範囲を拡大することは、当
該施設の長期的な運営に支障を来すおそれがあることから認め
られないものである。

提案主体の構想していること
は、「『小規模多機能型居宅介
護』に『高齢者生きがいグルー
プホーム』を併設し、小規模多
機能型居宅介護とも連携を図
り、介護予防の実現、地域交流
の活動をとおして地域高齢者
の自立支援事業の拠点づくりを
する」ことであり、これは制度の
現状に示している「公益事業の
うち、高齢者の介護予防又は
生活支援を目的とする事業」の
要件に合致しているのではな
いか。ここで求める「一体性」と
はどのようなものを指している
のか、具体的に示されたい。

Ｃ Ⅳ

○「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」
（平成12年3月10日老発第188号厚生省老人保健福祉局長通知）
第一の４(１)ｄに定める「一体的に実施されるもの」とは、社会福祉
事業に一般的・定型的に付随する事業であって、単体では独立
性に乏しく、事業規模が社会福祉事業に比して小さい事業を指す
ものである。

「一体的に実施されるもの」と
の関係において、提案主体
のやろうとしている「高齢者生
きがいグループホーム」はど
のような点が問題となるの
か。
また、そもそも「単体では独立
性に乏しい」事業では、長期
的に安定した事業運営の確
保に支障を来すおそれがあ
るのではないか。
併せて、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

１．将来発生すると見込まれる財源について
減価償却費として積み立てており、「社会福
祉事業に支障がない限り、公益を目的とする
事業（中略）を行うことができる」ことから実施
内容等で判断されたい
２．同一敷地内であれば公益事業が認められ
て来た経緯から、改正介護保険法によって市
の定める生活圏域での地域密着型の在宅生
活を支える事業の創造は生活圏域内であれ
ば良いのでは
３．特養でも介護予防事業の取組みが求めら
れ当事業所では以前より地域福祉向上を目
的に地域の一人暮らし高齢者との交流、公開
介護教室開催等の経緯から一人暮らし高齢
者等の自活の生きがいグループホームは公
益性も高く社会福祉法人の運営が的確であ
ると思われる

Ｃ Ⅳ

○特別養護老人ホームにおける移行時特別積立金については、
原資が措置費であること、また、長期的に安定した事業運営を確
保するため、将来発生が見込まれる経費に対処する財源として引
き当てられていたものであることから、その使途に制限を設けてい
るものである。
○要望されている高齢者いきがいグループホームは、社会福祉
施設の運営に対して一般的・定型的に付随する事業とは言い難
く、単体での独立性に乏しい事業規模の小さい事業にもあたらな
いものである。
○公益事業の実施において、当該社会福祉法人の主たる事業と
の一体性がないものに積立金の使途範囲を拡大することは、当
該施設の長期的な運営に支障を来すおそれがあることから認め
られないものである。

1024010

当法人の所有する駐車場の敷地に、平成
18年度開始となる地域密着の「小規模多
機能型居宅介護」に「高齢者生きがいグ
ループホーム」（日本自転車振興会助成制
度活用）の併設を計画。高齢者単身世帯
等の新たなライフスタイルを創造し、介護
予防の視点に立って自由度の高い共同生
活の下、小規模多機能型居宅介護とも連
携を図り、介護予防の実現、地域交流の
活動をとおして地域高齢者の自立支援事
業の拠点づくりをする。（別様参照）

提案理由：老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の
5に規定する特別養護老人ホーム（平成11年度末までに開
所した施設が対象）の移行時特別積立金及び移行時特別
積立預金の取り崩しは、通知に該当し、あらかじめ理事会
の承認を得れば取り崩しが可能であるが、社会福祉法に
規定する公益事業のうち、高齢者の介護予防又は生活支
援を目的とする事業については、当該社会福祉法人の主
たる事業と一体的に実施される事業のみに限られている。
また、借入についても、福祉医療機構の借入金は利用不
可であり、民間金融機関等の借入を余儀なくされる。この
ような事業は、公益事業とはいえ、今後需要が増す事業で
あると考えられる。そこで、本特例措置により、移行時特別
積立金及び移行時特別積立預金の取り崩しが可能となれ
ば、法人の自己資金での設備整備が可能となり、借入の
負担が軽減できる。

社会福祉
法人宏志
会

厚生労働省
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 09 厚生労働省(8次提案最終回答)

管理コー
ド

規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の所管・
関係官庁

0930510
社会福祉法人施設
の売却要件の緩和

社会福祉法第４７条１項
２項

解散した社会福祉法人の残余
財産は、定款の定めるところに
より、その帰属すべき者に帰属
し、定款の定めにより処分され
ない財産は、国庫に帰属する。

C Ⅰ

　社会福祉法第４７条第１項において、解散した社会福祉法人の
残余財産は、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰
属することとされ、定款の定めにり処分されない財産は、国庫に
帰属することとされている。また、定款準則においては、解散した
場合における残余財産は、理事総数の三分の二以上の同意に
よって社会福祉法人のうちから選定されたものに帰属することとさ
れているところである。
　社会福祉法人の有する財産は、社会福祉事業を実施するため
に支出された寄付金や補助金から成るものであるため、当該法人
が解散した場合は、安定的、継続的に社会福祉事業を実施する
ことができる社会福祉法人又は国庫に帰属させる必要がある。

売却・譲渡後の目的について
一定の要件を課した上で、法人
の種別にかかわらず、当該目
的を達成するための事業を行う
主体に関しては売却・譲渡する
ことを認めることはできないか。
また、右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

今回提案させていただいた理由は以下のとおり
です。現状において、社会福祉法人はその事業
主が交代する場合において、その事業の対価が
退職金という形で前事業主に支払われておりま
す。これは、退職金という不明確な名目で実質的
には事業自体を売買しているわけであり、その基
準は明らかではありません。このような体質的問
題は社会悪というべきものであり、明確な基準に
よって売買がなされるような仕組みを構築するべ
きであるとの考えの下に提案するものです。

C、D Ⅰ

　社会福祉法人の有する財産は、社会福祉事業を実施するため
に支出された寄付金や補助金から成るものであるため、財産処分
に当たっては、一定の制限が課されている。
　社会福祉法人が基本財産を処分するにあたっては、当該財産
は法人存立の基礎となるものであるから、定款に従い、当該法人
の所轄庁の承認が必要であるが、この場合、安定的・継続的に社
会福祉事業を実施することができる主体に対しては、処分が可能
である。
　当該法人が解散した場合は、安定的、継続的に社会福祉事業
を実施することができる社会福祉法人又は国庫に帰属させる必
要がある。
　なお、社会福祉法人の役員の退職金については、地域の実情
から判断して、過大な額であれば、監査で指導することとしてい
る。

貴省回答では、「社会福祉法
人が基本財産を処分するに
あたっては、…、安定的・継
続的に社会福祉事業を実施
することができる主体に対し
ては、処分が可能」とある一
方で、当該法人が解散した場
合には社会福祉法人又は国
庫に帰属させる必要があるの
はなぜか明らかにされたい。
また、右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答
されたい。

  安定的、継続的に社会福祉事業を営むこと
できるのは、決して社会福祉法人もしくは公
共団体とは限りません。仮に民間事業者で
あっても社会福祉事業は可能であり、強いて
言うなれば事業運営に関する新たな民間活
力が導入され、公共財政的には小さな社会福
祉事業が可能となります。一定の要件、例え
ば事業者の運営実績やバックアップサービ
サー（損害保険会社など）が付与されることな
どをの一つの方策として門戸を開いていただ
きたい。

Ｅ，Ｃ Ⅰ

　社会福祉法人が解散した場合、裁判所の監督の下で清算手続
きに入ることとなるが、その際の財産の処分先については、特段
の規制はない。
　しかし、清算手続きが完了した後に残存する財産については、
社会福祉法人は、営利法人と異なり、施設整備費に対する国庫
補助や租税特別措置など、公費が投入されていることに鑑み、社
会福祉法人又は最終的には国庫に帰属させる必要がある。

1113010

事業期間終了もしくは、解散した社会福祉
法人の所有する施設は現在国庫又所轄
庁へ帰属することとなっているが、それを
民間に売却・譲渡できるようにする。

提案理由：施設の売却譲渡により、公の資金回収を図る。
民間が当該施設を効率よく利用して地域に質の良いサー
ビスを提供し、収益をあげる事により、地域の活性化を図
ることができると考える。

株式会社
都市経営
戦略研究
所

厚生労働省

0930520
小規模多機能型居
宅介護拠点におけ
る訪問看護の実現

介護保険法第８条第１７
項
介護保険法第８条第４
項
介護保険法施行規則第
４条

○小規模多機能型居宅介護
は、要介護者の居宅において、
又はサービスの拠点に通わせ、
若しくは短期間宿泊させ、当該
拠点において、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生
活上の世話等を行うことをいう。
（※事業の人員、設備及び運営
に関する基準は未制定）
○訪問看護は、要介護者の居
宅において、療養上の世話又は
必要な診療の補助をいう。

Ｃ Ⅲ

○小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、利用者の
様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサー
ビスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサービスで
ある。
○小規模多機能型居宅介護の利用者が訪問看護を利用すること
は可能であるが、その場合は、利用者の居宅において家族等も
密接なコミュニケーションを図りながら利用することが基本であり、
小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形
態は想定していない。

訪問看護は、そもそもなぜ居宅
においてのみ行うこととされて
いるのか、その理由について明
らかにされたい。
また、利用者の利便性の向上
を図る観点から、提案の内容が
実現できないか、再度検討し回
答されたい。

Ｃ Ⅲ

○介護保険制度のサービス類型には、施設サービスと居宅サー
ビスがあるが、施設サービスの利用者は施設を生活の本拠として
いることから、生活する上で看護が必要な場合については、施設
において提供される必要があり、このため施設に看護師等の配置
が施されている。
　一方、居宅サービスの利用者は、居宅を生活の本拠としている
ことから、当該居宅の生活を支援するために必要な様々なサービ
スが制度上用意されており、看護サービスが必要な場合には居
宅において訪問看護を利用することが可能な仕組みになってい
る。
○小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、利用者の
様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサー
ビスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサービスで
あって、当該サービスの利用者にとって生活の本拠はあくまでも
居宅であり、したがって仮に当該サービスの利用者が居宅生活を
継続していくに当たり、看護サービスを必要とする場合には、居宅
において訪問看護が提供されることが適当であると考えている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答され
たい。

現行制度上、小規模多機能型居宅介護の利
用者が在宅生活を継続していくうえで看護
サービスを必要とする場合には、居宅におい
て訪問看護を利用することを可能としている
ことは理解しています。しかし、在宅の要介護
者にとっては、訪問系サービスだけでなく、通
所系サービスを組み合わせて提供することが
生活の質を高めるために必要であり、また、
介護者の負担を軽減し、介護の社会化を進
めるうえで重要です。医療依存度が高いこと
から通所系サービスを利用できずにいる世帯
の介護サービスの利用を促進し、生活の質を
高める等のため、提案の内容が実現できない
か、再度検討をお願いします。

Ｃ Ⅲ

○小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心として、利用者の
様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサー
ビスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサービスで
ある。
○なお、小規模多機能型居宅介護の人員等の指定基準において
看護職員を配置することを予定しており、看護サービスを必要と
する人であっても小規模多機能型居宅介護を利用することは可
能であると考えている。
○また、小規模多機能型居宅介護の利用者が訪問看護を利用す
ることも可能であるが、その場合は、利用者の居宅において家族
等も密接なコミュニケーションを図りながら利用するよう、小規模
多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が外部の訪問看護
を利用することを内容としたケアプランを立てることになる。

1079010

現在、訪問看護は療養上の世話や必要な
診療の補助を利用者の「居宅」において行
うこととされているが、18年４月から新たに
提供される小規模多機能型居宅介護（訪
問サービスを除く）を利用している際にも、
当該サービスの拠点で訪問看護を受けら
れるようにする。これにより、医療対応の
必要な高齢者や医療面の不安を持つ高齢
者も安心して小規模多機能型居宅介護を
利用することができる。

現行法令上、医療対応の必要な高齢者は通所の介護サー
ビスを受けにくく、介護保険制度改革では、通所介護で医
療ニーズの高い中重度者への対応の強化が打ち出されて
いる。しかし小規模多機能型居宅介護については、看護職
の配置が必置でない上、訪問看護の提供場所にもならな
いため、医療対応の必要な高齢者や医療面の不安を持つ
高齢者は利用しにくいことも想定される。
同様に事業所にとっても、医療面の不安から、医療対応の
必要な高齢者を受け入れづらいことが想定されるが、事業
所が固有の看護職を配置するには、相当の人件費がかか
る上、医療対応の必要な高齢者数に応じた柔軟な対応が
困難で、事業参入に躊躇する場合もあると考えられる。
そこで、小規模多機能型居宅介護を行う拠点で訪問看護
が利用できるとすることで、事業者、利用者双方が安心を
得ることができ、在宅での生活の継続を希望する、より多く
の高齢者を支えることにつながるものと考える。

横浜市 厚生労働省

0930530

介護保険法上の小
規模多機能型居宅
介護事業所におけ
る障害児(者)の受け
入れ

介護保険法第８条第１７
項

○小規模多機能型居宅介護
は、要介護者の居宅において、
又はサービスの拠点に通わせ、
若しくは短期間宿泊させ、当該
拠点において、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生
活上の世話等を行うことをいう。
（※事業の人員、設備及び運営
に関する基準は未制定）

Ａ Ⅲ

○小規模多機能型居宅介護は、本年６月の介護保険法改正によ
り平成１８年４月から創設される従来にない新しいサービスである
が、小規模多機能型居宅介護事業所において障害児（者）を受け
入れることについては、どのような要件の下で利用者のサービス
の質を確保しつつ、実施できるかについて検討することとしたい。
○また、障害児（者）が小規模多機能型居宅介護事業所を利用し
た場合の支援費の支弁については、小規模多機能型居宅介護の
介護報酬等を踏まえつつ、検討することとしたい。

貴省回答によると「小規模多機
能型居宅介護事業所において
障害児（者）を受け入れること
については、どのような要件の
下で利用者のサービスの質を
確保しつつ、実施できるかにつ
いて検討する」とのことだが、ど
のような場で検討を行うのか明
らかにされたい。
また、いつ頃までに結論を得
て、いつ頃までに当該内容が
措置されることとなるか、その
スケジュールについて示された
い。
さらに、右の提案主体からの意
見に回答されたい。

○障害児（者）の受け入れに係る要件について
　「指定通所介護事業所等における知的障害者
及び障害児の受入事業」（規制の特定事業番号
９０６）と同様、小規模多機能型居宅介護事業所
としての人員・設備等の基準を満たしていれば、
障害児（者）を受け入れることができるようにして
いただきたい。

Ａ Ⅲ

○小規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入
れ要件等については、厚生労働省の関係部局において検討する
こととしている。
○小規模多機能型居宅介護は、平成１８年４月から創設される従
来にないサービスであり、この人員、設備及び運営に関する基準
等は現在未策定であるが、この基準等の検討に併せて、同月ま
でを目途に障害児（者）の受入要件等の具体的な内容について
結論が出せるよう検討していきたいと考えている。
○障害児（者）の受入要件については、９０６特区と同様に、小規
模多機能型居宅介護の基準を満たしていることとする方向で検討
していきたいと考えている。
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  富山県では、指定通所介護事業所や基
準該当短期入所生活介護事業所の多く
が、富山型デイサービス特区や規制緩和
を活用して、障害児(者)を受け入れててお
り、県内ほぼ全域で障害の有無や年齢に
かかわらず福祉サービスを提供する「富山
型福祉サービス」が推進されている。
　介護保険法の改正により、来年4月から
通所、宿泊や訪問介護機能等を併せ持つ
「小規模多機能型居宅介護事業所」が創
設される予定であるが、障害児（者）の受
け入れを可能とすることにより、障害児
（者）の地域生活を支援するとともに、住民
に最も身近な福祉サービス提供の拠点で
ある「小規模多機能型居宅介護事業所」で
の「富山型福祉サービス」を推進する。

提案理由：
　 国では、介護保険法の改正により、18年4月から通所、
宿泊や訪問介護機能等を併せ持つ「小規模多機能型居宅
介護事業所」を創設する予定としている。当該事業所での
障害児（者）の受け入れの可否については、厚生労働省で
検討されているところであるが、現時点では、受け入れは
認められない見込みである。このため、現在、富山型デイ
サービス推進特区等を活用して障害児（者）を受け入れて
いる指定通所介護事業所等が「小規模多機能型居宅介護
事業所」に移行すると、これまで利用していた障害児(者)が
利用できなくなるおそれがあり、障害児(者)の地域生活に
大きな支障が生じることになる。そこで、本特例措置によ
り、障害児（者）の「小規模多機能型居宅介護事業所」の利
用を可能とすることにより、障害児（者）の地域生活を支援
し、地域移行を促進するとともに、「富山型福祉サービス」
の一層の推進を図る。

富山県 厚生労働省

0930540

介護保険における
福祉用具の乳幼児
への適用範囲の拡
大

介護保険における福祉
用具の乳幼児への提供
範囲拡大について

介護保険が適用される被保険
者は、市町村又は特別区の区
域内に住所を有する65歳以上
の者又は市町村の区域内に住
所を有する６0歳以上65歳未満
の医療保険加入者である。

C Ⅰ

介護保険制度については、社会保険制度として保険料を負担す
る被保険者に対する給付として行うことが原則であり、被保険者
以外の者に保険給付として福祉用具を提供することとするのは制
度の趣旨から見て不適当。
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若い夫婦、特に母親に偏りがちな育児の
負担感を軽減できる育児用具・制度の研
究開発を推進し育児産業としてのビジネス
モデルを開発する。行政・地方自治体・企
業・大学・育児施設が一体となり24時間
365日対応可能な育児ネットワークの構築
を目指す。

世代間の支え合いという点で、日本は介護保険という画期
的な制度を生み出しました。しかし、年金や医療など高齢
者給付が多い一方で、子どもに関する給付は、欧米先進
国と比較しても遅れています。社会保障給付費の中で、高
齢者人口の増加に伴って高齢者関係給付の伸びが近年
顕薯であり、子どもへの給付が一層抑えられてしまうと、少
子化が一層加速することも懸念されます。年金・医療制度
改革において高齢者に対する給付額を削減するとともに、
子どもを持つ家族、特に若い世代に対する支援を増額し、
社会保障給付の子育て支援比率を増加し、高齢者対策か
ら少子化対策にウエイトをシフトする措置が講じられるべき
であり、子どもを産むことに対する社会全体のメッセージと
して育児保険の制度化を提案いたします。現在では地域
が政策を競う時代がやってきました。育児しやすい環境を
どう築いてくかは、街づくりの基本です。住民の声に耳を傾
け、首長がリーダーシップを発揮して、子育て支援策をみ
がけば、若い世代は敏感に反応し、答えは村や町の人口
というかたちで帰ってきます。そのひとつの方策として福祉
用具の範囲を乳幼児を対象とした用具の貸出も含めること
を望みます。

有限会社
　　提案室

厚生労働省
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